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平成 27年 3月 13日

国税庁長官

（官印省略）

「徴収事務提要の制定について」の一部改正について（事務運営指針）

標題のことについては、平成 25年4月1日付徴徴2-13ほか 16課共同「徴収事

務提要の制定について」（事務運営指針）の一部を下記のとおり改正したから、これ

により、適切に処理されたい。

なお、申請による換価の猶予については、平成 27年4月1日以後に納期限が到来

する国税について適用される。

また、平成 27年3月 31日以前に申請された納税の猶予及び同日以前に決議した

換価の猶予については、従前の取扱いによることとする。

おって、金融機関に対する各種照会文書の様式改正は、平成 27年4月 1日から適

用する。

（趣旨）

平成26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより国税通則法及び国税徴収

法が改正されたことに伴い、改正猶予制度に関する事務の取扱いについて定めるほ

か、システムの修正により、各国税局（沖縄国税事務所を含む。）集中電話催告セン

ター室において期限前納付指導を実施することが可能となったことなどから、所要

の改正を行うものである。

記

別添「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。



別紙

新 旧 対 照 表
（注）下線を付した部分が改正部分である。

改正後 改正前

別冊 1 「徴収事務提要（事務手続編）」 別冊 1「徴収事務提要（事務手続編）」

凡例 凡例

1 （省略） 1 （同左）

2 通達等 2 通達等

略称・略語 意 義 略称・略語 、立思、 ど 義

ゆ （省略） （省略） ゆ （同左） （同左）

猶予通達 平成 27年 3月2日付徴徴5-10ほか 1課共同「納税の猶予等の （同左） 昭和 51年 6月3日付徴徴3-2ほか 1課共同「納税の猶予等の

取扱要領の制定について」（事務運営指針） 取扱い要領の制定について」（法令解釈通達）

3 （省略） 3 （同左）

4 電子計算処理等に関するもの 4 電子計算処理等に関するもの

略称・略語 意 義 略称・略語 意 義

さ （省略） （省略） さ （同左） （同左）

催告システ 集中電話催告システムのうち催告対象滞納事案への納付催告に 催告システ 集中電話催告システム

ム 係る機能 ム

（省略） （省略） （同左） （同左）

し （省略） （省略） し （同左） （同左）

資料調査シ 資料情報に関するKSKシステム （新設） （新設）
‘― 

ステム

（省略） （省略） （同左） （同左）

の （省略） （省略） の （同左） （同左）

納付指導シ 集中電話催告システムのうち期限前納付指導対象者への納付指 （新設） （新設）

ステム 導に係る機能

5 ・ 6 （省略） 5 ・ 6 （同左）
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改正後 改正前

第 1編総則 第 1編 総 則

第 2章通則 第 2章通則

第2節滞納等の定義 第2節滞納等の定義

第 3 滞納の定義 第 3 滞納の定義

1 （省略） 1 （同左）

2 計数管理上の滞納 2 計数管理上の滞納

(1) （省略） (1) （同左）

(2) 未督猶予に係る滞納 (2) 未督猶予に係る滞納

未督猶予に係る滞納とは、納期限を経過したもので、納税の猶予又は徴収の猶予 未督猶予に係る滞納とは、納期限が経過したもので、次に掲げるものに該当する

をしたため、督促状が発付されていないものをいう。 左些督促状が発付されていないものをいう。

（削除） 工納税の猶予、換価の猶予又は徴収の猶予をしたもの

（削除） 旦通則法第 55条第 1項第3号の納付委託を受けたもの

第 2編 総 括 事務 第2編総括事務

第4章進行管理 第4章進行管理

第 1節計数管理 第 1節計数管理

第 31 各種帳票に基づく進行管理 第 31 各種帳票に基づく進行管理

（省略） （同左）

帳票の種類 帳票の概要等 速報 帳票の種類 帳票の概要等 速報

（省略） （同左）

処 （省略） （省略） （省略） 処 （同左） （同左） （同左）

分 （削除） （削除） （削除） 分 整理済滞納内 上記処分対象滞納整理状況表の「整理

対 対 麟 済」を詳細に表示した帳票であり、その局 Q 

象 象 署における整理済滞納の内訳（⑫収納、②
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改正後 改正前

滞 滞 収納のうち公売等による収納、⑲充当、④

納 納 課税の減、⑤その他）を所掌区分別、大口•

9¥ 

状 状 大口以外別に表示する。

況 （省略） （省略） （省略） 況 （同左） （同左） （同左）

（削除） （削除） （削除） 整理区分別処 処分対象滞納の人員及び税額について、

分対象滞納整 指定した期間の始期において設定されて． 
理状況表 いた整理区分を基準として、期中増減、処

理、滞納処分の停止及び期末残高を整理区

分別に表示する。

（削除） （削除） （削除） 処理方針区分 処分対象滞納の人員及び税額について、

別処分対象滞 指定した期間の始期において設定されて

納整理状況表 いた処理方針区分を基準として、期中増

減、処理、滞納処分の停止及び期末残高を

処理方針区分別に表示する。

（省略） （省略） （省略） （同左） （同左） （同左）

（削除） （削除） （削除） 税額階層別処 処分対象滞納の人員及び税額について、

分対象滞納整 指定した期間の始期における滞納税額を

理状況表 基準として、期中増減、処理、滞納処分の Q 

停止及び期末残高を税額階層別に表示す

る゜
（省略） （省略） （省略） （同左） （同左） （同左）

（削除） （削除） （削除） 業種別処分対 処分対象滞納の人員及び税額について、

象滞納整理状 指定した期間の始期における業種を基準 Q 

況表 として、期中増減、処理、滞納処分の停止
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改正後 改正前

忍び期末残高を業種別、人格区分別（個

人・法人）に表示する。

（省略） （省略） （省略） （同左） （同左） （同左）

（省略） （省略） （省略） （同左） （同左） （同左）

（削除） （削除） （削除） 滞納整理関係 局署職員の事後監査事務の実施状況に

事務実施状況 ついて、以下のとおり表示する。
従 従

表（事後監査 1. 事後監査事務実施状況
事 事

更 局署職員が実施した停止事後監査の実
事 事

施事案数（人）等について、所属区分別
務 務

（局・署、特官・部門別）に表示する。
等 等

2.従事事務内容
状 状

I 局署職員の停止事後監査事務の従事事
況 況

務量（人日）について、事務区分別（出張、

署内徴収）、所属区分別（局・署、特官・

部門別）に表示する。

（注） （省略） （注） （同左）

（滞納処分実施状況、大滞納者滞納整理状況） （省略） （滞納処分実施状況、大滞納者滞納整理状況） （同左）

第2節事務管理 第2節事務管理

第 32 事務実績等の的確な管理 第 32 事務実績等の的確な管理

1 （省略） 1 （同左）

2 滞納整理事務実績の管理 2 滞納整理事務実績の管理

（省略） （同左）

滞納整理事務実績の「滞納整理関係事務実施状況表（滞納処分等）」への表示内容 滞納整理事務実績の「滞納整理関係事務実施状況表（滞納処分等）」への表示内容
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改正後 改正前

区分 項目 表示内容 区分 項目 表示内容

猶予 換価の猶予（申請） 徴収法第 151条の2の規定による「換価の猶予」決 猶予 （新設） （新設）

議を行った回数及び税額を計上する。

なお、内書は通則法第 55条第 1項第 1号の規定に

よる納付委託を受けた証券の券面金額を計上する。

換価の猶予（職権） 徴収法第 151条の規定による「換価の猶予」決議を 換価の猶予 徴収法第 151条の「換価の猶予」決議を行った回

行った回数及び税額を計上する。 数及び税額を計上する。

なお、内書は通則法第 55条第 1項第 1号の規定に なお、内書は通則法第 55条第 1項第 1号の規定によ

よる納付委託を受けた証券の券面金額を計上する。 る納付委託を受けた証券の券面金額を計上する。

3 （省略） 3 （同左）

第3節事案管理 第3節事案管理

第 34 滞納事案の事案区分 第34 滞納事案の事案区分

（省略） （同左）

1 整理区分 1 整理区分

（省略） （同左）

| 大区分 I 小区分 I 内容 | 大区分 | 小区分 | 内容

（省略） （同左）

（注） 1 滞納事案の猶予状況を表す区分として、下表に掲げる「猶予状態区分」が （新設）

猶予決議（納付誓約及び納付受託を含む。以下、本項（第 34の各項）におい

て同じ。）の状態に合わせてシステムにより自動設定され、整理区分が「通信

催告」及び大区分が「猶予」の事案について表示される。
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改正後 改正前

旦徴収シスプムで猶予決議を行い、催告センターで履行監視している事案に

ついては、当該区分を参照する。

3 整理区分が「猶予（換価猶予）」の事案については、当該区分により「職

権による換価の猶予」か「申請による換価の猶予」かを確認する。

猶予状態区分 疇

誓約 納付誓約中の事案

受託 納付受託中の事案

納猶 納税の猶予中の事案

換申 申請による換価の猶予中の事案

換職 職権による換価の猶予中の事案

2 • 3 （省略） 2 • 3 （同左）

第 36 事案管理の方法 第 36 事案管理の方法

1 各種管理簿・管理表を活用した事案管理 1 各種管理簿・管理表を活用した事案管理

（省略） （同左）

帳票（画面） 帳票（画面）の概要 活用時期 主に管理 帳票（画面） 帳票（画面）の概要 活用時期 主に管理

名 すべき者 名 すべき者
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改正後 改正前

（削除） （削除） （削除） （削除） 滞納者別に滞納税額、整理

区分、処理方針区分、滞納発

生年月日及び時効完成見込
滞

！ 
随時・事 統括官等

納 滞納者管理簿 年月日など事案管理に必要
者 務年度末 担
ク目 となる項目を一覧表示する
理 理

ほか、管理者指示事項及びそ

の処理結果を表示する。

（省略） （省略） （省略） （省略） （同左） （同左） （同左） （同左）

（以下省略） （同左）

2 システムを活用した期日管理 2 システムを活用した期日管理

（省略） （同左）

(1) カレンダー機能 (1) カレンダー機能

（省略） （同左）

大区分 小区分 表示条件等 大区分 小区分 表示条件等

（省略） （省略） （省略） （同左） （同左） （同左）

納付予定 猶予入力において登録した納付計画日を表示する。 （新設）

〔操：第4章8 • 1 • 1ほか〕

その他 （削除） （削除） その他 納付予定 猶予入力において登録した納付計画日を表示する。

〔操：第4章8 • 1 • 1ほか〕

（省略） （省略） （同左） （同左）

(2) トピックス機能 (2) トピックス機能

（省略） （同左）

| 区分 I管理する項目 I 表示する内容 I 対象 I 区分 管理する項目 I 表示する内容 対象 | 
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改正後 改正前

（省略） （同左）

猶ヱ甕 25．猶予申請 辺猶予申請決議後、後続決議（許 統 （新設）． 
塞 （要処理） 可・不許可等）がされていない事

案を表示する。

盈猶予申請決識後、補正通知情報

-~ 
'1 を入力した事案のうち、補正通知/‘ 

書作成の「完了日」の入力を行っ

た事案を表示する。

26．経過事案 上記 25「猶予申請（要処理）」 毯

のうち、猶予申請受領日（申請年月

日）から一定期間 (30日）経過し

た甕案を表示する。

27.確認日（送 補正通知情報を入力した事案の 統

達日未入力） うち、「送達年月日」が未入力の事

案の件数及び該当事案を表示する。

28．補正通知作 みなし取下げ決議を要する事案 統・担

成（期限経過） を表示する。

29．猶予期間終 猶予期間が終了する前に毯触を 統

ヱ近接 要する事案（履行判定対象である事

案のうち、猶予期間終了日まで 30

以内となった事案）について、猶予

決議画面の「延長申請見込み」を選

択して決裁を了した事案を表示す

る。
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改正後 改正前

30．納付不履行 猶予中（納付誓約、納付受託を除 統・担

（内猶予取 く。）の事案について、納付不履行

消確認） の発生した事案を表示する。 . 
31．併有滞納兒 猶予中（納付誓約、納付受託を除 毯

生（内猶予取 く。）の事案については、併有滞納

消確認） の発生した事案を表示する。

32．延滞税免陸 延滞税免除決議が必要な事案（猶 統・担

圭ヱ 予期間が経過している猶予決議の

うち、延滞税免除が行われていない

事案）を表示する。

（以下省略） （同左）

第4節 国税の徴収権の消滅時効管理 第4節 国税の徴収権の消滅時効管理

第 37 国税の徴収権の消滅時効管理 第 37 国税の徴収権の消滅時効管理

1 （省略）
ヽ 1 （同左）

2 時効接近事案の管理等 2 時効接近事案の管理等

(1) 徴収システムにおける消滅時効の自動管理 (1) 徴収システムにおける消滅時効の自動管理

（省略） （同左）

<~ ． 
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改正後

徴収システムにおける
時効中断・停止事由 I根拠条文

時効完成見込年月日の更新機能

承認 通 72③

（省略） 民 147三 （省略）
-------------------------- --------------------------------------
納税の猶予申請 ・納税の猶予申請入力

換価の猶予申請 ．換価の猶予申請入力

納付誓約 ・納付誓約の入力
-------------------------- --------------------------------------
省略） （省略）
-------------------------- --------------------------------------

（省略） （省略）

(2)~(4) （省略）

第 3編徴収事務

第 1章滞納整理関係内部事務

第 1節滞納発生・完結時の処理

第 38 滞納発生・完結時等の処理

1 事案区分の基準

（省略）

(1) • (2) （省略）

(3) 個別事由

（省略）

個別事由

（省略）

事由の詳細

（省略）

更新

区分

（省略）
-----------

中断

-----------

（省略）
-----------
（省略）

改正前

徴収システムにおける 1更新
時効中断・停止事由 根拠条文

時効完成見込年月日の更新機能 区分

承認 通 72③

（同左） 民 147三 （同左) | （同左）
----------------------------- -------------------------------------------

・納税の猶予申請 ・納税の猶予申請入力 中断

（新設） （新設）

・納付誓約 ・納付誓約の入力
----------------------------- --------------------------------------・・ •• ・. 

（同左） （同左） （同左）
----------------------------- ----------------------------------------------

（同左） （同左） （同左）

(2)~(4) （同左）

第3編徴収事務

第 1章滞納整理関係内部事務

第 1節 滞納発生・完結時の処理

第 38 滞納発生・完結時等の処理

1 事案区分の基準

（同左）

(1) • (2) （同左）

(3) 個別事由

（同左）

個別事由

（同左）

事由の詳細

（同左）
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改正後

（削除） （削除）

（省略） （省略）

「
（削除）

(4) （省略）

2 滞納発生時の処理

（省略）

(1) （省略）

(2) 個別事案設定

（省略）

イ （省略）

ロ 署において滞納者から納付相談を受け、署で履行監視等を行う必要があると認

めたとき

ハ・ニ （省略）

3 催告センターからの返戻時の処理

催告センターにおける定期返戻又は随時返戻の処理等により、催告センターから署

に返戻される滞納事案については、上記2(2)の署における個別事案設定によることな

＜署の処分対象滞納事案となる。

この場合、徴収システムの「トピックス」画面の「新規処分対象滞納口座」に新た

に処分対象滞納となった件数が表示され、「センター返戻」には、催告センターから

返戻された件数が表示されるので、署統括官等及び担当は、その内容を確認するとと

-11 -

猶予等

（同左）

堡

(4) （同左）

改正前

納税の猶予等（納付誓約を除く。）がされた徴収決定口座に

係るもの及び事業承継税制に係る徴収決定口座であるもの

（同左）

催告センターにおいて適任者との接触がなく返戻され、か

つ、少額基準金額以下のもの

2 滞納発生時の処理

（同左）

(1) （同左）

(2) 個別事案設定

（同左）

イ （同左）

口 署において滞納者から納付相談を受け、署で履行監視する必要があるとき又は

納付相談を受ける必要があると認めたとき

ハ・ニ （同左）

3 催告センターからの返戻時の処理

催告センターにおける定期返戻又は随時返戻の処理等により、催告センターから署

に返戻される滞納事案については、上記2(2)の署における個別事案設定によることな

＜署の処分対象滞納事案となる。

この場合、徴収システムの「トピックス」画面の「新規処分対象滞納口座」に新た

に処分対象滞納となった件数が表示され、「センター返戻」豊には、催告センターか

らの返戻事由ごとに返戻された件数が表示されるので、署統括官等及び担当は、その



改正後

もに、「センター返戻一覧」画面から催告センターにおける接触事績等を確認する。

〔操：第 2章2 • 2〕

(1) （省略）

(2) 随時返戻事案

（省略）

返戻区分 事案の内容

（省略）

（注）上徴収システムで猶予決議（納付誓約 び納付受託を含む。以下、本節

において同じ。）を行った催告センター所掌事案に納付不履行や併有滞

納発生があり、催告センターから催告した結果、催告センターで履行監

視することが適当でないと認められるときは、署へ事案が返―される。

2 催告対象滞納として催告センター所掌となっている事案について併

有発生があり、署の早期着手基準金額を超えたものは、催告センターに

おける定期・随時返戻処理によらず、署における定期事案設定処理によ

り処分対象滞納となるため、徴収システムの「トピックス」画面の「セ

ンター返戻」欄には表示されない。

4~6 （省略）

第 39 滞納処分票の管理

1~3 （省略）

第2節滞納処分票の管理

改正前

内容を確認するとともに、「センター返戻一覧」画面から催告センターにおける接触

事績等を確認する。

〔操：第2章2・2〕

(1) （同左）

(2) 随時返戻事案

（同左）

返戻区分 事案の内容

（同左）

（新設）

（注） 催告対象滞納として催告センター所掌となっている事案について併有発

生があり、署の早期着手基準金額を超えたものは、催告センターにおける定

期・随時返戻処理によらず、署における定期事案設定処理により処分対象滞

納となるため、徴収システムの「トピックス」画面の「センター返戻」欄に

は表示されない。

4~6 （同左）

第 39 滞納処分票の管理

1~3 （同左）

第 2節滞納処分票の管理
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4 滞納処分票の収蔵・保管

（省略）

(1)~(5) （省略）

(6) 滞納処分票の保存期間

（省略）

改正後

イ 納税の猶予申請書又は換価の猶予申請書を受理しと許可又は不許可としたもの

．．．許可（延長・短縮・分割納付計画の変更）したものは猶予期間が終了した

日の 7年後の日

・・・不許可としたものは不許可の決議（決裁）の日の 7年後の日

..．許可（延長）後に取り消したものは取消しの決議（決裁）の日の 7年後の

日

ロ～チ （省略）

(7) （省略）

5 （省略）

第 3節徴収の所轄庁の変更処理等

第 41 局長に対する徴収の引継ぎ

（省略）

1 徴収の引継基準

次に掲げる滞納事案については、局長に対して徴収の引継ぎを行う。

(1)・(2) （省略）

(3) 次のいずれかに該当するなど、事案の処理に相当程度の事務量投下が必要なもの

として局長が徴収の引受けをすることを相当と認めたもの

イ～へ （省略）

4 滞納処分票の収蔵・保管

（同左）

(1)~(5) （同左）

(6) 滞納処分票の保存期間

（同左）

改正前

イ 納税の猶予申請書を受理し許可又は不許可としたもの

．．．許可（延長・短縮）したものは猶予期間が終了した日の 7年後の日

・・・不許可としたものは不許可の決議（決裁）の日に 7年後の日

..．許可（延長）後に取り消したものは取消しの決議（決裁）の日の 7年後の

日

ロ～チ （同左）

(7) （同左）

5 （同左）

第3節徴収の所轄庁の変更処理等

第 41 局長に対する徴収の引継ぎ

（同左）

1 徴収の引継基準

次に掲げる滞納事案については、局長に対して徴収の引継ぎを行う。

(1) • (2) （同左）

(3) 次のいずれかに該当するなど、事案の処理に相当程度の事務量投下が必要なもの

として局長が徴収の引受けをすることを相当と認めたもの

イ～へ （同左）
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改正後

ト 海外関連事案のうち、徴収共助の要請の適否等について局徴収課又は特整総括

課等と協議を行った結果、徴収の引継ぎ相当とされたもの（本編第 12章 1《海

外関連事案の管理等》及び2 《徴収の共助》参照）

(4)~(8) （省略）

2~5 （省略）

第2章催告整理

第 55 催告対象滞納事案に係る催告整理事務

（省略）

（省略）

2 催告システムの概要

催告システムは、催告センターにおいて運用する集中電話催告システムのうち催告

対象滞納事案への納付催告に係る機能を担うシステムであり、徴収システムから取得

した滞納者情報を催告システムの端末機に表示し、当該情報に基づきオペレーターが

滞納者に架電して納付催告を行う。

オペレーターは、納付催告の応答結果や聴取した納付計画等の催告事績を催告シス

テムの端末機に入力し、入力した納付計画については、徴収システムから取得する収

納等の異動情報により履行監視を行うことができる。

また、催告システムに入力した催告事績等については、下記 3(2)により、署におい

て徴収システムの「滞納整理事績」画面から確認することができる。

〔操：第4章 1〕

3 徴収システムと催告システムとの連携

(1) 徴収システムから催告システムヘの連絡

改正前

(4)~(8) （同左）

2~5 （同左）

第2章催告整理

第55 催告対象滞納事案に係る催告整理事務

（同左）

1 （同左）

2 催告システムの概要

催告システムは、催告センターにおいて運用するシステムであり、徴収システムか

ら取得した滞納者情報を催告システムの端末機に表示し、当該情報に基づきオペレー

ターが滞納者に架電して納付催告を行う。

オペレーターは、納付催告の応答結果や聴取した納付計画等の催告事績を催告シス

テムの端末機に入力し、入力した納付計画については、徴収システムから取得する収

納等の異動情報により履行監視を行うことができる。

また、催告システムに入力した催告事績等については、下記 3(2)により、署におい

て徴収システムの「滞納整理事績」画面から確認することができる。

〔操：第4章 1〕

3 徴収システムと催告システムとの連携

(1) 徴収システムから催告システムヘの連絡

-14 -



改正後

.:i. 定期事案設定

署において定期事案設定を行った場合は、あらかじめ設定された基準（「早期

着手基準金額」、「早期税目指定」及び「個別事由」（本編第 1章第 1節第 38の

1《事案区分の基準》 (1)から(3)参照））により処分対象滞納に区分されない事案

が催告対象滞納事案として催告センターの所掌となり、徴収システムから催告

システムヘ滞納者情報が連絡される。

なお、署における定期事案設定前に、徴収システムに期限内納付指導又は督

促前納付指導による滞納整理事績等を入力した場合は、その態様に応じて、催

告システムヘ督促前納付指導区分が連絡され、催告システムにおいて当該区分

に応じたコールリストが自動作成される。

また、催告センターで期限前納付指導を行った事績がある者に督促データ抽

出があり、定期事案設定により催告センターの所掌となった場合は、定期事案

設定時に連絡事案区分「電話催告対象（期限前）」が自動設定された連絡情報が

催告システムヘ連絡される。

（注） （省略）

旦猶予決識

催告センターが所掌する事案に対して、徴収システムにおいて猶予決議（納

付誓約及び納付受託を含む。以下、本章において同じ。）が最終決裁された場合

には、即時に決議情報が催告システムに連絡され、催告システムの「連絡情報

一覧表示」画面に反映されるほか、その態様に応じて、催告システムにおいて

猶予区分が自動設定される。

また、上記決議が納付の履行監視を行うこととなる猶予決議である場合には、

納付計画が最終決裁の翌稼働日に催告システムに連絡され、催告システムにお

いて当該納付計画による履行監視を行う。

（注） 1 猶予決議に係る納付計画が「延滞税シミュレート計算結果」を反映
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改正前

（新設）

署において定期事案設定を行った場合は、あらかじめ設定された基準（「早期着

手基準金額」、「早期税目指定」及び「個別事由」（本編第 1章第 1節第 38の1《事

案区分の基準》 (1)から(3)参照））により処分対象滞納に区分されない事案が催告対

象滞納事案として催告センターの所掌となり、徴収システムから催告システムへ

滞納者情報が連絡される。

なお、署における定期事案設定前に、徴収システムに期限内納付指導又は督促

前納付指導による滞納整理事績等を入力した場合は、その態様に応じて、催告シ

ステムヘ督促前納付指導区分が連絡され、催告システムにおいて当該区分に応じ

たコールリストが自動作成される。

（注） （同左）

（新設）



改正後 改正前

したものでなければ、催告システムヘ納付計画が連絡されないことに

留意する。

2 猶予申請内容の一部を許可する場合など口座税額の一部に対する納

付計画については、催告システムヘの取込み及び履行監視ができない

ことに留意する。

△ 随時連絡 （新設）

催告センターが所掌する事案に対し、徴収システムの「集中電話催告システ

ムヘの連絡」画面から、必要な情報（「連絡区分」、「連絡事由区分」、「連絡事由」）

を入カ・送信すること（以下「連絡情報機能」という。）により、即時に催告シ

ステムの「連絡情報一覧表示」画面に連絡情報が区映される。

(2) （省略） (2) （同左）

4 署における事務処理 4 署における事務処理

(1) （省略） (1) （同左）

(2) 個別事案設定 (2) 個別事案設定

催告対象滞納事案について、倒産情報を入手するなど、署の所掌事案とすべき 催告対象滞納事案について、倒産情報を入手するなど、署の所掌事案とすべき

事由が生じたときは、署統括官等は直ちに個別事案設定を行う（本編第 1章第 1 事由が生じたときは、署統括官等は直ちに個別事案設定を行う（本編第 1章第 1

節第 38の2(2)《個別事案設定》参照）。この場合、署統括官等は、催告センター 節第 38の2(2)《個別事案設定》参照）。この場合、署統括官等は、催告センター

において当該滞納者に対する催告が行われないよう、直ちに連絡情報機能により、 において当該滞納者に対する催告が行われないよう、直ちに「電話催告対象事案

個別事案設定を行った旨を催告センターに連絡する。 関係連絡せん」（様式 302000-001、以下「連絡せん」という。）により個別事案設

定を行った旨を催告センターに連絡する。

なお、署において催告対象滞納事案の滞納者から納付相談等があった場合にお なお、署において催告対象滞納事案の滞納者から納付相談等があった場合にお

いても、遅滞なく滞納者の申出の内容を連絡情報機能により催告センターに連絡 いても、遅滞なく滞納者の申出の内容を連絡せんにより催告センターに連絡する。

する。

また、署において催告対象滞納事案が他署に転出した事実を把握した場合は、 また、署において催告対象滞納事案が他署に転出した事実を把握した場合は、
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改正後

署において個別事案設定を行った上で転出処理を行う。

（注）上 催告対象滞納事案は、催告センター及び転出先署において重複して催告

することを防止する観点から、債権管理システム及び徴収システムの双方

で転出処理の制御をしている。

2 緊急を要する場合等は、連絡情報機能と併せて、電話等により催告セン

ターヘ連絡する。

〔操：第2章9・ 4〕

(3) 催告センターからの確認依頼等に対する対応

催告センターにおける電話催告等により、滞納者が申し出た納付事績と催告シ

ステムに登録された納付事績が異なる場合など、署において事実関係の確認が必

要なときは、催告センターから署に対して「電話催告対象事案関係連絡せん」（様

式 302000-001、以下「連絡せん」という。）により確認依頼が行われるので、当該

依頼を受けた署統括官等は、遅滞なく事実関係を確認の上、その結果を連絡情報

握態により催告センターヘ連絡する。

（注） （省略）

第 3章滞納塾理の総則

第 60 滞納者等に対する処分通知

1 理由附記

(1)~(3) （省略）

(4) 主な処分の理由附記に係る留意事項

処分ごとの理由附記については、別表 10を参照して行うほか、次の事項に留意

する。

イ （省略）

口 納税（換価）の猶予（期間延長）許可（申請内容の一部について許可をする場

改正前

署において個別事案設定を行った上で転出処理を行う。

（注） 催告対象滞納事案は、催告センター及び転出先署において重複して催告

（新設）

することを防止する観点から、債権管理システム及び徴収システムの双方

で転出処理の制御をしている。

〔操：第2章9・ 4〕

(3) 催告センターからの確認依頼等に対する対応

催告センターにおける電話催告等により、滞納者が申し出た納付事績と催告シ

ステムに登録された納付事績が異なる場合など、署において事実関係の確認が必

要なときは、催告センターから署に対して連絡せんにより確認依頼が行われるの

で、当該依頼を受けた署統括官等は、遅滞なく事実関係を確認の上、その結果を

連絡せんにより催告センターヘ連絡する。

（注） （同左）

第 3章滞納整理の総則

第 60 滞納者等に対する処分通知

1 理由附記

(1)~(3) （同左）

(4) 主な処分の理由附記に係る留意事項

処分ごとの理由附記については、別表 10を参照して行うほか、次の事項に留意

する。

イ （同左）

口 納税の猶予（期間延長）不許可
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改正後 改正前

-@j-ロ) 

申請内容の一部についてのみ許可をする場合益理由附記を要する。この場合に 一部許可の場合立理由附記を要する。この場合においては、「納税の猶予（期間

おいては、徴収システムの「猶予決議」画面において、「一部許可」にチェックし 延長）許可通知書」の定型文言に、「ただし、別紙『処分理由』により、猶予申請

た上で「納税（換価）の猶予（期間延長）許可通知書」を出力し、申請の一部に に係る国税のうち一部の国税については納税の猶予を許可できません。」等と補完

ついて許可できない理由を記載した「別紙『処分理由』」を当該通知書に添付する。 するとともに、王壁豆の理由を記載した「別紙『処分理由』」を「納税の猶予（期

間延長）不許可通知書」に添付する。

Iヽ （省略） Iヽ （同左）

三納税（換価）の猶予の分割納付計画変更 （新設）

納税者に不利益となる分割納付計画の変更を行う場合は理由附記を要する。こ

の場合においては、「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書」の定型文言に、

「別紙『処分理由』により、下記のとおり納付計画を変更しましたから通知しま

す。」等と補完するとともに、分割納付計画の変更の理由を記載した「別紙『処

分理由』」を当該通知書に添付する。

主滞納処分の停止取消し 三滞納処分の停止取消し

（省略） （同左）

今配当 主配当

（省略） （同左）

上繰上請求 今繰上請求

（省略） （同左）

乏繰上保全差押え及び保全差押え 上繰上保全差押え及び保全差押え

（省略） （同左）

旦第二次納税義務者に関する告知 乏第二次納税義務者に関する告知

（省略） （同左）

2 （省略） 2 （同左）
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改正後

第 5 章所在•財産調査

（省略）

第63 署内調査

署内調査は、滞納者等の所在、課税原因、滞納者等の所有財産、過去に所有してい

た財産の異動状況、取引先、取引金融機関等を把握するため、各種異動届出書、滞納

者等の納税申告書、更正・決定決議書、その他の内部資料により調査する。この場合

において、申告書等の文書の調査にとどまらず、滞納者等の課税調査を担当する賦課

部門から所在又は財産等に関する情報を入手するなど、滞納整理に有用な情報の収集

に努める。

また、必要に応じ、個人・法人関連情報システム又は課税システムの「課税情報の

照会等」画面から滞納者等に関する資料情報を取得する。

なお、国外財産等の調査に当たっては、上記の署内調査と併せて、資料調査システ

ムによる法定資料等の照会、インターネット上に公開された情報、民間情報機関の調

査報告書等を活用する（本編第 12章1(2)《国外財産等調査》参照）。

第64 質問及び検査

（省略）

1~3 （省略）

4 納税の猶予に関する質問・検査

納税の猶予の申請に係る事項について調査をするために必要があると認めるとき

は、その必要な限度で、納税者に対し、上記2《滞納者に対する質問・検査》と同様

に、質問及び検査を行うことができる（通則法第46条の 2第 11項）。

なお、職員の質問・検査に対して答弁せず若しくは偽りの陳述をした者又は検査を

改正前

第 5 章所在•財産調査

（同左）

第63 署内調査

署内調査は、滞納者等の所在、課税原因、滞納者等の所有財産、過去に所有してい

た財産の異動状況、取引先、取引金融機関等を把握するため．、各種異動届出書、滞納

者 等の納税申告書、更正・決定決議書、その他の内部資料により調査する。この場

合において、申告書等の文書の調査にとどまらず、滞納者等の課税調査を担当する賦

課部門から所在又は財産等に関する情報を入手するなど、滞納整理に有用な情報の収

集に努める。

また、必要に応じ、個人・法人関連情報システム又は課税システムの「課税情報の

照会等」画面から滞納者等に関する資料情報を取得する。

第64 質問及び検査

（同左）

1~3 （同左）

（新設）
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改正後

拒み、妨げ若しくは忌避等した者に対する罰則はないが、その猶予申請を不許可とす

ることができる＿＿（通則法第46条の 2第 10項第2号）。

改正前

第6章差押え・交付要求

第2節交付要求等

第6章差押え・交付要求

第2節交付要求等

第 70 参加差押え

1~4 （省略）

第 70 参加差押え

1~4 （同左）

5 参加差押え後の処理

(1) • (2) （省略）

(3) 参加差押えの解除請求がされた場合

徴収法第 88条第 1項において準用する徴収法第85条第 1項の規定による参加差

押えの解除の請求がされた場合は、速やかにその内容等を調査し、本節第 69の5

(4)《交付要求の解除請求がされた場合》に準じて処理する。

なお、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持が困難になると認めら

れ、かつ、滞納者が徴収法第 151条又は第 151条の 2の換価の猶予に該当すると認

められる場合（徴収の猶予に該当すると認められる場合を含む。）は参加差押えを

解除して差し支えない。

おって、請求を相当と認めないときは「参加差押解除拒否通知書」（様式

306030-029)により請求者に通知する（徴基通第 88条関係4)。この場合、 「参加

差押解除拒否通知書」には、行審法第 57条第 1項及び行訴法第46条第 1項に定め

られている事項の教示並びに行手法第8条若しくは同法第 14条に定められている

理由附記を行う（別表9及び 10参照）。

(4)~(6) （省略）

5 参加差押え後の処理

(1) • (2) （同左）

(3) 参加差押えの解除請求がされた場合

徴収法第 88条第 1項において準用する徴収法第 85条第 1項の規定による参加差

押えの解除の請求がされた場合は、速やかにその内容等を調査し、本節第 69の5

(4)《交付要求の解除請求がされた場合》に準じて処理する。

なお、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持が困難になると認めら

れ、かつ、滞納者が徴収法第 151条の換価の猶予に該当すると認められる場合（徴

収の猶予に該当すると認められる場合を含む。）は参加差押えを解除して差し支え

ない。

おって、請求を相当と認めないときは「参加差押解除拒否通知書」（様式

306030-029)により請求者に通知する（徴基通第 88条関係4)。この場合、 「参加

差押解除拒否通知書」には、行審法第 57条第 1項及び行訴法第46条第 1項に定め

られている事項の教示並びに行手法第8条若しくは同法第 14条に定められている

理由附記を行う（別表9及び 10参照）。

(4)~(6) （同左）
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改正後

6 （省略）

第3節差押え等の解除

第 71 差押え等の解除

1 （省略）

2 差押えを解除することができる場合

(1)~(3) （省略）

(4) 納税の猶予をした場合

納税の猶予を行い、滞納者から差押解除の申請があった場合において、担保の盟

と差押財産の見積価額が、猶予に係る滞納額（その滞納額が完納されるまでの延滞

税及び担保又は差押財産の処分に要する費用を含む。）を著しく超過することとな

ったとき又は差押えを継続することにより、滞納者の事業の継続又は生活の維持に

著しい支障があると認めるとき（通則法第48条第2項、通基通第48条関係2)。

なお、当該申請について差押解除の拒否をする場合は、徴収システムの「様式フ

ァイルダウンロード」画面からサーバー内の徴収共用フォルダ等に「差押解除拒否

通知決議書」（様式 307010-110)及び「差押解除拒否通知書」（様式 307010-111)

のファイルをダウンロードし、当該通知書等を作成して、所定の決裁を了した上で、

申請者に「差押解除拒否通知書」を送付する。

（注） （省略）

(5) 換価の猶予をする場合

換価の猶予をする場合において、署長等が事業の継続又は生活の維持を困難にす

るおそれがある財産の差押えを解除する必要があると認めるとき（徴収法第且L条

第2項）。

(6) （省略）

改正前

6 （同左）

第3節差押え等の解除

第71 差押え等の解除

1 （同左）

2 差押えを解除することができる場合

(1)~(3) （同左）

(4) 納税の猶予をした場合

納税の猶予を行い、滞納者から差押解除の申請があった場合において、担保の価

墾と差押財産の処分予定価額が、猶予に係る滞納額を著しく超過することとなった

とき又は差押えを継続することにより、滞納者の事業の継続又は生活の維持に著し

い支障があると認めるとき（通則法第48条第2項、通基通第48条関係2)。

なお、当該申請について差押解除の拒否をする場合は、徴収システムの「様式フ

ァイルダウンロード」画面からサーバー内の徴収共用フォルダ等に「差押解除拒否

通知決議書」（様式 307010-110)及び「差押解除拒否通知書」（様式 307010-111)

のファイルをダウンロードし、当該通知書等を作成して、所定の決裁を了した上で．、

申請者に「差押解除拒否通知書」を送付する。

（注） （同左）

(5) 換価の猶予をする場合

換価の猶予をする場合において、署長等が事業の継続又は生活の維持を困難にす

るおそれがある財産の差押えを解除する必要があると認めるとき（徴収法第且L条

第2項）。

(6) （同左）
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3~7 （省略）、

＼一

改正後

第 7章納税緩和措置

第 1節猶予

3~7 （同左）

改正前

第 7章納税緩和措置

第 1節 猶 予

国税がその納期限内に納付されない場合には、納税者の納税意識の向上や期限内に納付 国税がその納期限内に納付されない場合には、納税者（滞納者を含む。以下、本節にお

した納税者との公平性を確保する観点から、厳正に対処することが要請される。しかしな いて同じ。）の納税意識の向上や期限内に納付した納税者との公平性を確保する観点から、

＇，がら、納税者によっては、災害、疾病等により直ちに納付することができない場合や、差 厳正に対処することが要請される。しかしながら、納税者によっては、災害、疾病等によ

押財産を直ちに換価すれば、その者の事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある り直ちに納付することができない場合や、差押財産を直ちに換価すれば、その者の事業の

などの事情が存在する場合がある。

納税の猶予又は換価の猶予等の納税緩和制度は、このような事情がある納税者につい

て、法令に基づく一定の要件の下、強制的な徴収手続を緩和し、納税者の実情に即した適

塑立措置を講ずることを目的とするものである。

継続や生活の維持を困難にするおそれがあるなどの事情が存在する場合がある。

納税の猶予等の納税緩和制度は、このような事情がある納税者について、一定の要件に

該当し、かつ、強制的な徴収手続を緩和して一定期間猶予することが徴収上有利である場

合において、納税者の実情に即した胆壁盆措置を講ずることにより、納税者の事業を継続

させ、又は生活を維持させつつ、国税の弾力的な徴収を図ることを目的とするものである。

納税の猶予又は換価の猶予等の適用に当たっては、このような制度の趣旨を踏まえ、猶 納税の猶予等の適用に当たっては、このような制度の趣旨を踏まえ、猶予通達の定めに

予通達の定めによるほか、本節に定めるところにより、必要な調査等を迅速かつ的確に実 よるほか、本節に定めるところにより適切に処理する。

施し、その結果、法令等の要件に該当する場合には、確実に納税の猶予又は換価の猶予等

の処理を行う。

なお、相当な損失を受けた場合の納税の猶予及び通常の納税の猶予のうち、震災、風水

害等の災害を受けた場合の取扱いについては、昭和 53年 6月 21日付官総4-21ほか9課

共同「『災害被災者に対する租税の軽減免除、納税の猶予等に関する取扱要領』の全部改

正について」（事務運営指針）の定めによるほか、猶予通達により処理する。

おって、相互協議に係る納税の猶予の処理については、平成 13年6月25日付官協 1-39

ほか 7課共同「相互協議の手続について」（事務運営指針）に定めるところにより処理す
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改正後 改正前

る゜
〔操：第4章8• 1 • 5〕

第 72 納税の猶予 第 72 納税の猶予

（削除） 納税の猶予には、①災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予（通則法第46

条第 1項。以下「相当な損失を受けた場合の納税の猶予」という。）、②災害、病気又

は事業の休廃止等の事実がある場合の納税の猶予（同条第 2項。以下「通常の納税の

猶予」という。）、⑲納付すべき税額の確定手続等が遅延した場合の納税の猶予（同条

第3項。以下「確定手続等が遅延した場合の納税の猶予」という。）の 3種類がある。

納税の猶予の処理に当たっては、猶予通達に定めるところによるほか、次に定める

ところにより、必要な調査等を迅速かつ的確に実施し、その結果、法令等の要件に該

当する場合には、確実に猶予処理を行う。

〔操：第4章8• 1 • 4〕

なお、相当な損失を受けた場合の納税の猶予及び通常の納税の猶予のうち、震災、

,̀ 

風水害等の災害を受けた場合の取扱いについては、昭和 53年6月 21日付官総4-21

ほか 9課共同「『災害被災者に対する租税の軽減免除、納税の猶予等に関する取扱要

領』の全部改正について」（事務運営指針）の定めによるほか、猶予通達により処理

主
おって、相互協議に係る納税の猶予の処理については、平成 13年6月25日付官協

1-39ほか7課共同「相互協議の手続について」（事務運営指針）に定めるところに

より処理する。

〔操：第4章8• 1 • 5〕

1 納税の猶予申請 1 納税の猶予申請

担当は、納税者から「納税の猶予申請書」（様式 307010-005)又は「納税の猶予期 担当は、納税者から「納税の猶予申請書」（様式 307010-005)又は「納税の猶予期

間延長申請書」（様式 307010-007)（以下、杢咀においてこれらを「申請書」という。） 間延長申請書」（様式 307010-007)（以下、杢箆においてこれらを「申請書」という。）
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改正後

が提出された場合は、遅滞なく事実関係等を調査、把握した上で、適切に処理する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 4〕

なお、局特整への引継見込事案について、所轄署に対し納税の猶予の申請があった

場合には、局徴収課と協議し、事前に納税者に説明した上で、局特整に引き継いだ後

に猶予の適否を判断する。

(1) 徴収システムヘの入力等

担当は、納税者から申請書が提出された場合は、徴収システムの「猶予申請」画

面において、当該申請の内容を入力して起案し決裁を受ける。また、この入力によ

り自動付番される申請書番号を申請書の税務署整理欄に記載する。

なお、申請書は、起案時に統括官等に回付し、最終決裁を了した後、滞納処分票

等に編てつして保管する。

おって、上記のとおり申請の内容の入力等を行うことにより、徴収システムのト

ピックス「猶予申請（要処理）」 び「経過事案」によって申請の処理状況を確認

することができるので、適切に進行管理を行う。

（注）上猶予申請について最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理システ

ムに管理連絡が行われ、その猶予申請に係る国税が未督促の場合は、債

権管理システム上のその徴収決定口座に対して督促保留区分及び督促保

留期限が自動設定される。

2 決裁を受けようとする処理が各局において定める審理基準に該当する

場合は、必ず決裁ルートに審理担当を選択して起案する（以下、本節にお

ける猶予に関する処理について同じ。）。
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改正前

が提出された場合は、遅滞なく事実関係等を調査、把握した上で、適切に処理する。

(1) 徴収システムヘの入力等

担当は、納税者から申請書が提出された場合は、徴収システムの「猶予申請」

画面において、当該申請内容を入力して起案し、統括官等の決裁を受ける。また、

この入力により自動付番される申請書番号を申請書の企旦に記載する。

なお、申請書は、起案時に統括官等に回付し、最終決裁を了した後、滞納処分

票等に編てつして保管する。

（注） 猶予申請について最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理システム

に管理連絡が行われ、その猶予申請に係る国税が未督促の場合は、債権管

理システム上のその徴収決定口座に対して督促保留区分及び督促保留期限

が自動設定される。

おって、猶予申請に係る国税の口座が未督促の場合は、本編第 1章第 1節第 38

の4 《督促状発付前に納付相談を受けた場合等の処理》に定める「未督促口座取

得」処理を行った上で、申請書の入力を行う。



改正後 改正前

〔操：第3章1 • 4〕

(2) 申請に係る国税の口座が未督促の場合 (2) 猶予申請事績の管理

担当は、未督促の国税について申請書が提出され、これを受領した場合は、杢握 担当は、申請書が提出され、これを受領した場合は、申請に係る処理状況の進

第 1章第 1節第 38の4 《督促状発付前に納付相談を受けた場合等の処理》に定め 行管理のため、速やかに納税の猶予の申請事績を管理する整理簿（以下「納税の

る処理（以下、本章において「未督促口座取得」という。）を行った上で、上記(1) 猶予申請整理簿」という。）に申請事績を記載する。

の徴収システムヘの入力等を行う。

統括官等は、徴収システムのトピックス機能を活用して、申請に係る処理状況を 統括官等は、「納税の猶予申請整理簿」により、猶~申請に係る処理状況を把握

把握するとともに、適宜、担当に必要な指示を行うなど適切に事案の進行管理を行 するとともに、適宜、担当に必要な指示を行うなど適切に事案の進行管理を行う。

う。

なお、申請に係る国税について徴収決定が行われていない場合は、「未督促口座

取得」処理ができず、徴収システムに申請の内容の入力ができないため、管理運営

部門に申請書の写しを回付するなどして、徴収決定の状況を確認する。

おって、徴収決定口座が作成され次第、「未督促口座取得」処理を行った上で、

確実に徴収システムヘの入力等を行う。

〔操：第3章1・4〕

（注） 1 （省略） （注） 1 （同左）

2 申請書が編てつされた滞納処分票の保存期間は、本編第 1章第2節第 39 2 申請書は、文書管理規則に定める「国税に関する法律の規定により納税

の4(6)《滞納処分票の保存期間》工に定めるところにより、標準的な保存 者から提出された届出書、申請書、承認に関する決裁文書及びこれらに関

期間から延長される。 する重要な経緯が記録された文書」に該当するため、申請書が編てつされ

た滞納処分票は、本編第 1章第2節第 39の4(6)《滞納処分票の保存期間》

に定めるところにより、適切に保管する。

(3) 猶予申請の取下げの申出があった場合の処理 (3) 猶予申請の取下げの申出があった場合の処理

既に受理した申請書について納税者から取下げの申立てがなされた場合は、第5 既に受理した申請書について納税者から取下げの申立てがなされた場合は、第 5

編第3章第 112の2(4)《申請書等の処理に当たっての留意事項》ハに定めるところ 編第3章第 112の2(4)《申請書等の処理に当たっての留意事項》ハに定めるところ

により取下げの処理を行う。この場合においては、徴収システムの「猶予決議・猶 により取下げの処理を行う。この場合においては、徴収システムの「猶予決議・猶
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予取消決議」画面において納税の猶予（期間延長）申請の取下げ回付決議を入力し 予取消決議」画面において納税の猶予不許可決議を入力するとともに、「滞納整理

て起案し決裁を受け、決裁後に決議書の副本を管理運営部門に回付する。 事績」画面において取下げ事績を入力して起案し決裁を受ける。

（注） （削除） （注）上 猶予申請が取り下げられた場合の猶予不許可決議は、徴収システムに入

力されている猶予申請事纏を管理する上で必要な便宜的な入力であるた

め、当該不許可決議が取下げによるものであることを滞納整理事績に記録

することに留意する。

申請の取下げについて最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理シス 旦猶王申請の取下げに係る口座が未督促の口座である場合は、猶予申請が

テムに管理連絡が行われ、申請の取下げに係る口座が未督促の口座である 取り下げられた旨の連絡せんを作成して管理運営部門（局特整においては

場合は、債権管理システム上の督促保留が自動的に解除される。 債権管理担当。以下、本節において同じ2)に回付し督促保留の解除を依頼

主
凶 申請書及び添付書類の補正をする場合の処理 （新設）

1 電話等により補正を行った場合の処理

担当は、電話等により申請書及び添付書類（以下本節において「申請書等」と

いう。）の補正を行った場合は、納税者より聴取した内容を徴収システムの「滞

納整理事趙」に記録するほか、納税者から提出された申請書等の写しに聴取した

内容を記載するなどして、補正した内容を確実に記堡する。

旦補正通知書を送付する場合の処理

納税者に対し補正通知書を送付する場合においては、徴収システムの「補正通

知書作成」画面において訂正又は提出を求める書類及びその理由を入力した上で

起案し決裁を受ける。

出力された「納税の猶予（期間延長）申請書及び添付書類に関する補正通知書」

（様式 307010-005-5、同 007-2)は配達証明郵便（又はこれに準じる信書便）に

より送付し、納税者に送達された日を徴収システムの「補正通知書作成」画面の

「送達年月日」に入力する。

なお、不在等により返戻された場合は、普通郵便又は交付送達により送付する
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こととし、改めて配達証明郵便等により送付する必要はない。ただし、普通郵便

により送付した場合は、納税者に対し通常到達すべきであった時（通則法第 12

条第2項）を適切に見積もり、「送達年月日」を入力することに留意する。

△ 補正通知書に基づき補正が行われた場合の処理

適切に補正が行われた場合は、捕正を求めた項目ごとに、補正があった日を徴

収システムの「補正通知書作成」画面の「完了日」に入力する。

固みなし取下げとなった場合の処理 （新設）

納税者が補正通知書を受けた日の翌日から起算して 20日以内に申請書等の補正

をしなかった場合は、担当は遅滞なくみなし取下げの処理を行う。

みなし取下げの処理を行う場合は、徴収システムの「猶予決議・猶予取消決議」

画面において、納税の猶予（期間延長）申請のみなし取下げを入力して起案し決裁

を受ける。

決裁後、通知書を納税者に送付するとともに、決議書の副本を管理運営部門に回

付する。

（注） みなし取下げについて最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理システ

ムに管理連絡が行われ、みなし取下げに係る口座が未督促の口座である場合

は、債権管理システム上の督促保留が自動で解除される。

2 納付能力調査 2 納付能力調査

（削除） 納付能力調査は、原則として、納税査から納税の猶予申請があった場合に、猶予通

達に基づき、納税者の現在及び将来における納付能力を調査し、猶予期間中の分納

金額や猶予の適否を判定するために行う。

なお、納付能力調査の調査方法等については、猶予通達の定めの本旨を変えない範

囲で、徴収上の支障がない限りにおいて、局署の実情に応じて局長が定めた調査方
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(1) 納付能力調査表の作成

担当は、猶予通達の定めにより、必要に応じて、徴収システムの「様式ファイル

ダウンロード」画面から出力した納付能力調査表を作成する。

納付能力調査は当該調査表の調査項目に従って実施し、調査内容を当該調査表に

記載する。

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

(2) （省略）

3 猶予の決議等

(1) 猶予の許可（不許可）決議

〔操：第 1章6・1・4〕

担当は、上記2の納付能力調査旦結果等に基づき、徴収システムの「猶予決議・

猶予取消決議」画面において、納税の猶予許可（納税の猶予期間延長許可）又は納

税の猶予不許可（納税の猶予期間延長不許可）の決議内容を入力して起案する。

なお、納税の猶予申請（期間延長申請）があった国税のうち一部の国税につい

て猶予の許可決識（期間延長許可決議）を行う場合-申請がされた猶予期間（延

長期間）よりも短い期間について猶予の許可決議（期間延長の許可決議Lを行う

場合、又は猶予期間における分割納付計画について申請書と異なる納付計画（納

税者にとって有利となるものを除く。）により猶予を許可する場合は、徴収シス
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法等によることとして差し支えない

(1) 納付能力調査の実施

担当は、徴収システムの「様式ファイルダウンロード」画面から次の①及び②

から④のいずれかの帳票を出力し、猶予通達に基づき当該調査表の調査項目に従

って調査を行い、調査内容を当該調査表に記載する。

幻 「現在納付能力調査表」（様式 307010-001)

盆 「見込納付能力調査表（前年又は前期の所得を基とする調査用）」（様式

307010-002) 

盆 「見込納付能力調査表（最近の販売実績等を基とする調査用）」（様式

307010-003) 

⑲ 「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用）」（様式 307010-004)

〔操：第 1章6・ 1 ・ 4〕

(2) （同左）

3 猶予の決議等

(1) 猶予の許可（不許可）決議

担当は、上記2の納付能力調査結果等に基づき、徴収システムの「猶予決議・

猶予取消決議」画面において、納税の猶予許可（納税の猶予期間延長許可）又は

納税の猶予不許可（納税の猶予期間延長不許可）の決議内容を入力して起案する。

なお、納税の猶予申請があった国税のうち一部の国税について猶予の許可決

議を行う場合又は猶予期間の延長申請がされた延長期間の一部の期間について

期間延長の許可決議を行う場合は、徴収システムの「猶予決議・猶予取消決議」

画面に表示される国税一覧から猶予許可決議の対象となる国税を選択し、納付

計画、猶予期間等を変更した上で、決議を行う。この場合においては、出力さ



改正後

テムの「猶予決議・猶予取消決議」画面に表示される国税一覧から猶予許可決議

の対象となる国税を選択し、「一部許可」にチェックして、納付計画、猶予期間

等を変更した上で、決議を行う。

おって、納税の猶予を不許可とする場合の「納税の猶予（期間延長）不許可通

知書」又は上記の猶予申請の一部について許可する場合笠の納税者宛の通知書に

は、行審法第 57条第 1項及び行訴法第46条第 1項に定められている事項の教示並

びに行手法第8条に定められている理由附記を行う（本編第3章第 60の1(4)口《納

税の猶予（期間延長）不許可》、別表9及び 10参照）。

（注）上 「猶予決議・猶予取消決議」画面において、「延長申請見込み」にチェ

ックをすることで、猶予期間終了日の 1月前に、徴収システムのトピック

ス「猶予期間終了近接」に計上されることから、事案の進行管理のため、

全件「延長申請見込み」にチェックをして決議を行う。

旦当壁決議については、最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理シス

テムに管理連絡が行われる。

なお、猶予決議に係る国税が未督促の場合は、債権管理システム上のそ

の徴収決定口座に対して督促保留区分及び督促保留期限が自動設定され

る。

立当壁決議の最終決裁により猶予に係る国税の時効管理区分が「停止中」

に、時効完成見込年月日が「平成 88年8月8日」に更新される。

〔操：第4章8・1・4・2~6〕

(2) （省略）

（削除）
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れる「納税の猶予（期間延長）許可決議書」等に申請に係る一部を許可できない

旨を手書きで補完記入することに留意する。

おって、納税の猶予を不許可とする場合の「納税の猶予（期間延長）不許可通

知書」又は猶予申請の一部について許可する場合の「納税の猶予（期間延長）許

可通知書」には、行審法第 57条第 1項及び行訴法第46条第 1項に定められてい

る事項の教示並びに行手法第8条若しくは第 14条に定められている理由附記を

行う（本編第3章第 60の1(4)口《納税の猶予（期間延長）不許可》、別表9及び

10参照）。

（注） （新設）

上猶王決議については、最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理シス

テムに管理連絡が行われる。

なお、猶予決議に係る国税が未督促の場合は、債権管理システム上のそ

の徴収決定口座に対して督促保留区分及び督促保留期限が自動設定され

る。

旦猶圭決議の最終決裁により猶予に係る国税の時効管理区分が「停止中」に、

時効完成見込年月日が「平成 88年8月8日」に更新される。

〔操：第4章8・ 1 ・ 4 ・ 2~6〕

(2) （同左）

4 担保の徴取

納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければ
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ならない。ただし、その猶予に係る税額が 50万円以下である場合、通則法第 50条

各号に掲げる担保がない場合、担保を徴することにより事業の継続又は生活の維持

に著しい支障を与えると認められる場合等は、担保を徴さないことができる（通則

法第46条第5項、通基通第46条関係＿14)。

4 換価の猶予の検討 旦換価の猶予の検討

納税の猶予の要件に該当しない場合であっても、滞納者が納税について誠実な意思 納税の猶予の要件に該当しない場合であっても、滞納者が当該国税を一時に納付す

を有し、当該国税を一時に納付することができないと認められるときは、本節第 73 ることができないと認められるときは、本節第 73《換価の猶予》に定めるところに

《職権による換価の猶予》及び第 73-2《申請による換価の猶予》に定めるところに より換価の猶予の適用竺豆歪を検討する。

より換価の猶予の適用を検討する。

5 猶予中の処理

猶予処理を行った納税者については、猶予期間中の納付について、的確に履行監視

を行うとともに、通則法第 49条第 1項各号に掲げる事実を把握した場合には、遅滞

なく事後調査を行い、猶予の取消し又は猶予期間の短縮等について検討し、適切に処

理する。

なお、猶予を取り消す場合は、猶予通達及び本節第 78《猶予の取消し等》に定め

るところにより処理する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 4 ・ 7~8〕

第 73 職権による換価の猶予

徴収法 151条に規定する換価の猶予（以下「職権による換価の猶予」という。）

の処理に当たっては、猶予通達に定めるところによるほか、次に定めるところにより

行う。

6 猶予中の処理

猶予処理を行った納税者については、猶予期間中の納付について、的確に履行監視

を行うとともに、通則法第 49条第 1項各号に掲げる事実を把握した場合、新たに滞

納が発生した場合、資力が著しく増加したと認められる場合等には、遅滞なく事後調

査を行い、猶予の取消し又は猶予期間の短縮等について検討し、適切に処理する。

なお、猶予を取り消す場合は、猶予通達及び本節第 78《猶予の取消し等》に定め

るところにより処理する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 4 ・ 7~8〕

第 73 換価の猶予

換価の猶予は、納税について誠実な意思を有すると認められる滞納者について一定

の事由がある場合に、署長等が職権により差し押さえた財 の換価を猶予し、また、

この場合において必要と認めるときに財産を差し押さえることを猶予するものである

（徴収法第 151条）。

-30 -



改正後

1 納付能力調査

職権による換価の猶予における納付能力調査については、本節第 72の2 《納付能

力調査》に準じて行う。

2 猶予の決議等

(1) 猶予の決議

担当は、職権による換価の猶予を行う場合は、徴収システムの「猶予決議・猶

予取消決議」画面において、換価の猶予（期間延長）の決議内容を入力して起案

する。

なお、職権による換価の猶予における猶予期間の始期は、換価の猶予の決識を

起案した日とするが、当該決識の起案日より前に通則法第 55条第 1項第 1号によ

る納付受託をした場合は、当該納付受託を行った日を猶予期間の始期とする。

おって、猶予に当たり、担保の提供がある場合は、あらかじめ徴収システムに

担保情報を登録した上で、換価の猶予の決議を行うことに留意する（本節第79《担

保》参照）。

（注） 1 職権による換価の猶予に係る決議については、納税の猶予とは異なり、

未督促の場合でも督促を保留する必要がないことから、債権管理システ

ムヘの管理連絡は行われず、決議書の副本も出力されない。
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換価の猶予の処理に当たっては、猶予通達に基づき、①納税についての誠実な意思

を有すること、②納税の猶予の適用を受けていないこと、③徴収法第 151条第 1項各

号の一定の事由に該当すると認められること、 4原則として滞納国税の額に相当する

財産の差押え又は担保の提供があること等について、必要な調査を迅速かつ的確に実

施し、その結果、法令等の要件に該当する場合に行う。

1 納付能力調査

換価の猶予における納付能力調査については、本節第 72の2 《納付能力調査》に

準じて行う。

2 猶予の決議等

(1) 猶予の決議

担当は、換価の猶予を行う場合は、徴収システムの「猶予決議・猶予取消決議」

画面において、換価の猶予（期間延長）の決議内容を入力して起案する。

辱、猶予に当たり、担保の提供がある場合は、あらかじめ徴収システムに担

保情報を登録した上で、猶予決議を行うことに留意する（本節第 79《担保》参照）。

（注） 1 猶ヱ決議については、最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理シ

ステムに管理連絡が行われる。

なお、＿猶予決議に係る国税が未督促の場合は、債権管理システム上の徴



改正後

2 当筵決議の最終決裁により猶予に係る国税の時効管理区分が「停止中」

に、時効完成見込年月日が「平成 88年8月8日」に更新される。

〔操：第4章8・ 1 • 6〕

(2) 決議書等の出力及び送達等

担当は、上記(1)の決謙について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに徴

収システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処理

する。

① 「換価の猶予（期間延長）決議書」（様式 307010-064、同 074)

滞納処分票に編てつして保管する。

（削除）

盆 「換価の猶予（期間延長）通知書」（様式 307010-066、同 076)

滞納者に送達する。

なお、当該決議について、保証人又は物上保証人がある場合は、次の帳票を併

せて出力し、それぞれ次のとおり処理する。

⑲ 「換価の猶予（期間延長）通知決議書（保証人用）」（様式 307010-067、同 077)

滞納処分票に編てつして保管する。

⑩ 「換価の猶予（期間延長）通知書（保証人用）」（様式 307010-068、同 078)

保証人又は物上保証人に送達する。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕

（削除）
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収決定口座に対して督促保留区分及び督促保留期限が自動設定される。

2 猶圭決議の最終決裁により猶予に係る国税の時効管理区分が「停止中」

に、時効完成見込年月日が「平成 88年8月8日」に更新される。

〔操：第4章8・ 1 ・ 6〕

(2) 決議書等の出力及び送達等

担当は、上記(1)の決識について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに徴

収システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処理

する。

① 「換価の猶予（期間延長）決議書」（様式 307010-064、同 074)

滞納処分票に編てつして保管する。

⑫ 「換価の猶予（期間延長）決議書（副本）」（様式 307010-065、同 075)

統括官等の確認印の押印を受け、管理運営部門に回付する。

⑲ 「換価の猶予（期間延長）通知書」（様式 307010-066、同 076)

滞納者に送達する。

なお、当該猶ヱ決議について、保証人又は物上保証人がある場合は、次の帳票

を併せて出力し、それぞれ次のとおり処理する。

⑲ 「換価の猶予（期間延長）通知決議書（保証人用）」（様式 307010-067、同 077)

滞納処分票に編てつして保管する。

虚 「換価の猶予（期間延長）通知書（保証人用）」（様式 307010-068、同 078)

保証人又は物上保証人に送達する。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕

3 担保の徴取

換価の猶予をする場合の担保の徴取については、本節第 72の4《担保の徴取》に

準じて処理する。



改正後 改正前

3 猶予中の処理 4 猶予中の処理

猶予処理を行った滞納者については、猶予期間中の納付について、的確に履行監 猶予処理を行った滞納者については、猶予期間中の納付について、的確に履行監

視を行うとともに、徴収法第 152条笙立墜において準用する通則法第49条第 1項各 視を行うとともに、徴収法第 152条において準用する通則法第49条第 1項各号に掲

．号に掲げる事実を把握した場合には、遅滞なく事後調査を行い、猶予の取消し又は げる事実を把握した場合、新たに滞納が発生した場合、資力が著しく増加したと認

猶予期間の短縮等について検討し、適切に処理する。 められる場合等には、遅滞なく事後調査を行い、猶予の取消し又は猶予期間の短縮

等について検討し、適切に処理する。

なお、猶予を取り消す場合は、猶予通達及び本節第 78《猶予の取消し等》に定め なお、猶予を取り消す場合は、猶予通達及び本節第 78《猶予の取消し等》に定め

るところにより処理する。 るところにより処理する。

第73-2 申請による換価の猶予 （新設）

徴収法第 151条の 2に規定する換価の猶予（以下「申請による換価の猶予」という。）

の処理に当たっては、猶予通達に定めるところによるほか、次に定めるところにより行

う゜

1 換価の猶予申請

担当は、滞納者から「換価の猶予申請書」（様式 307010-056-6)又は「換価の猶予

期間延長申請書」（様式 307010-056-12)が提出された場合は、遅滞なく事実関係等

を調査、把握した上で、適切に処理する。

なお、申請に係る処理は、第 72の1《納税の猶予申請》に準じて行うが、申請に

係る国税が未督促であった場合は、督促状が送付されるため、その旨を滞納者に確実

に説明する。

また、申請に係る国税で、納期限の翌月末までに督促状が送付されなかったものの

うち、必要なものについては、「各課部門事務連絡せん」（管理運営事務提要（様式編）

様式管理番号 110-003)に必要事項を記載の上、早期に督促状を送付するよう管理運

営部門に依頼する。
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おって、未督促の場合は、徴収システムのトピックス機能による申請の処理状況の

確認ができないことから、当該申請に係る処理状祝の進行管理のため、速やかに申請

事績を管理する整理薄（以下「納税の猶予等申請整理簿」という。）に申請事繕を記

載する。

統括官等は、徴収システムのトピックス機能又は「納税の猶予等申請整理簿」を活

用して、申請に係る処理状況を把握するとともに、適宜、担当に必要な指示を行うな

ど適切に事案の進行管理を行う。

叫納税の猶予の申請とは異なり、換価の猶予の申請に係る国税が未督促の場

合であっても督促を保留する必要がないことから、債権管理システムヘの管 . 
理連絡は行われない。

｀ 
2 納付能力調査

申請による換価の猶予における納付能力調査については、本節第 72の2《納付能

力調査》に準じて行う。

3 猶予の決議等

山猶予の決議

担当は、申請による換価の猶予の許可又は不許可を行う場合は、本節第 72の3

(1)《猶予の許可（不許可）決議》に準じて行う。

」 申請による換価の猶予に係る決議については、納税の猶予とは異なり、
＼ 

未督促の場合でも督促を保留する必要がないことから、債権管理システム

への管理連絡は行われず、決議書の副本も出力されない。

盆決議書等の出力及び送達等

担当は、上記(1)の決議について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに徴
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収システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処理

する。

⑫ 「換価の猶予（棚間延長） （許可） （不許可）決議書」（様式 307010-056-18、

同056-23、同 056-27、同 056-32)

滞納処分票に編てつして保管する。

盈 「換価の猶予（態間延長） （許可） （不許可）通知書」（様式 307010-056-19、

同056-20、同 056-24、同 056-28、同 056-29、同 056-33)

滞納者に送達する。

なお、当該決議について、保証人又は物上保証人がある場合は、次の帳票を併

せて出力し、それぞれ次のとおり処理する。

③ 「換価の猶予（期間延長） （許可） （不許可）通知決議書（保証人用）」（様式

307010-056-21、同 056-25、同 056-30、同 056-34) ． 
滞納処分票に編てつして保管する。

企 「換価の猶予（期間延長）通知書（保証人用）」（様式 307010-056-22、同 056-26、・・ 
同056-31、056-35)

保証人又は物上保証人に送達する。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕

4 猶予中の処理

申請による換価の猶予をした滞納者については、本節第 73の3 《猶予中の処理》

に準じて処理する。

第 74 徴収の猶予 第74 徴収の猶予

（省略） （同左）

1 （省略） 1 （同左）
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2 徴収の猶予決議

(1) （省略）

（注） 1 当壁決議については、最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理システ

ムに管理連絡が行われ、その猶予に係る国税が未督促の場合は、債権管理シ

ステム上のその徴収決定口座に対して督促保留区分及び督促保留期限が自

動設定される。

2 当慈決議の最終決裁により猶予に係る国税の時効管理区分が「停止中」に、

時効完成見込年月日が「平成 88年8月8日」に更新される。

(2) （省略）

(3) 徴収の猶予期間の終了

（省略）

（注） 徴収の猶予期間終了については、最終決裁者の決裁を了しても債権管理シス

（削除）

テムに管理連絡がされないため、当該迭墜に係る国税に未督促の国税がある場

合は、「各課部門事務連絡せん」（管理運営事務提要（様式編）様式 110-003)

に必要事項を記載の上、管理運営部門に督促保留の解除の入力を依頼する。

改正前

2 徴収の猶予決議

(1) （同左）

（注） 1 猶王決議については、最終決裁者の決裁を了すると同時に債権管理システ

ムに管理連絡が行われ、その猶予に係る国税が未督促の場合は、債権管理シ

ステム上のその徴収決定口座に対して督促保留区分及び督促保留期限が自

動設定される。

2 猶王決議の最終決裁により猶予に係る国税の時効管理区分が「停止中」に、

時効完成見込年月日が「平成 88年8月8日」に更新される。

(2) （同左）

(3) 徴収の猶予期間の終了

（同左）

（注） 徴収の猶予期間終了については、最終決裁者の決裁を了しても債権管理シス

テムに管理連絡がされないため、当該猶予決議に係る国税に未督促の国税があ

る場合は、徴収システムの「様式ファイルダウンロード」画面から「督促保留

連絡せん」（様式 307010-109)を出力し、管理運営部門に督促保留の解除の入

力を依頼する。

旦担保の徴取

徴収の猶予をする場合の担保の徴取については、本節第 72の4《担保の徴取》に

準じて処理する。

第75 納付受託 第75 納付受託

納付受託については、猶予通達の定めるところによるほか、次に定めるところによ 納付受託は、納税者が通則法第 55条第 1項各号に掲げる国税を納付するため、国

り行う。 税の納付に使用することができる証券以外の証券を提供して国税の納付を委託した

場合において、その提供された証券の取立て及び納付を納税者に代わって徴収職員が
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行う手続である。

納付受託は、提供された証券が最近において確実に取り立てることができるもので

あると認められるときに限りすることができる。この場合において「最近」とは、お

おむね6か月以内をいう（通基通第 55条関係 3)。

なお、納付受託により担保の提供の必要がないと認められるときは、担保の提供が

あったものとすることができる（通則法第 55条第4項）。

1 徴収上有利と認められる場合の納付受託 （新設）

山徴収上有利と認められる場合

納税者から、滞納国税を一時に納付することが困難である旨の申出があった場合

において、分割納付を認めるときは、原則として納税の猶予又は換価の猶予（以下、

本節において「納税の猶予等」という。）を適用することとする。ただし、納税者

が納税について誠実な意思を有すると認められる場合において、次のいずれにも該

当するときは、通則法第 55条第 1項第3号の徴収上有利と認められるものとして、

納付受託による分割納付を認めることとして差し支えない。

① おおむね6月以内に完納する分割納付計画であること。

盈 納税者の事業の状況、収支や財産の状況その他の事情からみて確実な履行が見

込まれること。

⑲ 分割納付の期間中に新たな滞納の発生が見込まれないこと。

盆事前説明

上記(1)の納付受託により分割納付を認める場合は、事前に次に掲げる事項を納税

者に説明し、納税者が納税の猶予等によることを申し出た場合には納税の猶予等を

行うことを検討する。

ぬ 納税の猶予等を受ける場合との相違点（納税の猶予等の場合は申請書等の提出

が必要であること、納税の猶予等が認められた場合には延滞税の全部又は一部が

免除されること）
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② 分割納付の不履行又は たな滞納が発生した場合の、財産の差押え等の実施

2 （省略）

旦徴収システムヘの入力

(1) • (2) （省略）

凶未督促事案についての納付受託

未督促事案について納付受託による分割納付を認める場合は、本編第 1章第 1

節第 38の4《督促状発付前に納付相談を受けた場合等の処理》に掲げる処理を行

った上で、上記(1)及び(2)の処理を行う。

4 納付受託証券の管理

(1) 受託証券情報の入力

（省略）

（注） 納税の猶予笠の処理と併せて納付受託を行う場合は、徴収システムの「猶

予決議・猶予取消決議」画面の「納付計画」欄に位割納付計画と併せて納

付受託証券の記号番号を入力することとし、別途、「納付受託」の決議を行

わない。

〔操：第4章 10〕

(2) （省略）

5 納付受託中の処理

上記 1(1)による納付受託をした場合は、分割納付計画に基づく納付について的確に

履行監見を行い、分割納付の不履行又は新たな滞納が発生した場合等においては、納

付催告を行い又は状況に応じて滞納処分に 行するなど、時期を失することなく適切
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1 （同左）

2 徴収システムヘの入力

(1) • (2) （同左）

（新設）

3 納付受託証券の管理

(1) 受託証券情報の入力

（同左）

改正前

（注） 納税の猶予又は換価の猶予の処理と併せて納付受託を行う場合は、徴収

システムの「猶予決議・猶予取消決議」画面の「納付計画」欄に納付計画と

併せて納付受託証券の記号番号を入力することとし、別途、「納付受託」．の

決議を行わない。

〔操：第4章 10〕

(2) （同左）

（新設）



改正後 改正前

に対応する。

なお、滞納処分に移行する場合において、受託中の証券があるときは、納付受託を

取り消すことに留意する。

しおって、不履行となった納付額又は新たに滞納となった税額について、次回の分割

納付の期限（不履行分が最終回であった場合はおおむね 1月後）までに納付できると

認められ、かつ、納付受託を継続しても徴収上の支障がないと認められる場合には、

引き続き納付受託を継続することとして差し支えない。

第 76 納付誓約 第 76 納付誓約

上納付誓約による分割納付 （新設）

山納付誓約による分割納付が認められる場合 納付誓約は、納税についての誠実な意思が認められる納税者から短期間（おおむね

納税者から、滞納国税を一時に納付することが困難である旨の申出があった場合 3か月以内）の完納の申出があり、事業の状況、収支や財産の状況等に応じた納付計

において、分割納付を認めるときは、原則として納税の猶予等を適用することとす 画により確実な納付が見込まれる場合において、担保の提供等の手続を行うことなく

る。ただし、納税者が納税について誠実な意思を有すると認められる場合において、 分割納付を認めるものである。

次のいずれにも該当するときは、「納付誓約書」（様式307010-085)を徴取した上で

分割納付を認めることとして差し支えない。

辺 おおむね3月以内に完納する計画であること。

盈納税者の事業の状況、収支や財産の状況その他の事情からみて確実な履行が見

込まれること。

⑱ 分割納付の期間中に新たな滞納の発生が見込まれないこと。

盆事前説明
．ヽ＇ 

上記(1)の納付誓約により分割納付を認める場合は、事前に次に掲げる事項を納税

者に説明し、納税者が納税の猶予等によることを申し出た場合には納税の猶予等を

行うことを検討する。

① 納税の猶予等を受ける場合との相違点（納税の猶予等の場合は申請書等の提出
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改正後

が必要であること、納税の猶予等が認められた場合には延滞税の全部又は一部が

免除されること）

盈 分割納付の不履行又は新たな滞納が発生した場合の、財産の差押え等の実施

2 納付誓約書の徴取

納付誓約による分割納付を認める場合は、徴収職員と納税者の双方において位割納

付計画を確認するため、納税者が署名・押印した「納付誓約書」の提出を受ける。こ

の場合、提出された「納付誓約書」の写しを作成し、提出されたものと写しのいずれ

にも収受印を押印して、写しを納税者に交付する。

（削除）

（注） 1 ・ 2 （省略）

（削除）

改正前

1 納付誓約書の徴取

納付誓約による分割納付を認める場合は、原則として、徴収職員と納税者の双方に

おいて納付計画を確認するため、納税者が署名・押印した「納付誓約書」」堡式

307010-085)の提出を受ける。この場合、提出された「納付誓約書」の写しを作成し、

提出されたものと写しのいずれにも収受印を押印して、写しを納税者に交付する。

なお、「納付誓約書」の提出を受ける時は、今後納期限が到来する国税について滞

納が発生した場合 び納付の不履行や新たに滞納が発生した場合には、差押え等の滞

納処分を行うこととなる旨を説明する。

（注） 1 ・ 2 （同左）

立 「納付誓約書」の提出がない場合は、納税者に「滞納税金目録」等を交付

して担当と滞納者の双方で滞納残高を確認するなどにより、債 額を承認

させるとともに、「滞納税金目録」等国税債権の現在額が表示された書

びその写しに債務額を確認した旨の署名・押印を徴して、徴収システムの

「滞納整理事績」にその旨を記録するものとする。

3 徴収システムヘの入力等 旦徴収システムヘの入力等

(1) 納付誓約の入力 （1) 納付誓約の入力

担当は、納税者から「納付誓約書」の提出を受けた場合は、当該位塑納付計画 担当は、滞納者から「納付誓約書」の提出を受けた場合又は「納付誓約書」の

に基づき、徴収システムの「猶予決議・猶予取消決議」画面において、納付誓約 提出はないものの、分割納付等の申出を認めた場合は、当該納付計画に基づき、徴

の内容を入力して起案する。この場合筵、「猶予決議・猶予取消決議」画面の「納 収システムの「猶予決識・猶予取消決議」画面において、納付誓約の内容を入力し

付誓約書の提出」欄にチェックを入れるとともに、同画面上で自動付番される決 て起案する。この場合において、「納付誓約書」の提出がある場合は、「猶予決議・
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改正後

議書番号を「納付誓約書」の税務署整理欄に記載する。

また、提出を受けた「納付誓約書」は、起案時に統括官等に回付して決裁を了

した後、滞納処分票に編てつして保管する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 2〕

改正前

猶予取消決議」画面の「納付誓約書の提出」欄にチェックを入れるとともに、同画

面上で自動付番される決議書番号を「納付誓約書」の全旦に記載する。

また、提出を受けた「納付誓約書」は、起案時に統括官等に回付して決裁を了

した後、滞納処分票に編てつして保管する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 2〕

(2) 時効完成見込年月日等の更新 I (2) 時効完成見込年月日等の更新

「納付誓約書」の提出を愛旦と場合は、承認により時効が中断するため、上記（1) 担当は、納付誓約に当たり、「納付誓約書」の提出又は「滞納税金目録」等国税

ヒ「猶予決識・猶予取消決議」画面の「納付誓約書の提出」欄にチェックを入 債権の現在額が表示された書類に債務額を確認した旨の署名・押印を徴した場合

れて起案することで、最終決裁後に時効完成見込年月日等が且動更新される。 は、承認により時効が中断するため、徴収システムヘの納付誓約内容の入力時に、

（注） （省略）

(3) 未督促事案についての納付誓約

未督促事案について納付誓約による分割納付を認める場合は、本編第 1章第 1

節第 38の4《督促状発付前に納付相談を受けた場合等の処理》に掲げる処理を行

った上で、上記(1)及び(2)の処理を行う。

4 納付誓約中の処理

納付誓約による分割納付を認めた場合は、位劉納付計画に基づく納付について的確

に履行監視を行い、分割納付の不履行又は新たな滞納が発生した場合等においては、

納付催告を行い又は状況に応じて滞納処分に移行するなど、時機を失することなく適

切に対応する。

なお、不履行となった納付額又は新たに滞納となった税額について、次回の分割納

付の期限（不履行分が最終回であった場合はおおむね 1月後）までに納付できると認

められ、かつ、分割納付を継続しても徴収上の支障がないと認められる場合には、引
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「猶予決議・猶予取消決議」画面の「納付誓約書の提出」欄にチェックを入れ、時

効完成見込年月日等を更新丈ゑ。

（注） （同左）

(3) 仮滞納等の納付誓約

仮滞納事案又は未督促事案について納付誓約至丘立場合は、本編第 1章第 1節

第 38の4《督促状発付前に納付相談を受けた場合等の処理》に掲げる処理を行っ

た上で、上記(1)及び(2)の処理を行う。

3 納付誓約中の処理

納付誓約を行った納税者については、納付計画に基づく納付について的確に履行監

視を行い、納付不履行や新たに滞納が発生した場合等に筵、納付催告を行い又は状況

に応じて滞納処分に移行するなど、時機を失することなく適切に対応する。



改正後

き続き分割納付の履行を監視することとして差し支えない。

第 77 分割納付額の算出及びシステムによる納付履行判定

1 分割納付額の算出等

納税の猶予、換価の猶予、徴収の猶予、納付受託又は納付誓約による分割納付につ

いて、分割納付計画の検討、分割納付額の算出及び納付書の作成を行う場合は、徴収

システムの「延滞税シミュレート計算」壁態を活用する。この場合、「延滞税シミュ

レート計算」画面において入力した納付計画等は、納税の猶予の決識等の入力時に反

映することができる。

〔操：第4章8・ 1 ・ 9〕

2 納付履行判定

納付履行判定とは、徴収システムの「延滞税シミュレート計算」機能を経て「猶予

決議・猶予取消決議」画面の「納付計画」欄を入力した場合において、各納付予定日

から 14日が経過した日までにその位割納付計画に基づく納付の履行の有無を、徴収

システムにおいて自動で判定する機能である。

（注） 「延滞税シミュレート計算」機能を経ずに「猶予決議」画面において位割納

付計画を入力した場合は、徴収システムによる納付履行判定が行われず、ま

た、催告対象事案については、催告システムに分割納付計画が連絡されない

ことから、確実に「延滞税シミュレート計算」機能を活用する。

当該機能により納付不履行と判定された場合は、徴収システム上、次に掲げる機能

に納付不履行の事績が反映されるので、担当及び統括官等は、猶予中の滞納事案の進

行管理及び処理方針の検討等に活用する。

また、統括官等は、納付履行判定機能の活用と併せて、徴収システムの「進行管理

2」画面から、随時「猶予事案一覧表」（様式 204030-013)を出力するなどによりと

的確に猶予中の滞納事案の進行管理を行う。

改正前

第 77 分割納付額の算出及びシステムによる納付履行判定

1 分割納付額の算出等

猶予等の処理に当たっての納付計画の検討、分割納付額の算出及び納付書の作成に

ついては、徴収システムの「延滞税シミュレート計算」を活用する。この場合、「延

滞税シミュレート計算」画面において入力した納付計画等は、各猶予決議の入力時に

反映することができる。

〔操：第4章8・ 1 ・ 9〕

2 納付履行判定

納付履行判定とは、徴収システムの「延滞税シミュレート計算」機能を経て「猶予

決議・猶予取消決議」画面の「納付計画」欄を入力した場合において、各納付予定日

から 14日が経過した日までにその納付計画に基づく納付の履行の有無を、徴収シス

テムにおいて自動で判定する機能である。

（注） 「延滞税シミュレート計算」機能を経ずに「猶予決議」画面において納付計

画を入力した場合は、徴収システムによる納付履行判定が行われないことに

壁意する。

当該機能により納付不履行と判定された場合は、徴収システム上、次豆機能に納付

不履行の事績が反映されるので、担当及び統括官等は、猶予中の滞納事案の進行管理

及び処理方針の検討等に活用する。

また、統括官等は、納付履行判定機能の活用と併せて、徴収システムの「進行管理

2」画面から、随時「猶予事案一覧表」（様式 204030-013)を出力するなどにより的

確に猶予中の滞納事案の進行管理を行う。

-42 -



改正後

(1) トピックスによる確認

徴収システムの「トピックス」画面の「納付不履行」及び「納付不履行（内 猶

予取消確認）」には、納付予定日単位で納付不履行と判定された甕塞が一覧表示さ

れる。当画面に表示された甕塞の収納事績等益如「滞納国税情報」画面で確認する

ことができる。

〔操：第2章2・2、第3章 1・4〕

(2) 納付計画（決議）単位の確認

徴収システムの「猶予入力」画面には、納付計画（決議）単位の履行判定結果（対

象外、未判定、履行、一部履行、不履行又は終了）が表示される。

〔操：第4章8・ 1 ・ 1〕

(3) 納付予定日単位の確認

徴収システムの「猶予決議・猶予取消決議」画面の「納付計画」欄には、納付予

定日単位の履行判定結果（未判定（空欄）、履行 (0)又は不履行 (X)）が表示さ

れる。

〔操：第4章8・ 1〕

（注） 徴収システム上で自動判定した履行判定結果は、債権管理システムにお

ける収納登記の壁囲により誤差が生じることから、統括官等は、徴収シス

テムの「滞納国税情報」画面において位塑納付計画に係る収納事績を確認

し、「猶予決議・猶予取消決議」画面において判定結果を適宜訂正する。

〔操：第3章 1・ 4〕

第 78 猶予の取消し等

1 納税の猶予等の取消し登

（削除）

納税の猶予等の取消し、猶予期間の短縮又は分割納付計画の変更（以下この項にお

改正前

(1) トピックス（納付不履行）

徴収システムの「トピックス」画面の「予定一覧（納付不履行）」には、納付予

定日単位で納付不履行と判定された滞納事案が一覧表示される。当画面に表示され

た滞納事案の収納事績等至「滞納国税情報」画面で確認する。

〔操：第2章2・2、第3章 1・4〕

(2) 猶予の入力

徴収システムの「猶予入力」画面には、納付計画（決議）単位の履行判定結果（対

象外、未判定、履行、一部履行、不履行又は終了）が表示される。

〔操：第4章8・ 1 ・ 1〕

(3) 猶予決議

徴収システムの「猶予決議・猶予取消決識」画面の「納付計画」欄には、納付予

定日単位の履行判定結果（未判定（空欄）、履行 (0)又は不履行 (X)）が表示さ

れる。

〔操：第4章8・ 1〕

（注） 徴収システム上で自動判定した履行判定結果は、債権管理システムにお

ける収納登記の堕機により誤差が生じることから、担当は、徴収システム

の「滞納国税情報」画面において納付計画に係る収納事績を確認し、「猶予

決議・猶予取消決議」画面において判定結果を適宜訂正する。

第 78 猶予の取消し等

1 納税の猶予又は換価の猶予の取消し

山取消等事由

〔操：第3章 1・4〕

納税の猶予又は換価の猶予を受けた納税者が次に掲げる事由のいずれかに該当
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改正後 改正前

いて「猶予の取消し等」という。）の処理に当たっては、猶予通達の定めるところに する場合は、その猶予を取り消し又は猶予期間を短縮することができる（通則法

よるほか、次に定めるところにより行う。 第49条第 1項、徴収法第 152条）。

.1.. 繰上請求事由（通則法第 38条第 1項各号）があり、かつ、猶予期間内に完納

することができないと認められるとき

旦分割した金額（通則法第46条第4項）ごとに猶予期間を定めた場合で、その

定められた猶予期間内にその金額を納付しないとき

△ 署長等の増担保、保証人の変更等（通則法第 51条第 1項）の命令に応じない

ユ
三 上記イからハに掲げる場合を除き、その者の財産の状況等の変化により猶予

を継続することが適当でないと認められるとき

山弁明の聴取 図弁明の聴取

納税の猶予の取消し又は納税の猶予期間の短縮をするときは、繰上請求事由が

あるときを除き、あらかじめ猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。た

だし、猶予を受けた者が正当の理由がなく弁明しないときは、弁明を聴取するこ

となく納税の猶予を取り消し又は猶予期間の短縮をすることができる（通則法第

49条第2項）。

担当は、納税の猶予の取消し又は猶予期間の短縮をする場合において、弁明の 担当は、弁明の聴取をする皇金は、徴収システムの「滞納整理関係書式出力」

聴取をする上皇は、徴収システムの「滞納整理関係書式出力」画面から「納税の 画面から「納税の猶予の取消し（期間短縮）に対する弁明を求めるためのお知ら

猶予の取消し（期間短縮）に対する弁明を求めるためのお知らせ」（様式 せ」（様式 307010-062)を出力して猶予を受けた者に送付することにより行う。

307010-062)を出力して猶予を受けた者に送付することにより行う。

なお、弁明を聴取する方法は、口頭又は書面のいずれによってもよいが、口頭 なお、弁明を聴取する方法は、口頭又は書面のいずれによってもよいが、口頭

による場合は、その事績を徴収システムの「滞納整理事績」に入力し、明確に記 による場合は、その事績を徴収システムの「滞納整理事績」に入力し、明確に記

録する。 録する。

（注） 換価の猶予の取消し又は猶予期間の短縮をする場合は、弁明を聴取する必 （注） 換価の猶予の取消し又は態値旦猶予期間の短縮をする場合は、弁明を聴取

要はないが、取消しの原因となる事由が生じた理由など納税者の実情を十分 する必要はないが、取消しの原因となる事由が生じた理由など納税者の実情
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に把握した上で行うことに留意する。

盆猶予の取消し等の決議等

イ 猶予の取消し等の決議

担当は、猶予の取消し等をする場合は、徴収システムの「猶予決議・猶予取

消決議」画面において、猶予の取消し等の対象となる猶予決議書番号等の所要

事項を選択又は入力して起案する。

なお、猶予の取消し等（分割納付計画の変更は、納税者に不利益となる変

更をする場合に限る。）をする場合の納税者宛の通知書には、行審法第 57条

第 1項及び行訴法第 46条第 1項に定められている事項の教示並びに行手法第

8条若しくは同法第 14条に定められている理由附記を行う（本編第3章第 60

の1(4)ハ《納税（換価）の猶予取消し・納税（換価）の猶予期間短縮・納税（換

価）の猶予の納付計画変更》、別表9及び 10参照）。

〔操：第4章8・ 1・4〕

（注） 納税の猶予の取消決議及び期間短縮決議については、最終決裁者の決

裁を了すると同時に債権管理システムに管理連絡が行われる。

なお、納税の猶予の決議に係る国税が未督促の場合は、債権管理シス

テム上の徴収決定口座に対して督促保留期限の変更又は督促保留の解除

が自動的に行われる。

口 決議書等の出力及び送達等

担当は、上記イの決議について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに

徴収システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり

処理する。

① 「納税（換価）の猶予取消（期間短縮）決議書」

「納税（換価）の猶予の納付計画変更決議書」（様式 307010-031、同 052、同
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を十分に把握した上で行うことに留意する。

固猶予の取消し等の決議等

イ 猶予の取消し等の決議

担当は、納税の猶予又は換価の猶予の取消し若しくは猶予期間の短縮をする

場合は、徴収システムの「猶予決議・猶予取消決議」画面において、取消し又

は猶予期間短縮の対象となる猶予決議書番号等の所要事項を選択又は入力して

起案する。

なお、猶予の取消し又は猶予期間を短縮する場合の「納税（換価）の猶予

取消（又は期間短縮）通知書」には、行審法第 57条第 1項及び行訴法第46条

第 1項に定められている事項の教示並びに行手法第8条若しくは同法第 14条

に定められている理由附記を行う（本編第3章第 60の1(4)ハ《納税（換価）の

猶予取消し・納税（換価）の猶予期間短縮》、別表9及び 10参照）。

〔操：第4章8・ 1 ・ 4〕

（注） 猶予の取消決議及び期間短縮決議については、最終決裁者の決裁を了

すると同時に債権管理システムに管理連絡が行われる。

なお、猶予決議に係る国税が未督促の場合は、債権管理システム上の

徴収決定口座に対して督促保留期限の変更又は督促保留の解除が自動的

に行われる。

口 決議書等の出力及び送達等

担当は、上記イの決議について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに

徴収システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり

処理する。

① 「納税（換価）の猶予取消（又は期間短縮）決識書」（様式 307010-031、同

052、同 069)



改正後

056-1、同 069)

滞納処分票に編てつして保管する。

② 「納税（換価）の猶予取消（期間短縮）決議書（副本）」

「納税（換価）の猶予の納付計画亦更決議書（副本）」（様式 307010-032、同

053、同 056-2、同 070)

統括官等の確認印の押印を受け、管理運営部門に回付する。なお、換価の猶

予の場合は、副本は出力されない。

また、納税の猶予の納付計画変更決議の場合は、副本は出力されるものの、

管理運営部門に回付する必要はない

③ 「納税（換価）の猶予取消（期間短縮）通知書」

「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書」（様式 307010-033、同 054、回

056-3、同 071)

納税者に送達する。

なお、猶予の取消し等をする決議について、保証人又は物上保証人がある場

合は、次の帳票を併せて出力し、それぞれ次のとおり処理する。

④ 「納税（換価）の猶予取消（期間短縮）通知決議書（保証人用）」

「納税（換価）の猶予の納付計画変更決議書（保証人用）」（様式 307010-034、

同055、同 056-4、同 072)

滞納処分票に編てつして保管する。

⑤ 「納税（換価）の猶予取消（期間短縮）通知書（保証人用）」

「納税（換価）の猶予の納付計画変更決識書（保証人用）」（様式 307010-035、

同056、同 056-5、同 073)

保証人又は物上保証人に送達する。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕
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滞納処分票に編てつして保管する。

② 「納税（換価）の猶予取消（区益期間短縮）決議書（副本）」（様式 307010-032、

同053、同 070)

統括官等の確認印の押印を受け、管理運営部門に回付する。

③ 「納税（換価）の猶予取消（ユ且期間短縮）通知書」（様式 307010-033、同

054、同 071)

納税者に送達する。

なお、取消し又は猶予期間の短縮をする猶ヱ決議について、保証人又は物上

保証人がある場合は、次の帳票を併せて出力し、それぞれ次のとおり処理する。

④ 「納税（換価）の猶予取消（区筵期間短縮）通知決議書（保証人用）」（様式

307010-034、同 055、同 072)

滞納処分票に編てつして保管する。

⑤ 「納税（換価）の猶予取消（区且期間短縮）通知書（保証人用）」（様式 307010-035、

同056、同 073)

保証人又は物上保証人に送達する。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕



改正後

2 徴収の猶予の取消し

(1) （省略）

(2) 弁明の聴取

徴収の猶予を取り消すときは、上記 1山に準じて処理する。

なお、弁明を聴取するための書式については、徴収システムの「滞納整理関係

書式出力」画面から「納税の猶予の取消し（期間短縮）に対する弁明を求めるた

めのお知らせ」（様式 307010-062)を出力し、「納税の猶予」を「徴収の猶予」に

訂正し、「期間短縮」を抹消して使用するものとする。

（注） （省略）

(3) （省略）

（注） 納税者に送達する「徴収の猶予取消通知書」には、行審法第 57条第 1

項及び行訴法第 46条第 1項の教示並びに行手法第 14条の理由附記は要

しない。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕

3 取消し等後の滞納処分

猶予を取り消し又は猶予期間が終了した場合において、滞納（未納）国税があると

きは、直ちに滞納処分に着手するものとするが、未督促のものについては、督促状の

発付等通常の手続を経る必要があることに留意する。

また、猶予を取り消し又は猶予期間が終了した国税につき提供された担保がある場

合は、本節第 80《担保の処分》に定めるところにより適切に処理する。

改正前

2 徴収の猶予の取消し

(1) （同左）

(2) 弁明の聴取

徴収の猶予を取り消すときは、上記 1図に準じて処理する。

なお、弁明を聴取するための書式については、徴収システムの「滞納整理関係

書式出力」画面から「納税の猶予の取消し（期間短縮）に対する弁明を求めるた

めのお知らせ」（様式 307010-062)を出力し、「納税の猶予」を「徴収の猶予」に

訂正し、「期間短縮」を抹消して使用するものとする。

（注） （同左）

(3) （同左）

（注） 納税者に送達する「徴収の猶予取消通知書」には、行審法第 57条第 1

項及び行訴法第46条第 1項の教示並びに行手法第8条若しくは同法第 14

条の理由附記は要しない。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕

3 取消し等後の滞納処分

猶予を取消し又は猶予期間が終了した場合において、滞納（未納）国税があるとき

は、直ちに滞納処分に着手するものとするが、未督促のものについては、督促状の発

付等通常の手続を経る必要があることに留意する。

なお、取り消した猶予又は猶予期間が終了した国税につき提供された担保がある場

合は、本節第 80《担保の処分》に定めるところにより適切に処理する。

第 79 担保 第 79 担保
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署長等は、納税の猶予、換価の猶予又は徴収の猶予をする場合には、原則として、猶

予に係る国税の額に相当する通則法第50条に定める担保を徴取しなければならない（別



改正後 改正前

表 12及び 13参照）。

担保の徴取に当たっては、猶予通達の定めによるほか、本項に定めるところにより適 担保の徴取に当たっては、猶予通達の定めによるほか、本項に定めるところにより適

切に行う。 切に行う。

1 担保の提供及び徴取手続 1 担保の提供及び徴取手続

担保の提供及び徴取は、納税者から下記(1)イに掲げる書類を提出させるとともに、

下記(2)から(4)に掲げる担保の種類に応じ、それぞれに定める手続により行う。この場

合において、担保が第＝者の所有財産等である場合は、下記(1)口により物上保証人等

への確認を行うことに留意する。

(1) 共通事項 (1) 共通事項

担保の提供及び徴取は、猶予通達の定めによるほか、下記(2)から(4)に掲げる担保 工提出書類

の種類に応じ、それぞれに定める手続により行う（別表 12及び 13参照）。 g) 「担保提供書」（様式307010-086)

なお、納税者及び保証人、物上保証人等の第＝者から確認した内容については、 但） 第三者の所有財産を担保とする場合の提出書類

徴収システムの滞納整理事繕に的確に記録するとともに、確認書面及び照会回答等 辺担保を提供することについての担保財産の所有者（第＝者）の承諾書

を滞納処分票に編てつして保管する。 盆担保財産の所有者の「印鑑証明書」

おって、担保として提供された財産に係る抵当権の変更の登記を嘱託する場合に 皿法人の所有財産を担保とする場合の提出書類

おいて、不登法第 66条《権利の変更登記》の規定により、納税者から登記上の利 盈法人の代表者の資格を証する書面（商業登記簿謄本等）

害関係を有する第＝者の承諾書の提出を受けたときは、その第＝者に対し、猶予通 ⑫ 法人の代表者の「印鑑証明書」

達42(4)《箆＝者の所有財産又は保証人の保証を担保として徴する場合の取扱い》に 旦制限行為能力者（民法第 20条第 1項）の所有財産を担保とする場合の提出書

準じて承諾の意思を確認する。 甕

R 制限行為能力者の法定代理人（特別代理人）又は保佐人若しくは補助人

の資格を証する書面（戸籍謄本、保佐ム等の登記事項証明書等）

⑫ 法定代理人又は保佐人若しくは補助人の「印鑑証明書」

⑲ 保佐人又は補助人が担保の設定に同意した旨が記載された書面

（注） ②の法定代理人は、その代理行為が民法第 826条《親権者と子の利
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益相反行為》の規定に該当する場合は、特別代理人となる。

位担保が法人による保証（物上保証人を含む。）で、会社法第 356条《競業及び

利益相反取引の制限》、同法第 365条《競業及び取締役会設置会社との取引等

の制限》又は同法第 595条《利益相反取引の制限》の規定に該当する場合の提
（ 

旦豊壁

その保証につき株主総会の承認、取締役会の承認又は社員の過半数の承認を

受けたことを証する書面

旦物上保証人等への確認

担当は、提供を受けた担保が第＝者の所有財産又は保証人の保証であるとき

は、じ後に争訟が生ずることのないよう、その第＝者又は保証人（以下「物上

保証人等」という。）が担保を提供する意思が明らかに認められる場合を除き、

物上保証人等に対して、臨場等による面接又は文書照会等の方法により、次に

掲げる事項を確認する。この場合において、面接により確認するときは、なる

べく確認した事項を記載した書面を作成し、物上保証人等の署名押印を求める

ものとする。

なお、担保として提供された財産に係る根抵当権変更の登記を嘱託する場合

において、不登法第 66条《権利の変更登記》の規定により、納税者からその権

利を有する第＝者の承諾書の提出を受けたときも、その第＝者に対し、これに

準じて確認する。

おって、既に物上保証人等の財産又は保証を国税の担保として徴しているも

ののうち、この確認を行う必要があると認められるものについても同様とする。

山物上保証人等が、納税者の国税（附帯税を含む。）の担保として、財産の提

供又は保証をすることにつき、納税者に対して承諾を与えていること。

‘̀ 但） 納税者から提出された担保提供書、抵当権設定登記承諾書、納税保証書、委

任状又は供託書正本等の書類が真正に成立したものであること及びこれらの
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書類のうち、物上保証人等が作成すべき又は市町村等から交付を受けるべき

書類を納税者が作成し又は市町村等から交付を受けたものであるときは、物

上保証人等が納税者にその作成等を委任していること。

旦 上記(a)に掲げる書類が納税者以外の者から提出されたときは、納税者が提

出した者にその書類の提出を委任していること及びこれらの書類が真正に成

立したものであること。

（注） 担当は、上記の事項を確認したときは、徴収システムの滞納整理事趙に

記録するとともに、確認書面及び照会回答等を滞納処分票に編てつして保

管する。

(2) 国債、地方債、社債及びその他の有価証券 (2) 国債、地方債、社債及びその他の有価証券

国債、地方債、社債及びその他の有価証券が担保として提供された場合の入力等 国債、地方債、社債及びその他の有価証券の担保提供手続は次による。

旦王錆は次による。

（削除） 4 書類の提出等

納税者に、次に掲げる担保の種類に応じてそれぞれの手続をさせる。

なお、下記（イ）から(I¥）に掲げる財産に係る提出書類は、「担保提供書」に添付し

て提出させる。

“) 国債、地方債及び署長等が確実と認める社債その他の有価証券

国債、地方債、社信及びその他の有価証券を供託させ、その「供託書正本」

を提出させる。

（注） 供託手続等については、管理運営事務提要（事務手続編）第4

編第5章第9節第 3款第6の2《共通事項の調査》を参照のこと。

但） 登録国債

日本銀行から交付を受けた「登録国債担保権登録済通知書」を提出させる。

皿登録地方債及び登録社債
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改正前

登録機関から交付を受けた「担保権登録内容証明書」を提出させる。

旦振替株式等

滞納者が担保提供する場合は、滞納者に「担保提供書」を提出させた上で、

署長等名義の口座を管理する 証券会社等の金融機関（以下、本項（第 79の

往項）において「指定金融機関」という。）に滞納者名義の口座を開設させ、

担保提供する株式を開設した口座（保有欄）に振り替えた後、更に署長等名

義の口座（質権欄）に振り替えさせる。

滞納者以外の物上保証人が担保提供する場合は、滞納者に「担保提供書」

を提出させた上で、指定金融機関に滞納者及び物上保証人名義の口座を開設

させ、担保提供する株式を物上保証人名義で開設した口座（保有欄）を経由

（振り替え）して滞納者名義で開設した口座（質権欄）に振り替えた後、更

に署長等名義の口座（質権欄）に振り替えさせる。

（注） 1 署長等名義の口座（質権欄）への振替手続を了すると、指定金

融機関から「担保振替に関する受入（差入）完了通知」が送付さ

れるため、担当は、当該通知と「担保提供書」の記載内容を照合

して、振替株式が担保として提供されたことを確認する。この場

合において、当該通知は、担保提供関係書類として取り扱う。

2 振替株式が担保提供されている間は、指定金融機関から「残高報

告書」が毎月送付されるため、担当は、その内容を確認して担保提

供関係書類（通知書）とともに保管する。

（削除） 旦徴収システムヘの入力等

1 担保情報の入力 “) 担保情報の入力

担当は、徴収システムの「各種財産入力」画面において、担保財産の情報を入 担当は、徴収システムの「各種財産入力」画面において、担保財産の情

力する（本編第5章第 66の1《財産の基本情報等の入力》参照）。 報を入力する（本編第5章第 66の1《財産の基本情報等の入力》参照）。

〔操：第4章3・ 5〕 〔操：第4章3• 5〕
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（注） 担保財産の所有者が納税者以外の者である場合は、「財産関係者」画面（本

編第5章第 66の2《財産関係者の入力》参照）において、その所有者を「物

上保証人」として登録することに留意する。

〔操：第4章3・ 6〕

ロ起案

担当は、徴収システムの「担保登録」画面の財産一覧から対象となる財産の「財

産入力（担保）」画面を表示させ、同画面の「担保提供日」欄に「担保提供書」

の受領年月日を入力し、起案する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 8 ・ 1〕

（注） 担保提供日を入力することにより、徴収システムの「猶予決議・猶予取

消決議」画面で当該財産を担保として選択できるようになる。

なお、差押財産を担保として登録する場合は、上記工及び旦の処理は不

要であり、担保提供日のみを入力する。

ハ 担当は、上記旦の起案と併せて、徴収システムの「担保照会」画面から「担保

物整理一覧表」を出力し、「担保提供書」を編てつした滞納処分票及び担保提供関

係書類とともに統括官等に回付する。

統括官等は、担当から回付された「担保物整理一覧表」、滞納処分票に編てつさ

れた「担保提供書」及び担保提供関係書類の内容を確認し、所要の整理を行った

上で、担保提供関係書類を施錠式金庫に保管する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 8 ・ 3〕

(3) 不動産等

土地、建物等通則法第 50条第3号から第 5号に掲げる財産（以下本項において「不

動産等」という。）が担保として提供された場合の入力等の手続は次による。

（削除）
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（注） 担堡惣所有者が納税者以外の者である場合は、「財産関係者」画面

（本編第5章第 66の2《財産関係者の入力》参照）において、その

所有者を「物上保証人」として登録することに留意する。

〔操：第4章3・ 6〕

但） 起案

担当は、徴収システムの「担保登録」画面の財産一覧から対象となる財

産の「財産入力（担保）」画面を表示させ、同画面の「担保提供日」欄に「担

保提供書」の受領年月日を入力し、起案する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 8 ・ 1〕

（注） 担保提供日を入力することにより、徴収システムの「猶予決議・

猶予取消決議」画面で当該財産を担保として選択できるようになる。

なお、差押財産を担保として登録する場合は、上記“粒及び但汐）処

理は不要であり、担保提供日のみを入力する。

皿担当は、上記mの起案と併せて、徴収システムの「担保照会」画面から「担

保物整理一覧表」を出力し、「担保提供書」を編てつした滞納処分票及び担

保提供関係書類とともに統括官等に回付する。

統括官等は、担当から回付された「担保物整理一覧表」、滞納処分票に編

てつされた「担保提供書」及び担保提供関係書類の内容を確認し、所要の

整理を行った上で、担保提供関係書類を施錠式金庫に保管する。

〔操：第4章8・ 1 ・ 8 ・ 3〕

(3) 不動産等

土地、建物等通則法第 50条第3号から第5号に掲げる財産の担保提供手続は次

による。

工書類の提出等

納税者に、「担保提供書」、担保財産のF有者の「抵当権設定登記承諾書」及



.:i （省略）

口 抵当権の設定

（削除）

（イ）～（／＼） （省略）

(4) 保証人の保証

改正後

保証人の保証が担保として提供された場合の入力等の手続は次による。

（削除）

（削除）

.i. （省略）

ロ （省略）

ハ （省略）

2 担保の管理等

(1) • (2) （省略）
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び「印鑑証明書」を提出させる。

ロ （同左）

ハ抵当権の設定

不動産等が担保として提供された場合は、その財産が、土地、建物であるとき

は不登法及び不登規則に定めるところにより、立木、船舶、航空機等であるとき

は、それぞれの関係法令（立木法、船舶登記令、航空機抵当法、工場抵当法等）

に定めるところにより、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託する（通

則令第 16条第3項）。

（イ）～（/¥) （同左）

(4) 保証人の保証

保証人の保証の担保提供手続は次による。

工書類の提出等

納税者に、次に掲げる書類を「担保提供書」に添付して提出させる。

⑫ 保証人が署名、押印した「納税保証書」（様式 307010-105)

盈保証人の「印鑑証明書」

⑱保証人が法人の場合は、代表者の資格を証する書面（商業登記簿謄本等）

及び代表者の「印鑑証明書」

」 「納税保証書」には、所定の金額の印紙税が課されることに留意する。

口 徴収システムヘの入力

“) （同左）

但 （同左）

皿 （同左）

2 担保の管理等

(1) • (2) （同左）



改正後 改正前

(3) 担保の変更等 (3) 担保の変更等

担当は、下記イ又は口により担保を提供した者からの増担保の提供又は保証人の 担当は、下記イ又は口により担保を提供した者からの増担保の提供又は保証人の

変更等があった場合は、下記 3により徴収システムに担保の変更等を入力する。 変更等があった場合は、下記 3により徴収システムに担保の変更等を入力する。

なお、担保の変更等の命令をする場合は、徴収システムの「様式ファイルダウ

ンロード」画面から、「担保変更（増担保）要求通知書」（様式 307010-112)の様

式をダウンロ上ドして作成し、統括官等の決裁を受けた後、担保を提供した者に

通知する。

（削除） 工増担保の提供

署長等は、担保財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国

税の納付を担保することができないと認めるときは、担保を提供した者に対して

増担保の想供、保証人の変更等を命ずることができる（通則法第 51条第 1項）。

（注） 1 通則法第 51条第 1項の「その他の理由」とは、担保財産について所有

権の帰属に関する訴えが提起されるなど担保の提供の効力に影響がある

と認められるとき、担保財産に附されている保険契約が失効したとき等

をいう（通基通第 51条関係 1)。

2 署長等の増担保の提供等の求めに納税者が応じない場合は、納税の猶

予、換価の猶予又は徴収の猶予の取消事由となることに留意する。

旦担保の変更

担保を提供した者は、署長等の承認を受けて、その担保を変更することがで

きる（通則法第 51条第2項）。

担保を提供した者から担保の変更の申立てがあった場合において、変更する

ことについて徴収上弊害がないと認めるときは、その申立てを承認するものと

する。

3 担保の解除 3 担保の解除
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猶予に係る国税の完納等によりその全額が消滅した場合や担保の変更等、担保解除

の要件に該当することとなったときは、猶予通達の定めるところによるほか、次によ

り確実に担保を解除する。

(1) 徴収システムヘの入力等

担当は、徴収システムの「担保解除決議」画面において担保解除の所要事項を

入力して起案する。

（注） 担保財産が担保提供を受けた署（局）以外の行政機関等又は執行機関

等において公売又は競売された場合は、徴収システムにおいて便宜的に

担保解除決議の入力を行う必要があることに留意する。

〔操：第4章8• 1 • 8 ・ 2〕

担当は、上記の起案について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに徴収

システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処理す

る。

① 「担保解除決議書」（様式307010-093)

滞納処分票に編てつして保管する。

② 「担保解除通知書」（様式 307010-094)

担保を提供した者に送達する。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕

（削除）
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猶予に係る国税の完納等によりその全額が消滅した場合や担保の変更等、担保解除

の要件に該当することとなったときは、猶予通達の定めるところによるほか、次によ

り確実に担保を解除する。

(1) 徴収システムヘの入力等

担当は、徴収システムの「担保解除決議」画面において担保解除の所要事項を

入力して起案する。

（注） 担保物が担保提供を受けた署（局）以外の行政機関等又は執行機関等

において公売又は競売された場合は、徴収システムにおいて便宜的に担

保解除決議の入力を行う必要があることに留意する。

〔操：第4章8・ 1 • 8 ・ 2〕

担当は、上記の起案について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに徴収

システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処理す

る。

① 「担保解除決議書」（様式 307010-093)

滞納処分票に編てつして保管する。

② 「担保解除通知書」（様式 307010-094)

担保を提供した者に送達する。

〔操：第 1章6・ 1 ・ 1〕

盆担保の返還等

担当は、上記(1)の処理と併せて、次に掲げる担保の種類に応じ、速やかにそれぞれ

に掲げる処理を行う。

工 国債、地方債、社債及びその他有価証券

“) 国債、地方債及び署長等が確実と認める社債その他の有価二券の場合

「供託原因消滅証明書」（管理運営事務提要（様式編）様式管理番号

459-252)を作成し、施錠式金庫に保管している「供託書正本」とともに、



改正後 改正前

滞納者に返還する。

但） 登録国債、登録地方債及び登録社債の場合

「担保原因消滅証明書（国債用）」（管理運営事務提要（様式編）様式管

理番号459-254)を作成し、施錠式金庫に保管している「登録国債担保権登

録済通知書」又は「担保権登録済証」とともに、滞納者に返還する。

皿振替株式等の場合

指定金融機関所定の指図書に所要事項を記載して、指定金融機関に送付

することにより、振替株式を署長等名義の口座（質権欄）から滞納者名義

の口座（保有欄）に振り替えることにより返還する。

なお、物上保証人が担保提供している場合は、振替株式を署長等名義の

口座（質権欄）から滞納者名義の口座（質権欄）に振り替える。

（注） 1 指図書は、書留郵便により送付する。

2 滞納者名義の口座への振替手続を了すると、指定金融機関から「担

保振替に関する払医（返戻）完了通知」が送付されるため、担当は、

記載内容を確認し、「担保物整理一覧表」に返還事績を記載した上で、

当該通知を滞納処分票に編てつして保管する。当該通知は、担保関

係書類受領証に代えることができる。

旦不動産等

担当は、「抵当権抹消登記嘱託書」（様式 307010-103)及び「登記原因証明書」

を作成し、署長等において抵当権設定の登記等の抹消登記を関係機関に嘱託す

る゜
なお、保険金請求権に対して質権を設定している場合には、「担保原因消滅証

明書」を作成し、保管中の保険証券等とともに、滞納者に返還する。

また、関係機関から「登記完了証」の返送を受けた場合には、その「登記完

了証」を滞納処分票に編てつして保管する。
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（注） 担保を解除する旨の通知は、抵当権設定の登記等の抹消登記がされた

ことを確認した後に行うことに留意する。

△ 保証人の保証

施錠式金庫に保管中している「納税保証書」を滞納者に返還する。この場合

においては、「納税保証書」を書留郵便により返送するものとする。

（注） 1 担保の返還に当たっては、返還する相手方が返還を受けるべき正当な者

であることを確実に確認する。

呈返還と引き換えに、返還を受けた者に適宜補正した「担保関係書類受領

証」（管理運営事務提要（様式編）様式管理番号 459-256)を記載、署名

押印させ、これを徴して滞納処分票に編てつして保管する。

返還する書類は、「納税保証書」を除き、原則として、返還する相手方

に直接交付するものとするが、やむを得ない事情があり直接交付すること

ができない場合は、相手方に連絡した上で配達証明郵便により返還する。

この場合においては、その旨を「担保物整理一覧表」に記載するとともに、

「郵便物受領確認証」を「担保関係書類受領証」に代えて滞納処分票に編

てつする。

3 担保を返還したときは、「担保物整理一覧表」にその旨を記載する。

盆 （省略） 固 （同左）

第2節滞納処分の停止 第2節滞納処分の停止

第 82 停止要件の判定の留意事項 第 82 停止要件の判定の留意事項

（省略） （同左）

1 （省略） 1 （同左）

／ 

2 1号該当事実の有無を判断する場合の留意事項 2 1号該当事実の有無を判断する場合の留意事項
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（省略）

(1)~(3) （省略）

(4) 事業を継続している滞納者の取扱い

（省略）

イ・ロ （省略）

ハ 見込納付能力調査により算出した各月の納付可能資金額により毎月分割納付

を継続した場合において、完納に至るまで 10年程度の長期間を要すること。

なお、この場合の見込納付能力調査は、猶予通達に定める見込納付能力調査に

準じて行うこと（以下、本節における「見込納付能力調査」について同じ。）。

ニ・ホ （同左）

3 • 4 （省略）

1 （省略）

2 免除の期間及び金額

(1) 免除期間

第 3節延滞税の免除

延滞税の免除期間は下表のとおりである

免除区分 1 免除期間

納 通則法第46条第 1項（災
税害により損失を受けた場 I猶予した期間

の合）

改正前

（同左）

(1)~(3) （同左）

(4) 事業を継続している滞納者の取扱い

（同左）

イ・ロ （同左）

ハ 見込納付能力調査により算出した各月の納付可能資金額により毎月分割納付

を継続した場合において、完納に至るまで 10年程度の長期間を要すること。

なお、この場合の見込納付能力調査は、猶予通達に定める見込納付能力調査

に準じて行うこと。

ニ・ホ （同左）

3 • 4 （同左）

1 （同左）

2 免除の期間及び金額

(1) 免除期間

第 3節延滞税の免除

延滞税の免除期間は下表のとおりである。

; I三三三い（災|猶ここi期間
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改正後 改正前

猶
第 1号（災害笠）

猶 第 1号（災害などによ

予
猶予した期間 予 る納税の猶予）

猶予した期間

通 第2号（病気笠） 猶予した期間 通
第2号（病気などによ

猶予した期間

則 則
る納税の猶予）

法 第 3号（事業の廃止 猶予した期間の立迄納期限の翌日から起算して 法 第3号（事業の廃止等 猶予した期間の阻納期限の翌日から起算して

第 等） 2か月を経過する日以後の期間」盗L 第 による納税の猶予） 2か月を経過する日以後の期間

46 46 
条 第4号（事業の損失）

猶予した期間の立立納期限の翌日から起算して 条 第4号（事業の損失に 猶予した期間の四納期限の翌日から起算して

第 2か月を経過する日以後の期間」登L 第 よる納税の猶予） 2か月を経過する日以後の期間

2 2 

項 （省略） （省略） 項 （同左） （同左）

第5号（第 3号、第4 猶予した期間の立迄納期限の翌日から起算して 第5号（第3号、第4 猶予した期間の堕納期限の翌日から起算して

号類似） 2か月を経過する日以後の期間」迷L 号類似） 2か月を経過する日以後の期間

通則法第46条第 3項（ニ 猶予した期間の立互納期限の翌日から起算して 通則法第46条第3項（琶 猶予した期間の四納期限の翌日から起算して

定期間後の税額確定） 2か月を経過する日以後の期間」迷L. 墜） 2か月を経過する日以後の期間

（省略） （省略） （同左） （同左）

換価の猶予（徴収法第 151
猶予した期間の立迄納期限の翌日から起算して 換価の猶予（徴収法第 151 猶予した期間の四納期限の翌日から起算して

条第 1項、第 151条の 2第
2か月を経過する日以後の期間（※） 条第 1項） 2か月を経過する日以後の期間

1項）

（省略） （省略）
（同左） （同左）

そ そ

の 徴収の猶予（通則法第 105 猶予した期間の立互納期限の翌日から起算して の 徴収の猶予（通則法第 105 猶予した期間の四納期限の翌日から起算して

他 条第2項） 2か月を経過する日以後の期間」送L 他 条第2項） 2か月を経過する日以後の期間

充足する財産差押え又は 差押え又は担保提供がされている期間の立立納 充足する財産差押え又は 差押え又は担保提供がされている期間の四納

担保の提供 期限の翌日から起算して 2か月を経過する日以後 担保の提供 期限の翌日から起算して 2か月を経過する日以

（通則法第 63条第5項） の期間（※） （通則法第 63条第 5項） 後の期間

納付愛託（通則法第 63条 取立てをすべき日の翌日からその納付があった 納付歪託（通則法第 63条 取立てをすべき日の翌日からその納付があっ

第 6項） 日までの期間 第6項） た日までの期間
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改正後 改正前

交付要求により配当を受
執行機関が強制換価手続において金銭を受領し 交付要求により交付を受

た日の翌日から交付を受けた金銭を国税に充てた けた金銭を交付要求に係る
且こ場合 執行機関が強制換価手続において金銭を受領

日までの期間 国税に充てた場合
（通則令第 26条の 2第 1

（通則令第 26条の 2第 1
した日の翌日から至旦充てた日までの期間

号）
号）

人為による異常な災害等
災害等が生じた日からこれらが消滅した日以後

人為による異常な災害区
災害等が生じた日からこれらが消滅した日以

による場合（通則令第 26条
7日を経過した日までの期間

筵璽披による場合（通則令
後7日を経過した日までの期間

の2第2号） 第 26条の 2第2号）

事業承継税制に係る徴収
贈与税又は相続税の免除の申請書に係る納期限

事業承継税制に係る延壺
免除通知により免除される相続税等以外の相

の翌日から免除通知を発した日の翌日以後 1月を 続税に係る延滞税につき、納税猶予期限の翌日か
の猶予（租特法第 70条の 7

経過するまでの阻凹
税の免除（租特法第 70条の

ら免除通知を発した日の翌日以後 1月を経過す
第 20項、同法第 70の7の 7第 20項、同法第 70の7
2第 20項） の2第 20項）

るまでの間に対応する部分の金額を免除するこ

とができる。

（※） 特例基準割合が年 7.3％の割合に満たない年（以下「特例基準割合適用年」とい （新設）

う。）については、「猶予した期間」（通則法第 63条第 5項に基づき免除する場合

は、「差押え又は担保提供がされている期間」）が免除期間となる（租特法第 94条

第2項）。

特例基準割合とは、各年の前々年の 10月から前年の 9月までの各月における短

期貸付けの平均利率の合計を 12で除して計算した割合として各年の前年 12月 15

日までに財務大臣が告示する割合に、年 1％の割合を加算した割合をいう（租特

法第 93条第2項）。

(2) 免除金額 (2)，免除金額

延滞税の免除金額は、下表のとおりである。 延滞税の免除金額は、下表のとおりである。

法律上当然に 免除事由2該当性を 法律上当然に 免除事由該当性を
効果の生ずる免除 判断してする免除 効果の生ずる免除 判断してする免除

免除区分
2分の 1 2分の 1 免除区分

全額
（※） 

全額
（※） 困難な額 全額 2分の 1 全額 2分の 1 困難な額

納 通則法第46条第 1項（災
通法 63 納 通則法第46条第 1項

通法 63税 害により捐生を受けた場
① 税 （災害による納税の

① の 合） の 猶予）
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改正後 改正前

猶 第 1号（災害笠）
通法 63

猶 第 1号（災害な
通法 63

予 予 どによる納税の
① 猶予）

① 

第2号（病気笠）
通法 63

第2号（病気猛
通法 63

［ I 
どによる納税の

① 
猶予）

① 

第3号（事業の廃止 第3号（事業の

4 等） 通法 63① 通法 63③ 4 廃止等による納 通法 63① 通法 63③
6 6 税の猶予）

魯 第 4号（事業の損 魯 第4号（事業の

2 失） 通法 63① 通法 63③ 2 損失による納税 通法 63① 通法 63③

項 項 の猶予）

第5号（第 1号、第 通法 63 第5号（第 1号、 通法 63
2号類似） ① 第2号類似） ① 

第5号（第3号、第
通法 63① 通法 63③

第5号（第3号、
通法 63① 通法 63③

4号類似） 第4号類似）

通則法第 46条第 3項 通則法第 46条第3
（一定期間経過後の税額

通法 63① 通法 63③
項（賦課遅延） 通法 63① 通法 63③

堕）

（省略） （同左）

（省略） （省略） 換価の猶予（徴収法

換価の猶予（徴収法第 第 151条第 1項）
通法 63① 通法 63③

151条第 1項、第 151条の
2第 1項）

通法 63① 通法 63③

（同左） （同左）

（省略） （省略） 徴収の猶予（通則法
通法 63④

徴収の猶予（通則法第 第 105条第2項）

105条第2項）
通法 63④

充足する財産差押

充足する財産差押え又 え又は担保の提供 通法 63
は担保の提供

通法 63⑤ そ （通則法第 63条第5 ⑤ 
そ （通則法第 63条第5項） の 項）
の

他 納付委託（通則法第 通 法
他 納付愛託（通則法第 63 通法 63条第6項） 63⑥ 

条第6項） 63⑥ 交付要求により交

交付要求により配当至 付を愛けた金銭を交
通令

受けた場合 通令 付要求に係る国税に 26 の
（通則令第 26条の2第1 26の 充てた場合 2① 

号） 2① （通則令第 26条の 2
第 1号）

人為による異常な災害
通令

人為による異常な
通 令

笠（通則令第 26条の 2第 災害又は事故による
26の 26 の

2号） 2② 
鯰（通則令第 26条 2② 
の2第2号）
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改正後 改正前

租法
事業承継税制に係

租法
事業承継税制に係る懲 70の

る延滞税の免除（租特
70 の

収の猶予（租特法第 70条 7⑳ 
法第 70条の 7第 20 7⑳ 

の7第 20項、同法第 70 70の
項、同法第 70の7の 70 の

の7の2第20項） 7 の 7 の
2⑳ 

2第20項）
2⑳ 

（注） （省略） （注） （同左）

（※） 特例基準割合適用年については、延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合 （新設）

における当該延滞税の額を超える部分の金額が免除される（租特法第94条第2項）。

3 免除の時期 3 免除の時期

延滞税の免除は、免除することとなる延滞税の計算の基礎となる国税の本税額が完納 延滞税の免除は、免除することとなる延滞税の計算の基礎となる国税の本税額が完納

し、延滞税を徴収しようとするときにおいて行うものとする。 し、延滞税を徴収しようとするときにおいて行うものとする。

なお、徴収上の支障がない限り、対象となる全ての国税の本税額が完納されたときに

まとめて延滞壁を免除することとして差し支えない。ただし、対象となる全ての国税の ． 
本税額が完納する前において、納付、充当、取消しにより、対象となる一部の国税につ

いて、延滞税の納税義務（免除前のもの）の全部又は一部が消滅したときは、その国税

については速やかに延滞税の免除を行うものとする。

（注） 1 延滞税の徴収に当たり、必要があると認められるとき（例えば、換価の猶予 なお、延滞税の徴収に当たり、必要があると認められるとき（例えば、換価の猶予に

に伴い証券による納付委託を受けるとき）は、免除できると見込まれる延滞税 伴い証券による納付委託を受けるとき）は、免除できると見込まれる延滞税の金額につ

の金額につき、あらかじめ、免除ができるものとして計算して差し支えない。 ・ き、あらかじめ、免除ができるものとして計算して差し支えない。

2 猶予期間が経過している猶予決膳のうち、延滞税免除が行われていない事案

については、徴収システムのトピックス「延滞税免除未了」が表示される。

4 免除手続等 4 免除手続等

(1) 延滞税の免除決議等 (1) 延滞税の免除決議等
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改正後 改正前

イ 延滞税の免除決議

（省略）

（注） 1 （省略）

2 （省略）

統括官等は、延滞税免除の決裁に当たっては、滞納整理事績記事、担当から回付さ

れたサンプル調書等、「延滞税計算書（サンプル）」等により免除額の計算過程を確認

した上で決裁を行い、確認した計算書等は滞納処分票に編てつする。

（注） 1 （省略）

2 （省略）

3 催告センターで所掌している事案のうち、納税の猶予又は換価の猶予を

適用し、延滞税を免除する必要があるものは、内部担当が、徴収システム

の「延滞税免除未了」トピックスにより確認することができる。該当する

事案がある場合は、所轄署において遅滞なく延滞税免除決議を行い、延滞

税免除通知書とともに免除後の金額を記載した納付書を納税者に送付す

イ 延滞税の免除決議

（同左）

（注） 1 （同左）

2 （同左）

統括官等は、延滞税免除の決裁に当たっては、滞納整理事績記事、担当から回付さ

れたサンプル調書等、「延滞税計算書（サンプル）」等により免除額の計算過程を確認

した上で決裁を行い、確認した計算書等は滞納処分票に編てつする。

（注） 1 （同左）

2 （同左）

（新設）

る
゜

〔操：第4章8・2〕

口 （省略）

(2) 決議書等の出力及び送達等

担当は、上記(1)の決議について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに徴収シ

ステムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処理する。

なお、通則法第 63条第 1項ただし書の適用により延滞税の免除をしないこととした

場合の「延滞税免除通知書」には、行審法第 57条第 1項及び行訴法第 46条第 1項に

定められている事項の教示並びに行手法第 14条に定められている理由附記を行う（別

表9及び 10参照）。

口 （同左）

〔操：第4章8・ 2〕

(2) 決議書等の出力及び送達等

担当は、上記(1)の決議について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに徴収シ

ステムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処理する。

なお、通則法第 63条第 1項ただし書の適用により延滞税の免除をしないこととした

場合の「延滞税免除通知書」には、行審法第 57条第 1項及び行訴法第 46条第 1項に

定められている事項の教示並びに行手法第8条若しくは同法第 14条に定められている

理由附記を行う（別表9及び 10参照）。
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改正後

①～④ （省略）

（注） （省略）

第 10章繰上請求等

第 97 繰上請求等

納税者につき通則法第 38条第 1項各号に掲げるいずれかの事由（以下「繰上請求事

由」という。）が生じた場合には、下記 1から 3に掲げるところにより、納期限までに

完納が見込まれない税額が確定した国税の納期限を繰り上げ、若しくは徴収確保が困難

と認められる税額確定前の国税につき滞納処分の執行を要すると認める額を決定し、又

は督促後 10日が経過していない国税につき財産の差押えを行い、もって、納付すべき

税額の確定前後の国税及互督促を行った国税の徴収の確保を図る。・

なお、この場合において、既に滞納となっている国税（下記 3に係るものを除く。）

があるときは、差押え、交付要求等の保全措置を行うほか、猶予中の国税があるときは、

猶予に係る国税が猶予期間内に完納されるか否かを調査し、完納が見込まれない場合

は、速やかに猶予を取り消して保全措置を採るものとする（通則法第 49条第 1項第 1

昼、同法第 105条第7項、徴収法第 152条第3項、第4項）。

（注） （省略）

1~3 （省略）

改正前

①～④ （同左）

（注） （同左）

第 10章繰上請求等

第97 繰上請求等

納税者につき通則法第 38条第1項各号に掲げるいずれかの事由（以下「繰上請求事

由」という。）が生じた場合には、下記 1から 3に掲げるところにより、納期限までに

完納が見込まれない税額が確定した国税の納期限を繰り上げ、若しくは徴収確保が困難

と認められる税額確定前の国税につき滞納処分の執行を要すると認める額を決定し、又

は督促後 10日が経過していない国税につき財産の差押えを行い、もって、納付すべき

税額の確定前後の国税並互に督促を行った国税の徴収の確保を図る。

なお、この場合において、既に滞納となっている国税（下記 3に係るものを除く。）

があるときは、差押え、交付要求等の保全措置を行うほか、猶予中の国税があるときは、

猶予に係る国税が猶予期間内に完納されるか否かを調査し、完納が見込まれない場合

は、速やかに猶予を取り消して保全措置を採るものとする（通則法第49条、同法第 105

条第7項、徴収法第 152条）。

（注） （同左）

1~3 （同左）

第 12章 租税条約等に基づく税務執行の共助 I 第 12章租税条約等に基づく税務執行の共助

租税条約等に基づく徴収の共助、情報交換及び送達共助（以下「徴収の共助等」という。） I 租税条約等に基づく徴収の共助、情報交換及び送達共助は、国際的な脱税及び租税回避
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改正後 改正前

は、国際的な脱税及び租税回避行為に対処するため、条約締結国の税務当局が相互に税務 行為に対処するため、条約締結国の税務当局が相互に税務の執行に協力するものであるこ

の執行に協力するものであることから、我が国から要請する場合はもとより、相手国等か とから、我が国から要請する場合はもとより、相手国等からの要請についても、我が国の

らの要請についても、我が国の国税に関する執行と同様に適切に対処する。 国税に関する執行と同様に適切に対処する。

上海外関連事案の管理等

山海外関連事案の把握・管理

徴収の共助等により国際的な租税回避行為等に適切に対応するため、所在•財産調

査等により、おおむね次に掲げるような一定の具体性がある情報を把握した事案（以

下「海外関連事案」という。）を的確に把握するとともに、徴収システムにおいて適

切に管理する。

海外関連事案については、徴収システムに確実に態様区分を設定し、適切に

管理する。

図国外財産等調査

海外関連事案の把握又は徴収の共助等の検討若しくは実施に当たり、国外財産の状

況、海外における生活・事業の拠点等を調査する場合は、本編第5章に定める所在・

財産調査を実施するとともに、次に掲げる情報を併せて活用する。

.i. 資料調査システムで照会が可能な、国外送金等調書、国外証券移管等調書、国外

公社債等の利子等の支払調書等の法定資料

旦 インターネット上に公開されている、外国の不動産登記l青報、商業登記簿、外国

企業の財務諸表等の情報
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改正後 改正前

△ 民間情報機関が実施する調査に係る報告書（外国の企業や個人事業者の概況、登

記事項、財務情報等）

（注） 1 法定資料のうち、国外財産調書の照会に当たっては、局特整にあっては局

課税総括課に、署にあっては個人課税部門に照会する。

2 ロのうち、徴収担当部署において入手できない情報は、局徴収課を通じて

庁徴収課に収集依頼する。

3 ハの入手に当たっては、局特整においては特整総括課等、署においては局

徴収課を通じて、局課税総括課等に収集依頼する（局課税総括課等を通じて

入手できない詳細な情報を含む報告書については、局徴収課を通じて庁徴収

課に依頼する。）。

2 徴収の共助 山徴収の共助

徴収の共助は、租税条約等に基づき互いに相手国等の租税債権を徴収する枠組みであ 徴収の共助は、租税条約等に基づき互いに相手国等の租税債権を徴収する枠組みで

る。 ある。

徴収の共助の実施に当たっては、平成 25年 10月 1日付徴徴4-2ほか 2課共同「徴 局特整が相手国等の租税債権を徴収する場合、又は相手国等における財産等からの

収共助事務提要の制定について」（事務運営指針）に定めるところにより適切に処理す 徴収を局特整から要請する場合の事務については、平成 25年 10月 1日付徴徴4-2

る。 ほか 2課共同「徴収共助事務提要の制定について」（事務運営指針）に定めるところ

により適切に処理する。

なお、徴収の共助に係る事務は、相手国等への要請及び相手国等から要請を受けた租

毯債権の徴収のいずれも、局特整において行う。

おって、署統括官は、次に掲げる確認項目の全てに該当する海外関連事案がある場合 辱、署統括官は、下記イの海外関連事案のいずれかの事由に該当する事案のうち、

には、情報提供の要請の要否、徴収の共助の要請の適否及び徴収の引継ぎの可否につい 下記口の確認項目の全てに該当するものについては、情報提供の要請の要否のほか、

て、局徴収課又は特整総括課等の担当者と協議する。 徴収の引継ぎの可否を含め、局徴収課又は特整総括課等の担当者と徴収の共助の要請

の要否を協議する。
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（削除）

（確認項目）

① 国内における徴収の方途（第二次納税義務の追及などを含む。）を尽くしても徴収

不足であること、又は明らかに徴収不足が見込まれること。

② 関連する外国との間に徴収の共助の規定が設けられた租税条約等が締結され、か

つ、発効している三上。

③ 滞納国税が徴収の共助の対象となる税目である三上。

④ 滞納国税に係る課税の時期が租税条約等に定められた徴収の共助の適用関係にお

ける課税の時期に該当する三上。

⑤ 実施取決めに定める徴収の共助の要件（最低額等）に該当する三上

旱徴収の共助を要請する場合は、自国内において通常取り得る徴収手段を取って

いる必要があるため、徴収の共助の要請が見込まれる事案については、国内財産

の滞納処分を適時・適切に実施する。

旦情報交換

改正前

工海外関連事案

旦検討項目

① 国内における徴収の方途（第二次納税義務の追及などを含む。）を尽くしても

徴収不足である。

② 関連する外国との間に徴収の共助の規定が設けられた租税条約等が締結され、

かつ、発効している。

③ 滞納国税が徴収の共助の対象となる税目である。

④ 滞納国税に係る課税の時期が租税条約等に定められた徴収の共助の適用関係

における課税の時期に該当する。

⑤ 実施取決めに定める徴収の共助の要件（最低額等）に該当する

（新設）

盆情報交換

情報交換は、租税条約等に基づき、締約国の税務当局間において、租税に関する締約 （同左）

国の法令の運用、執行に関する情報を互いに提供する枠組みである。

相手国等から租税債権の徴収を目的とする情報の提供が要請された場合において、署

の徴収部門若しくは局特整による情報の収集、又は相手国等における滞納者の財産の有

無、事業の状況などの情報の提供を要請する場合の事務については、平成 15年4月7
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日付官際 1-20ほか 5課共同「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共

助手続について」（事務運営指針）に定めるところにより適切に処理する。

叫情報提供の要請は、要請時点において、要請する情報が滞納者に関連すること

の合理的な蓋然性が求められることに留意する。

4 送達共助

送達共助は、租税条約等に基づき、締約国の税務当局間において、租税に関する文書

の送達を互いに依頼する枠組みである。

相手国等から租税債権の徴収を目的とする文書の送達が要請された場合における署

の徴収部門による送達、又は相手国等に所在する滞納者等へ滞納処分などに関する文書

の送達を当該相手国等に要請する場合の事務については、上記立の事務運営指針の定め

るところにより適切に処理する。

5 関係部署との連携・協調

徴収の共助等により国際的な租税回避行為等に適切に対応するため、徴収担当部署

は、徴収の共助の実施を含む滞納整理に有効な情報、特に国外財産や海外取引等に関す

る情報の提供が円滑になされるよう、課税部、調査査察部 び賦課部門との連携、協調

を図る（第5編第 1章《関係部署との連携・協調》参照）。

改正前

固送達共助

送達共助は、租税条約等に基づき、・締約国の税務当局間において、租税に関する文

書の送達を互いに依頼する枠組みである。

相手国等から租税債権の徴収を目的とする文書の送達が要請された場合における

署の徴収部門による送達、又は相手国等に所在する滞納者等へ滞納処分などに関す

る文書の送達を当該相手国等に要請する場合の事務については、上記盆の事務運営

指針の定めるところにより適切に処理する。

（新設）

第5編その他 第5編その他

第 1章関係部署との連携・協調 第 1章関係部署との連携・協調

（省略） （同左）

第 107 管理運営部門との連携・協調 1第 107 管理運営部門との連携・協調

管理運営部門（局管理運営課を含む。本項（第 107の各項）におぃて同じ。）は、債 管理運営部門は、債権管理事務等において徴収盤門と密接に関連しているほか、特に
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権管理事務等において徴収担当部署と密接に関連しているほか、特に滞納の未然防止に

おいて重要な役割を担う部署であることから、常に連携・協調を図り事務の円滑化に努

める。

1 督促状発付前における納付指導

（省略）

(1) （省略）

(2) 期限前納付指導

期限前納付指導は、納税者に対し、納期限前に文書又は電話により期限内納付

のしょうようを行うものであり、署において管理運営（第一）部門統括官の主導

の下実施するほか、催告センターにおいても期限前納付指導を実施する。

（削除）

工署における期限前納付指導の実施

署統括官等は、担当統括官から回付された「納付指導対象者一覧表」に基づ

き、期限前納付指導に係る文書の発送のおおむね2日後から納期限の前日まで

の間に、電話による期限前納付指導を実施し、その結果を「納付指導対象者一

覧」に記載して担当統括官に返付する。

なお、期限前納付指導事績の徴収システムヘの入力、仮滞納者の結合処理、

催告センターヘの連携については、上記(1)ハからホに準じて行う。

（注） 期限前納付指導に係る文書は、庁管理運営課等を通じて一括抽出し、

外部委託業者が発送する。

口 催告センターにおける期限前納付指導

催告センターは、一定の基準に該当する者に対し、電話による期限前納付指
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改正前

滞納の未然防止において重要な役割を担う部署であることから、常に連携・協調を図り

事務の円滑化に努める。

1 督促状発付前における納付指導

（同左）

(1) （同左）

(2) 期限前納付指導

期限前納付指導は、納税者に対し、納期限前に文書又は電話により期限内納付

のしょうようを行うものであゑ←

j__ 対象者の確認

署統括官等は、担当統括官から期限前納付指導を実施する旨の連絡とともに

納付指導対象者の連絡があった場合は、対象者から既滞納者を除外するため、

対象者の抽出条件に対応した「滞納者一覧表」を担当統括官に交付する。

旦期限前納付指導の実施

（新設）

（新設）

署統括官等は、担当統括官から回付された「期限内収納確保対象者一覧表」

に基づき、管理運営部門における期限前納付指導に係る文書の発送のおおむね

2日後から納期限の前日までの間に、電話による期限前納付指導を実施し、そ

の結果を「期限内収納確保対象者一覧表」に記載して担当統括官に返付する。

なお、期限前納付指導事績の徴収システムヘの入力、仮滞納者の結合処理、

催告センターヘの連携については、上記(1)ハからホに準じて行う。



改正後 改正前

導を行う。

局徴収課は、催告センターの規模等を踏まえ、局管理運営課と協議の上、催

告センターにおける期限前納付指導対象となる基準を決定する。

“) 納付指導システムの概要

納付指導システムは、催告センターにおいて運用する集中電話催告システ

ムの期限前納付指導に係る機能を担うシステムであり、期限前納付指導対象

者の納税者情報を納付指導システムの端末機に表示し、当該惰報に基づきオ

ペレータが期限前納付指導対象者に架電して納付指導を行う。

但） 納付指導システムと他システムとの連携

△ 納付指導システムと値権管理システムとの連絡

債権管理システムにおいて抽出した期限前納付指導対象者に係る納税

者情報は、徴収システムを経由して納付指導システムヘ納付指導対象月の

10日 (10日が休日の場合は翌整働日）に連絡される。

また、催告センターにおいて実施した期限前納付指導の結果（毯触状況

等）は、徴収システムを経由して債権管理システムヘ還元される。

旦納付指導システムと徴収システムとの連絡

徴収システムの「集中電話催告システムヘの連絡」画面から催告センタ

ーにおける期限前納付指導対象者に関する連絡情報を入力し、送信するこ

とにより、即時に納付指導システムの「連絡情報一覧表示」画面に連絡情

報が反映される。

叫納付指導システムの「連絡情報一覧表示」画面は、催告システム

の「連絡情報一覧表示」画面と同一の画面となるため、催告対象滞

納事案に係る連絡情報も表示される。

皿催告センターにおける期限前納付指導の実施

A 電話による期限前納付指導
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催告センターは、催告センターにおける阻限前納付指導対象者に係る納

税者情報を取得後、納期限の前日までの間に、電話による期限前納付指導

を実施し、その結果を納付指導システムに入力する。

旦署への連絡

催告センターにおいて実施した期限前納付指導の結果（納付指導事績、

納付相談予定、納付書送付依頼等）は、納付指導システムから出力される

「納付指導結果連絡票」 (CSVファイル）をメール等により、対象署へ

連絡する。

（注） 緊急を要する場合等は、「納付指導結果連絡票」 (CSVファイル）

による連絡に加え、電話等により対象署へ連絡する。

に署における事務処理

△ 催告センターヘの連絡

署統括官は、担当統括官から「納付指導対象者一覧表（集中電話催告シ

ステム対象者）」の写しの回付を受け、催告センターにおける期限前納付

指導対象者を把握するとともに、署において催告センターにおける期限前

納付指導対象者との納付相談等があった場合など、催告センターに連絡す

る必要があるときは、遅滞なく徴収システムの「集中電話催告システムへ

の連絡」画面から連絡情報を送信する。

叫連絡情報の送信は、担当が行っても差し支えないが、送信後、署統

括官は「集中電話催告システムヘの連絡」画面において、担当が送信

した連絡情報を確認する。

なお、緊急を要する場合等は、連絡情報の送信に加え、電話等によ

り催告センターヘ連絡する。

B 「納付指導結果連絡票」 (CSVファイル）の処理

署統括官は、催告センターから連絡された「納付指導結果連絡票」 (C
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svファイル）の内容を確認し、担当に対し必要な処理（納付相談、納付

書送付等）を指示する。

なお、署において行った納付相談、納付書送付等に係る事績の徴収シス

テムヘの入力等については、上記(1)ハからホに準じて行う

旦滞納となる場合の処理

2 （省略）

「納付指導結果連絡票」 (CSVファイル）により連絡された者に督促

データ抽出が行われ、定期事案設定により処分対象滞納に区分された者に

ついては、署において、催告センターから連絡された納付指導事系を徴収

システムヘ入力する。

叫定期事案設定により催告対象滞納に区分され、催告センターの所

掌となった者については、催告センターにおいて、納付指導事績を

催告システムヘ入力する。

第 3章文書管理及び情報セキュリティ

第 112 行政文書の適切な管理

（省略）

1 管理簿等の整備

徴収担当部署においては、おおむね次に掲げる各種管理簿等を整備するとともに、

それぞれに掲げる場合に収受等した行政文書等及び収受等の事績を登載して適切に

管理する。

なお、「納税の猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」以外の申請書等を管理する

管理簿等、他に必要と認める管理薄等があるときは、適宜、局において定めるものと

する。

改正前

2 （同左）

第 3章文書管理及び情報セキュリティ

第 112 行政文書の適切な管理

（同左）

1 管理簿等の整備

徴収担当部署においては、おおむね次に掲げる各種管理薄等を整備するとともに、

それぞれに掲げる場合に収受等した行政文書等及び収受等の事績を登載して適切に

管理する。

なお、「納税の猶予申請書」以外の申請書等を管理する管理簿等、他に必要と認め

る管理簿等があるときは、適宜、局において定めるものとする。
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改正後

(1) • (2) （省略）

(3) 「納税の猶予笠申請整理簿」

「納税の猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」の提出があり、これを受領した

場合において、管理簿により進行管理を行う必要があるとき。（第 3編第7章第 1

節第 73-2の1《換価の猶予申請》参照）

(4)~(8) （省略）

2 行政文書を収受等した場合の処理

(1) • (2) （省略）

(3) 申請書等の保管

納税者等から提出のあった申請書等は、滞納処分票がある場合は、当該滞納処分

票に編てつして保管し、滞納処分票がない場合及び申請者が仮滞納者である場合

は、徴収システムから滞納者概況票等を出力し、滞納処分票を作成した上で、これ

に編てつして保管する。

なお、他の行政文書等への混入を防止する観点から、編てつまでの間は納税者ご

とにクリアファイル等により管理する。

おって、申請者が徴収システム上に滞納者としての登録がされていない者である

場合は、あらかじめ仮滞納者の登録等の処理（第3編第 1章第 1節第 38の4《督

促状送付前に納付相談を受けた場合等の処理》参照）を行った上で、滞納者概況票

等を出力する。

（注） 「納税の猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」が編てつされた滞納処分

票は、第3編第 1章第2節第 39の4(6)《滞納処分票の保存期間》工に定め

るところにより、適切に保管する。
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改正前

(1) • (2) （同左）

(3) 「納税の猶予申請整理薄」

「納税の猶予申請書」又はの提出があり、これを受領した場合（第 3編第7章第

1節第 72の1(2)《猶予申請事績の管理》参照）

(4)~(8) （同左）

2 行政文書を収受等した場合の処理

(1) • (2) （同左）

(3) 申請書等の保管

納税者等から提出のあった申請書等は、滞納処分票がある場合は、当該滞納処分

票に編てつして保管し、滞納処分票がない場合及び申請者が仮滞納者である場合

は、徴収システムから滞納者概況票等を出力し、滞納処分票を作成した上で、これ

に編てつして保管する。

な羞申請者が徴収システム上に滞納者としての登録がされていない者である

場合は、あらかじめ仮滞納者の登録等の処理（第 3編第 1章第 1節第 38の4《督

促状送付前に納付相談を受けた場合等の処理》参照）を行った上で、滞納者概況

票等を出力する。

（注） 「納税の猶予申請書」は、文書管理規則に定める「国税に関する法律の規

定により納税者から提出された届出書、申請書、承認に関する決裁文書及び

これらに関する重要な経緯が記録された文書」に該当するため、「納税の猶

予申請書」が編てつされた滞納処分票は、第3編第 1章第2節第 39の4(6)

《滞納処分票の保存期間》に定めるところにより、適切に保管する。



改正後

(4) （省略）

3~7 （省略）

第4章書類の送達

第 114 書類の送達

（省略）

1 送達の方法等

(1) • (2) （省略）

(3) 嘱託送達

滞納者が外国に所在するなど、送達すべき場所が外国にある場合において、滞納

者が国際書留郵便の受領を拒否したとき、租税条約等の締約国が自国の領域内へ

の郵送による直毯旦文書の送達を認めない権利を留保しているなど、郵送等によ

る送達が困難であるときは、租税条約等に基づき、相手国等にその文書の送達を

嘱託する（租税条約等実施特例法第 11条の 3第2項、第3編第 12章《租税条約

等に基づく税務執行の共助》参照）。

(4) （省略）

2・3 （省略）

(4) （同左）

3~7 （同左）

第 114 書類の送達・

（同左）

1 送達の方法等

(1) • (2) （同左）

(3) 嘱託送達

改正前

第4章書類の送達

滞納者が外国に所在するなど、送達すべき場所が外国にある場合において、滞納

者が国際書留郵便の受領を拒否したとき、租税条約等の締約国が自国の領域内へ

の郵送による文書の送達を認めない権利を留保しているなど、郵送等による送達

が困難であるときは、租税条約等に基づき、相手国等にその文書の送達を嘱託す

る（租税条約等実施特例法第 11条の 3第2項、第3編第 12章《租税条約等に基

づく税務執行の共助》参照）。

(4) （同左）

2 • 3 （同左）

\～三—/
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，、一

別紙

新 旧 対 照 表

改正後

（注）下線を付した部分が改正部分である。

改正前

別表 1 事務処理概要図（徴収担当部署別フロー） 別表 1 事務処理概要図（徴収担当部署別フロー）
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改正後 改正前

別表5 滞納整理事務の基本的な流れ 別表 5 滞納整理事務の基本的な流れ
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改正後 改正前

別表6 照会文書の種類等 別表6 照会文書の種類等

桜索5

住所等用

取弓i関係用

固定資惹用
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改正後 改正前

別表9 教示文（「不服申立て等について」）添付対象調書等一覧表 別表9 教示文（「不服申立て等について」）添付対象調書等一覧表

行審法51条 行訴法46条 行審法57条 行訴法46条

No 様式翻 様式名 教示文
9'週！醐磯入句

教示文 油 様式番号 様 教示文 教示文

パターン バターン バターン
八週油所磁入句

バターン

I 305000-082 捜索調甚（その2) C 保命令 B I 305000-082 比1過翡i（その2) C 保官印令 B 

2 3060)1)-002 差押潤即欝本偵り所・打価証券m) A 差え及び保官命＾，9(JI_は搬曲 B 2 3060!0-002 差ji幽鴫本螂・有価証券/II) A 紐え及び保管命令（又は搬出） B 

3 306010-004 財産の引渡命令粛 C 引渡命令 B 3 306010-004 財所の引渡命令書 C 引渡命令 B 

4 306010-006 財庄fうl渡命令嘗（占打者Jll) C 弓l渡命令 B 4 306010-006 財産の引渡命令Ill（占打者川） C 引渡命令 B 

5 306010-013 差押財産の馴等許可"I立搭 C 許可 q滸可） B 5 306010-013 差 1産の使用等許可巾立書 C 許可 q許可） B 

6 306010-017 差謁掛騰本（債権川） A 差押え A 6 306010-017 細 1嗚暉本（債権） A 碑え A 

7 306010-018 債権差何随珈惜 C 差押え A 7 3060I0-018 債権差押通知嘗 C 差え A 

8 306010-020 俎閥謁雌糾（電子記贔債櫛TI) A 差 え A 8 306010-020 差り1’雌i!1騰本（電子記録債権用） A 差押え A 

9 306010-022 偵権差柑樋珈Ill （電子贔丑H紺細•第三債務苔あて） A 差押え A 9 306010-022 債権逍暇瞑l書（覇子記羅闊訓•第5債務者あてl A 涵え A 

JO 306010-036 郷 I’隕1!l1111本笥三債務限9ヵある郷本財資ffil)．躙柑fm) B 涵 え A IO 306010-036 出ll'潤U1111本 a戸債務者等がある無麻lllillllll・滞納布m) B 差え A 

侑嘩余） II 306010-037 測鴨岬＋暉呻壺濶る盤饂僭m) 且 差 A 

且 306010-038 紐通珈＇償三債務蕊 11ある圏雑憶董眉） B 差 え A 且 306010-038 差押通知欝償戸flt1分行等がある撫体財産権月） B 差え A 

11 306010-040 えl爪叫劇服本（訳替tt債等川） B 差 ぇ A 且 306010-040 茫押曲U'脹本（振替社債等m) B 差え A 

13 306010-糾？ 差押通知瞥（阪附1栽等川・鬼社打あて） B 差 え A 11 306010-042 紐通知歯（阪替出節朔l• 第三債務行あて） B 差押え A 

14 306010-044 差鴻鵬本（呻Jl1入権m) A 涵 ぇ B 且 306010-044 沿鴨鰭本（嘔珈入覇） A 差押え B 

且 306010-04& 退社の予店通知書備瀞imm) C 通知 B 且 306010-048 叫Lの門虹珈欝備隋i芦用） C 通知 B 

16 306010-051 組合貝家濤分の山京罹i求の予卸蜘書 C 通知 B 11 306010-051 組合員等の持分の払戻等請求の予告通知欝 C 通知 B 

且 306010-053 組合貝等り貨がり仏閲憫轄 C 通知 B 且 306010-053 齢躇の節の紐濶輝 C 通知 B 

18 306010-056 組合貝等叫9分の仏戻署請求書 9沖硝l罷 m) C 通知 B 1.1! 306010-055 組合貝等の持分の払戻等捕求昌(!朽字閥惧m) C 通知 B 

11! 306010-058 差書⑲産等及び第三債務行等がない無体財産指等nl) B 差押え A 迎 806010-058 懸 l!I（積睾憬閃E闘蒻戦い鱚蘭蘭躙） B 差え A 

迎 306010-067 差 Rlf.i占有潤歯謄木 C 保官命令 8 紅 306010-0lll 差押財税占h調輝本 C 保音9̂lh3 B 

且 306020-004 交（寸胆求通知i!1（滞納者ffl) C 交付要求 B 盆 306020-004 交付要求通知書（滞納者m) C 交付要求 B 

盆 306020-011 国税徴収法第22条による交付要求通知嘗（教示文あり） C 交付要求 B 型 306020-011 国税徴収法第22条による交付要求通知欝（教示文あり） C 交付要求 B 

笙 306020-023 参肌H別団珈IllCiり9E• 有価証券nl) C 参加差押え B 凶 306020-023 参加差押通知欝⑩浪・有価証券m) C 参｝川差押え B 

24 306020-026 参加差押通知欝（帽話加入権川） C 夢Jn差押え B 澁 306020-026 参加差押通知書（笥話加入権用） C 参加差押え B 

器 306020-032 参加差期彫nl!I（不動税等川） C 参加是押え B 雄 306020-032 細 想螂書（碩隅m) C 参加差押え B 

26 306020-041 参加差押財産引受戯ぶ＇榊本 C 許可暉叩 B 互 306020-041 参加逍財童~I頭鴫本 C 許可 (l'il'f可） B 

27 306030-009 交（寸要氷扉ポ・拒否通知欝 C 叫・り求の拒否 8 28 306030-009 交付要求靡除拒否通知書 C 麟・品球の拒否 B 

器 306030-029 参加差押靡除拒否通知書 C 解除請求の拒否 B 姐 306030-029 参加え押扉付拒否通旧書 C 師^ riiRの拒否 B 

盟 306030-032 江＂険拒否通知肉 C 差 の B 迎 306030-032 茫押換拒否通知書 C 差押換えの拒否 B 

迎 307010-012 納税の計予許可通知l11（教示文あり） C 納悦の袷予許可 B 紅 307010-012 織鳴予許可通知欝（細文あり） C 碑の捐予許可 B 

31 307011f-OI& 納税の祖予許可通知i!1（相互協議川） C 納税の枯予許可 B 32 307010-018 納税の癌予許可通知奮（相互協巖用） C 納税の射予許可 B 

32 307010-023 納税の猶予小肝ii]辿知欝 C 納税の射予不許可 B 33 301010-023 納税の猶予不許可通知書 C 輝の幻不許可 Il 

迎 307010--028 納税の計予不許可通知1!1（柑互協議n) C 紺説の癌予不許可 B 坦 307010-028 納税の猶予不許可通知書（相互協議川） C 納悦の狛予不許iiJ B 

坦 307010-033 納税の狛予取梢通知欝 C 幽の射予取ir B 並 307010-033 納の癌予取梢通知奮 C 納税の癌予取梢 B 

36 307010-03& 紐の予取梢通知欝（相互協議川） C 納税の猶予取梢 B 雖 307010-038 碑の計予取消通知書（相互協議川） C 細の射予取梢 B 

36 307010-043 納税の狛予lOl間延長許可通知欝（敦示文あり） C 紺のWll11涎長許可 B 紅 307010-043 臓の畠予期間慧長許可通薗書（教示文あり） C 納税の射予期間延長許可 B 

釘 307010-049 納税の射予期間延長不許可通知粛 C 納税の猶予期間延長不許可 B 堕 307010-049 械滉予罵 嗚 長 嘩 可 通 知l!I C 納悦の納予期間延長不許可 B 

並 307010-054 碑（換価の計予期II阿縮通匂書 C 紺説（換fli)のliffl棚II短縮 B 逍 307010-054 納税（換価）の計予期間短縮通知書 C 納悦（換価）の猶予期間短縮 B 

迎 307010-056--3 納税（換価）の懇予の紺1付計1可弯W涌旬書 C 納悦（換卸の射の納f;j;jt固変更 B ;!!! 307010-056-3 幽（換価）の狙予の納付計面l寄甲涌句欝 C 輝（換鰺碕予の納{、lit國友更 B 

値 307010-056-19 換価の訥予許可通知i!1（教示文あり） C 換価の粕予許可 B 1! 307010--056-19 換価の計予許可通知欝（教示文あり） C 換価の滸予許可 B 

,II 30i010-056-24 換価の指予不許可通知書 C 換価の枯予不許可 B 盤 307010-056-24 幽鳴予不許可通知' C 換価の射予不許可 B 

,11 307010-056-28 換価の町111111涎長許可通知困（教文あり） C 換価の磨予贈I隠狙奇可 B 43 3070I0-056-28 換価の消予期1嶼長許可通知歯（教示文あり） C 換価の癌予1111111誕長許可 B 
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改正後 改正前

~ 307010--056-33 換の狛予期間延長4出tnJ辿知即 C 換価の狛予期間延長不許可 B 44 307010--056-33 換価の納予期間延長不許叩彫n歯 C 換価の納予卿嗚長不許司 B 

牡 307010--059 納税の町嘲而．煎91暉 C 納税の B 備船

45 3070lo--07! -換取梢通知歯 C 換｛面硝廿予取消 B 45 3070IO--071 換価の猶予取梢通知苔 C 換価の拍予取消 B 

11'1l節 46 307010-084 箆座の猜予取祁叩罪f C 徴収の納予取梢 B 

,!§ 3070lo-t07 納付通知歯（保証人Jn) C 告 B 47 307010-107 納付通知苔（保証人用） C 告 B 

且 307010-111 造通疇 C 通知 B 48 307010-111 笠打朔哨癖通知苔
． 

C 通知 B 

48 307010-112 担保変更僧惟IOO要求通知宙 C 通知 B 49 307010-112 担保変更（増担保）要求通知笛 C 通知 B 

雌 307020--016 滞納処分の停止取消通知歯 C 滞納処分の停止取梢 B 50 307020--016 滞納処分の停止取梢通知笛 C 滞納処分の停止取梢 B 

堕 307030-003 一（敦示文あり） C 延 B 51 307030-003 延滞税免除通知苫（牧示文あり） C 延滞税免除 B 

51 30802o--040 公充通知困 C 52 308020--040 公苔 C 

迎 308020-054 入札等をなかったものとした旨の部珊t B 処分 △ 53 308020-054 入札溶をなかったものとした旨の通知宙 8 処分 B 

53 308021Hl63 一面叶I込者の決定通知粛 C 54 308020--063 不動産等の最麻価9h込者の決定通知害 C 

~ 308020-065 不勁産筍ゆ最高副r込者の決定取消通疇偲溜副I込者m) 8 決定取泊 △ 55 308020-065 祁寧砂最韻阜込昔双籟蜀蘭通知苔撮雌庫込者用） 8 決定取消 8 

廷 308020-072
獨麟磁l陶穀荊込者の沈8随団如＇惧蘭慣受中

込者用）
B 袂 △ 並 308020-072

不動産等の次順位買受中込者の決定取梢通知苔似甘粒買受巾

込者用）
B 決定取消 且

並 30802砂 11 広告によって行う随配畷］による買受咽I込苦I叫＼邸暉 D 
51 30802o--071 広告によって行う随意契約による買受巾込者の決定通知笞 D 

紅 308020-080 売却決定通知聾 C 
58 308020--080 売却決定通知苫 C 

述 30802旺82 売却決定取梢通知欝⑪B虹） C 売月□ ifi B 
59 308020-082 売却決定取梢通知書⑪gu、m) C 売 甜1 B 

59 30802o--087 双齢貫受申込者I~して売峨駁梵した旨の通知書 旦

fill 308020-089 広告によって行う随意契約による売細彫n欝 D 

61~ 委託売却による売細叩珊t B 処分 D 

62 30803o--002 配当計算掛謄本⑪惰猪用） B 配当 A 

60 308020-087 次受巾込者に対して売哉灼乞をした旨の通知苔 且

61 308020--089 広告によって行う随意契約による売却通匁li!I D 

倍股）

63 308030-003 配当計算掛謄本R坦湘評I渚m) B 配当 A 
62 308030--002 配当計算笞謄本侃晒者m) B 配当 A 

6,1 308030-007 配当計算笛-直rjiii旬歯暉納細I) B 配当 A 
63 308030-003 配当計算聾謄本伍追権利者用） B 配当 A 

65 308030--008 配当計算粛更記iii旬歯伍当醐,1者用） B 配当 A 
64 308030-007 配当計算』史止雌知苔侃湖者用） B 配当 A 

66 308030-011 守当通疇 C 充当 B 
65 308030-008 配当計算笛更西犯珊｝釦当権利者用） B 配当 A 

67 309000-002 差 a珈笛及び交付要求粛 C 差押え及び交付要求 B 
66 308030-0II 充当通知i!I C 充当 B 

68 309000-019 徴J艮通知欝 C 通知 B 
67 309000-002 差 寧 苔及ひ咬対要求習 C 差押え及び交付要求 B 

69 310000-002 繰保全差押金額決疋直通函 C 決定 B 
68 309000-019 徴収通知宙 C 通知 B 

70 31000か007 保全差押金額決疋’通.A.i!I C 決定 B 
69 310000--002 繰上保全や-押金額決定通知宙 C 決定 B 

11 310000-014 饂担閑麒命令書 C 提供命令 B 
70 310000-1107 保全差押金額決定通知害 C 決定 8 

12 3!000o--0!5 保全担保に係刃胆暉．防ヤ涌旬i!I C 通知 B 71 310000-014 保全担保提供命令書 C 提供命令 B 

13 310000-018 繰上』蘭求掛 C 繰 B 12 310000-015 保全担保に係る抵当権胆宇涌句苔 C 通知 B 

14 311000-008 納{;}通傷i二次霜粥秘＇邪）者交付用） C 告 B 13 310000-018 繰上請求書 C 繰 B 

75 31100o--027 識暉者に対する告知歯 g麗囃保権者屑） C 告知 B 74 311000-008 納付通知晋ぼにヅ入納税義務者交付用） C 告 B 

76 311000-033 納付催告困 B 督促 A 75 311000--027 譲暉者に対する告知苔僅靱掛1保権者用） C 告知 B 

77 3ll000-0糾 強制換価環合の梢費税等の徴l応囮n歯像粥れfm) C 通知 B 76 311000-033 納付催告宙 8 督促 B 

77 311000--034 獅膜価の場合りtW費税笞磯籾蜘書僧説者川） C 通知 B 

（注） （省略） （注） （同左）
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改正後 改正前

別表 10 理由附記の対象となる徴収関係処分 別表 10 理由附記の対象となる徴収関係処分

分類 不利益処分又は919請に対する拒否処分 通知書等 処分の名あて人
区分

分類 不利頷沿又は車請に対する拒酪彫 通知書等 処分の名あて人
区分

01) ぼ 1)

差 9え〇況の差押えを除く。） 差 lμ調晶騰本、差押酋 滞 1! 定塑 差押え誼の差押えを除く。） 差鴨岬人差押書 掃納者 定型

動産及匹i価証券振柑l績取り渕りえ 掃納者 具体 蜘甑び饂券 振 欝 頃 靭 紺 え 掃 ll 具

繰上請求9JIIII等に該当する岨合の差押え 掃納者 具体 繰頃函油等に加苔する場合の差押え 滞 I名 具

船属認定逹押え 滞納者 暉 帰屈担托叫II’え 掃 ll 暉

担保物処分のための差押え姓3) 担保物の所打者 具体 担保物迅分のための差押え銑3) 担保物の所有者 暉

担保を徴している国悦について行う掃納行の他 泣ll|l9』』Ilit令差押笞 担保を徴している国悦につい可子う掃納8の他 差｝り叫i!I腸本、茂押苔

の月1恋こ対する祖曹え
滞 I行 具体

の財産に対する差押え
滞納者 叫， 個 f人の財奮謝りえ 保証人 具体

＇ 
保証人の財庄俎吼え 保証人 邸

第二次納税義務者の財症光押え 第 ゼ 具 第 A和）財庄差押え 第二次糾mrAf 具体

寧捐醐硫切細え 譲渡阻保権者 具 譲渡担保財所の差押え 譲渡担保権者 具什

差叫奥拒否 泣押換肛否通知書註3) 質権者等 具 差押倹匝否 茫押換拒否通知i!1註 3) 質権者等 叫

差！！殺の使nl等不許可 差朋lt窟の使用等許可,1,立笞（注3) 掃納行・交付要求権者等 具体 差押財産の使用寺4奇nl 差捐叫卿A帥筍滸呵巾立書 (tt3) 滞納者・交輝ホ` 極名等 具体

財庶の引渡命令書（そのI) 占打者 具体 財産の引渡命令i!I（その1) 邸者 皿
引渡命令

財庶の引渡命令書（その2) Ctls2) 
引渡命令

掃納者 定型 財歴の引渡命令苔（そ-<1)2) 娃 2) 滞納者 定

差占呵'I幽尋暉小＊、捜菜閏割庫ド（その2)．祖"P憶 差jII’』'i!JIDI本転．9』』1111本（その2)、差呻I程
保 命令 (lt3)、参J爪差押UI在9l受幽輝本 捜索を受けた名等 具体 保官印令 畑叫艤本他3)｀騎幽岬l幽 l類 i!lllll人 螂を受けた者等 叫

(lt3) (1£3) 

交付要求 交付要求通旬苔 滞行 定型 交付要求 交付要求通知苗 滞納者 定型

| 担保を徴している国税について行う交-付要求-担保を微している国税について行う交付要求 具 具体

は上）保全差押えに代えて行う交付要求 交付要求通知笞 掃納行 血艮^ し凸』＇えに代えて行う交 l租隷 交付要求通知昏 滞渚 l 

(!£3) 具 註 3) 具体

交{sJ貶氷‘加i甘9拒否 交付置求舗魯拒否通知書註3) 質権者等 具体 交付要求零匹 交{•J玉碑・i9拒否通知帯註3) 質権徊 具

参!J1函え（下記の参加差押えを除く。） 参加差押通知書 滞納者 定型 らし）J四•用え〇泥U歩 J岬・甲えを除く。） 釦JI血州通iUli!l 掃納者 定型
~ 

交 繰且諒事11]等に該当する場合の参/JI瑳押え 帰納行 具体 交 繰亨等に該当する場缶吋珈磋押え 掃納者 叫

付 担保物処分のための参加渕甲え 担保物の所有者 具
付 担保物処がDためU地）』にー押え 担保物の所打者 具

要 担保を徴している国税について行う滞納llの他
要 担保を徴している国税について行う滞納拓別也

求 の財在に対する参加差押え
滞納者 邸 求 の財廊コサる参加祖吼え

淵納行 暉

保誦人の財歴参加沼mぇ 参＂窮押通旬 i!I 保証人 具体 保証人の財在参肌追押え 参加差押通知苔 保証人 具

第二次納悦義務者のRI暉｝川差押え 第二次納悦謡枯者 具体 第徊財荏滲汀粒押え 第二次納税義務者 具体

譲渡l!I保財府の参加差押え 譲渡担保権者 具体 謂猜柑問h臼加涵え 譲渡Ill保福行 暉

虹 保全 渕,pえに代えて行う参加渕叩え
呻行 具体

血保＾土沿＂えに代えて行う参加泣押え
掃納廿 具

（注3) (ils3) 

参！碑附節拒否 参加差打朔餘栢否通知笞 <lt3) 質権ゼ等 具体 参加沼饂Î．、に＇否 参加図剛罪Ĵ、『否通知笞 @3) 質権名等 具

納の硝予許可（一部許可） 碑の灼予許可通知笞 岬 1/f 具体 納税の滸予許可（一韻庁司） 納税の熟予許可通知書 暉 I者 具

納悦の狛予不許可 紺成の別予不許可通知i!I 掃 I! 具体 絹説の猶ャ小計nI 納税の豹予不許可通知i!I 掃 1名 具

紺の狛予取梢し 紺成の計予取梢通知審 滞納む 具体 糾脱の猶予取計し 納税の熟予取梢通知書 掃納者 具

納税の＂予 l,l間延紺印可（一韻許可） 紺説の州予期皿延長許可通知苔 掃料渚 具 納税の滸予1卿嗚因許可（一躙庁可） 納税の滸予期II誕長釘干r,1li知霞 掃螂 叫

納税の別予IIJIIII誕艮不許可 紐の剋予期l眼匡長1引げ1辿知苗 掃 ,a 具体 糾説の計予睛而駐閉渭呵 糾説の滸予期暉匡長竹伽I雌血知苔 掃行 暉

I 紆服の計予員IIII坦柘 納税の狛予期間短籍通ill1笛 掃納者 具体 I 納税の計贈雌暉 輯 の 軒 罵 暉 量 疇 暉 1/! 具

幽 (/Jlllfli'l(；且t岡変逗迩利益変迎 饂の計I,(J)納mt圃究如屑知欝 罷 皿 換価の狛予取梢し 麟磯珈屑曙 暉指 具

捨価の州予許可（一部行可） 輝の塾沼在可通旬欝 罷 且佐 換の滸予躙耶瑣名 換の灼予期冊旭―柏通旬笛 掃納者 具

挽価の岱王四 徳値の狙益匠頭坦既 掩 皿 滞炭り疇Jl螂し ー止取梢通知困 滞 ll 具

捻駅の開烈卿延是旺日（一部在豆 逸個の狙沼~II阻町醒団崩堕丙 證 且 納悦の研に伴う、J./•Il’l)9,lKIh請併担i) 氾嗚lii.I国通如書 狛予を受けた者 具体

毯値の狙烈包l皿匡長不許可 携価のlll王1UIIIIli•也王荏可通堕西 蓮 且 担保変更命令 担保変更（附阻保）要求通n蔚姓3) 滞者 叫

換価の別予取梢し 摸価の癌予取泊通知苔 滞納行 叫 廷滞税螂（一部） 延滞税免除通知罫 滞行 叫
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改正後 改正前

省．

分類 不利益処分又はり間に対する拒否処分 通知苺等 処分の名あて人 区分
分類 不利益処分又は巾請に対する拒否処分 蜘習 処分碑あて人

区分
Rl) 牲 J)

挽価の別予1011叩短縮 換価の訥予期lIn短縮通知苗 掃納打 具 ， 眩

相里饂に係碑説の蘭予許可 H薗師D 納虚布許而蜘諮（相互協議） 掃 具体

堡個の塾'f!j/_1（帷t固変更（子flJ/.t!t)堕 殷価の計予冴椎II博l変如叩雌｝ 證 皿

滞納処分の停止取梢し 滞納処分の停止取梢通知苗 滞も 具体
匪麟に係る薇 甥 肝 不 飼 納税の節不許可通知歯（相互協淘 滞 具

紺成の灼予に伴う差押綿玲り哺（拒否） 差押靡除拒否通知苔 沿を受↓廿瑾 具体 相互協巖1こ係る納税の陪予額の変更 納潔涌旬搭 陥納者 具

I 担保変更命令 担保変更（増担保）要求通知笞註3) 掃納省 具体 相互協協に係る納肋別H予取梢し 納取郡蜘欝（相互協巖） 掃 具

延滞税免除（一部） 延滞税免除通知苔 掃納廿 具体 公売公告 公売通知歯 滞 定塑

相互協議に係る納税の狛予許可（一部許可） 織の滸予許可通知嘗（植甜幽 掃納者 具 不 i屯者の決志岡し 一蝠q込者の籾蕊l'f通知習 最麻価咽I込者 具

相互協議に係る納税の猶予不許可 納税の沿予不許可通知苗（相互協議） 掃納者 具
不動産等の次厠姐お神込粕D籾額嘩し 不動産等D次りI込者の籾螂酸）搭 次穎i⑭蜘1込者 具

相互協に係る納税の狛予額の変更 納税の狛予額変更通知蕃 滞納者 具体
売細し 売姻9搭 買受人 具

柑互協議に係る納税の狛予取梢し 納税の計予取消通知i!I（相互協議） 滞納者 具

公売公告 公売通知i!l 滞納者 定型
随意渕匂による売却 通知欝註3) 掃納者 具体

不動床等の最高価巾込者の決定取梢し 不動匹屈高価,,,込者の決定取梢通知苔 最高価III込者 具体 醗脚 委 lによる売細囮珊｝註3) 滞 定型

不動良靭耀四翌庫込者の認取消し 不動疫等の幻蘭匹受III込名の籾印薗泊通知i!I 次順位買受巾込若 具体 幽によっ市う謳類による蜘 広告によって行う随ほ契約による売却通知帯 滞納者 具体

光却決定取梢し 売譴知i!I 買受入 暉 換 退11の予告 退社の予告通知搭 持分会社・滞納者 定型

随ほ契約による売却 通知書（注3) 掃納者 具
組合員の持が冴紐開湖求の予告 組合員等の持分の払戻等情求の予告通匁）搭 組合 定

委託痺 委託売却による売却通旬苔琺3) 掃納者 定型

広告によって行う随g契約による売却 広告によって行う随配厄約による売却通知杏 掃納者 具体
価 組合貝の持分琺紐翌蔀求 組合員等冴杉N戎涙等情求掛 組合等 具

換 退社の予告 退社の予告通旧宙 t.f分会it・滞納行 定型
配当計算搭備和路等なし） 饂計算剖謄本： 滞納者 定塑
・ • 

糾合貝の持分の仏庚寄I糾北の予告 組合貝等の持分の払戻等請求の予告通知宙 組合等 定型 権利者等あり 配当計算撒爵本（注4) 滞•交付渓碑．者 定塑

価 組合貝の持分の払戻等請求 組合貝等の持分の払戻等請求宙 組合等 具体 権利者等あり備i租関係が錯節 邑開譜本・侶諒謡l属醗餅5) 滞納者・交付汲ふ．’緬者等 定塑

配当計mi!I（権利者等なし） 配当計算困謄本 掃細 定型 換価代金交付J111日の短縮 記当計箕割謄本 滞•交{、J痰碑｀者等 具

権利者等あり 配当計算苔謄＊ （注4) 掃 I'/!・交付要求権者等 定型
担保権の引受げ祁双琺による換卿l咄拒否 担閑御刃授t切玖琺による据面朋出得（注3) 質 具体

I権利輝あり（岬l暉暉I節 紀当計算苔謄本・配当計算困附属困類琺5) 滞納行・交付要求権者等 定型

I換価代金交付1l1日の碑
入札等をなかったものとする籾E 入札等をなかったものとした旨の通知習（注3) 入札者 具

配当計ni!IIIII本 滞納者・交付要求権者等 具体

捐保権の引受けの方怯による換価巾出拒否 担保権の引受けの方法による換価,1,出甚註3) 質権者等 具体
配当計虹搭更正 配当計互歯史l臼政1搭 滞納者・交付要求権者等 具体

入札等をなかったものとする決定 入札等をなかったものとした旨の通知書位3) 入礼者 暉 繰箭求 繰詠書（注3) 納 具

配当計算得更正 配当計算嘗更正通知書 滞納者・交付退札` 蘇等 具体 保 の 保決習 納 具

繰上請求 繰上請求苔（注3) 納税者 具 繰上保全沼疇の決定 繰上保全差押金額決定通知歯 納 具体

保全差押金額の決定 保全差押金額決定通知苔 納税者 具
保全担保提供命令 保竿保提供命令欝（注2、3) 滞 定翌

繰上保全差押金額の決定 繰上保全差押金領決定通知苔 納税者 具体

保全担保提供命令 保全1!l保提供命令杏 Ci12、3) 滞納行
疇保に係る抵当権設定 保保に係る抵当権i碇涌旬書 (i't2、3) 掃納者 定型

定型

！ g 
保全担保に係る抵当権設定 保全11l保に係る抵当権閲宇涌旧歯 q上2,3) 滞納苔 定型

徴収通知儲奴法22条） 節欝 誨産噂利者等 具体

I 
徴収通l0（徴収法22条） 徴収通旧笛 譲渡財産の権利行等 具体 徴収法22条による交付要求 国収22条による交付聡柘彫淵t 滞・質権者等 定型

徴収法22条による交付要求 闘翡練粗r,22条による交付要求通薗欝 滞 I者・貨櫂七等 定型 譲渡担保権者に対する告知 譲渡担閑観fに対する告知欝 譲保 具

調裏担暉行に対する告" 譲渡阻保権行に対する告知苔 譲渡担保権 具体 保証人に対する告知 納付通知爵 保証人 具

保証人に対する告ID 納付通知苗 保証人 具
第二灼柑紺醤科’fに対する竹知 納付通知替 第⇒灼柑廂財祝f 具

第二次納税義務粗こ対する告知 納(;1通知苗 第二次納悦義務者 具体
... 

保証人に対する督促 納付催告笞（注2) 保証人
保氾人に対する督促 納i螂欝（注2) 保証人 定型

定型

第二次納税義務者に対する督促 納付催告苔位2) 第二次納税義務行 定型
第コ灼帷沿焙税fに対する督促 納付催告替（注2) 第 定型

強制換価の場合の梢費税等の徴収 強制換価の場合の梢費税等の徴収通llli!I（注3) 輝 1者 定型 強闘鎚面の場砂消費税名別珈艮 華 膜i阻邪椛の徴収通知番（注3) 滞納者 定堕

（注） （省略） （注） （同左）
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改正後 改正前

別表 16 事実関係等が複雑なもの及び重要なもの（審理を要する事項） 別表 16 事実関係等が複雑なもの及び重要なもの（審理を要する事項）

① ・齢麹細の 幽 の 和 籾 上 肌 （ 徴16欧)) ① ・ 保全差押金額の決定の承認の上,,,（徴15@)

・ 繰上諮,RGlli3B) 重 ・ 繰上請求 Glli38)

． 繰ヒi路戎朔邊額の籾Eの汎欺D皿 IGili3詭沿徴15蹂）

I 
・ 記保全祖形瀕の栂包涌認の珂1億 38@:)a>徴 15蹂≫

• 第二次納税義務の佑知（徴32) • 第二次納税義務の告知（徴32)

・ 滞納処分の停止ひ四、特殊事案） （徴153) ． 滞納処分の停止伏口．特殊事案）微163)

・ 延滞税の免除（特殊異例なもの）暉6~) ・ 延滞税の免除（特殊、異例なもの） Gili6領泣切

（例） 人為による異常な災害又は事故による延陥税の剣玲 Gili肪⑥四⇒通令26の2二、平成13年6月22日徴管2-36ほか9 （例） 人為による異常な災害又は事故による延滞税の免除 Olli6:R!B=>ii酎辺6の2二`平成13年6月22日徴管2-361まか9

課共同「人為による異常な災害又は事故により延滞税の免除を行う場合の処理要領J(!I'll暉営指針）） 課共同「人為による異常な災害又は耶阪により延滞税の免除を行う場合の処理要領伺瑣囃営指針））

・ 徴収の猶予及び差押えの狛予 Gili105) ・ 徴収の狛予及び差押えの狛予 G,Ji105)

• その佃よ令又1お囮きの適用について疑義のある滞納処分等 盆 • その他法令又凶即達の適用について疑殺乃ある滞納処分等

・ 担保付財産が譲渡された場合の国税の徴収に係る交付要求、抵当権代位実行（徴22) ・ 担保付財勧屯駆岱れた場合の国税の徴収に係る交付要求、抵当権代妬哲子（徴22)

・ 譲渡但保権行の物I•I瀾悦責任に係る告知（徴 24) ・ 譲渡担保権者の枷．頑雌沿閉任1こ係る告知（徴24)

・ 滞納行名義で芥即秤録等がされている財産以外の財産の組甲え（徴41(i)) ・ 滞納者名義でr9n1行代等がされている財産叫や測産の幽甲え微47①)

・ 相続人による差押換えの請求に係る差押えの解除又は梢除不相当の通知（徴50) ・ 相続人による差押換えの請求に係る差押えの節除又は解除不相当の通知（徴50)

• 第三者による差押換えの請求に保る差押えの解除又は解除不相当の通知（徴51) • 第三者による差剛危tの請求に係る差押えの節除又は解除不相当の通知（徴51)

． 差頃さえた布価証券D取立てに伴う形成権（株式発行請求権的の行使（徴57) ・ 差し押さえた有価証券の取立てに伴う形成権（休土冠＃h求権等）の行使（徴57)

・ 差頃さえた債権の取立てに伴う形成権 0罰湘商）の行使（徴67) ・ 差し押さえた債権の取立てに伴う形成権仇折・団権）の行使（徴67)

・ 差l.,jfJ1さえた不動産の使用収益の制限（徴69) ・ 差は爬えた不動産の側＂収益暉 l限儘69)

． 差し押さえた第三債務者等のある無体財産権等の取立てに伴う形成権⑪噺湘蒋）の行使（徴1既り） ・ 差頃さえた第三債l辟賓のある無体財産権等刀応ばに伴う形成権伽罪t.i炉りの行使（微73@)

・ 無益な紺甲えに係る組甲えの加徐（徴7!1J):⇒ ・ 無益な差押えに係る差押えの加徐（徴隙①二）

・ 超過差押えに係る差押えの解除（徴1!1R--) ・ 超過差押えに係る差押えの解除 (11179@--)

・ 讃削切咆の財産を姻ltした場和り碑阪の熊玲（徴7蹂江） ・ 滞納拓り地の財産を提供した場合の氾甲えの際除（徴1認江） ． 
• 3回公売に付しても入礼等がなく更に換価に付しても売却見込がりはい場合の沼叩えの船除（徴19G茫3 • 3回公売に付しても入札等がなく更に換価に付しても売却見込和＂ない場合の沼甲えの解除（徴7~江）

② 
・ 差 l咀産の取戻聞求に係る差押えの解除（第3紺第6窪第3節第11の6「差門負えの請求等」割即

② 
・ 差閉II産の取戻請求1こ係る差押えの船徐憚3編第6章第3節第11の6漠押換えの請求等」参照）

I 
・ 任意売螂,,,立てに伴う差押えの解除 (ffi3編第6章第3節第71の5「任意売却研I立てに伴う差押えの解除」参照）

I 
・ 任慈売却の巾立てに伴う紺鰍．の解除 (ffi3編第6窪第3節第71の5「任意売却刀巾立てに伴う紺甲えの加除」飼阻）

・ 換側い｀な下の配当〇附要求等に係る執行爛関から0酒追を含む）及び充当（徴129) ・ 換価代金等刀配当 G引程要求等に係る執行榛閲からの配当を含む）及び充当（徴129)

・ 保全担保の提供命斜序暉168①-{/)) ・ 保全担保の提供命令等（徴16紙}べり）

・ 保全差押えに係る差押えの解除又は解除不相当の通知（徴159@--、⑥) ・ 保全差押えに係る差押えの加除又は解除不相当の通知（徴151R-．⑥）

・ 換価の狛予偉長を含む。）及ひ諏柑し（徴 161、151の2̀ 15改①の⇒通4朕以、19) ・ 換価の猜予使紐：を含む。）及ひ諏梢し（徴 151 、 152⇒通 4筍~ 49) 

． 換flliの狛予に伴う差押えの解除（徴ill@) ・ 換価の節に伴う差押えの解除暉且⑫）

・ れ'J1J虚初の承継通知暉5) ・ 納税義務の承継通知 OO5)

・ 法人の分割に係る通知 Gi!i9の2) ・ 法K勅 漕lに係る通知 Gi!i9の2)

． 繰上保全梵押えに係る差押えの鯖除又は解除不柑当の通知 Gili3艇}喩tl諒⑤一、⑥） ． 繰上保全差押えに係る差押えの解除又I＃熙俗r屯］当の通知 (lJj31@⇒徴）諒⑤一、⑥）

・ 編陳価の舅卸消費税等刀徴収研靱1に係る執行瀾月～瑣旗l(j1]j3認〕 ・ 強制換価の場合の梢費税等の徴収の特例に係る執行欄褐ヽ巧通知 Giil39@)

・ 債権者代位権の行仙偵訴訟によるものを除く） Gll142) ・ 債櫂者代位権の行使（訴訟によるものを除く） Gili42)

（仰 滞納処分の場合の代位登記偲4認不登法30.31, 37. 38, 51、53等） （卸 滞納処分の場合研咄沼記ぼ423、不窃去30、31.37、38、51、53等）

・ 納税の納予偲長を含む。）及び取梢し Gili;!§臨逗泡I49) ・ 納税の猶予使H支を含む。）及ひ諏梢し僅i堕紀択杖な 49)

・ 龍骰唱予に伴う紺暇の節魯樋4認）） ・ 納税の町に伴う差押えの解除暉48②)

・ 増担保の提供命令等暉51①) ・ 増担保の提供命令等暉51①)

. I!!保砂長更の承認等 Oi!i51②) ・ 担保の変更の承認等暉51②)

・ 保証人に対する告知及び僭促暉52②) ・ 保証人に対する告知及び怪促暉5認））

・ 延滞税の免除暉船） ・ 延滞税の免除 Gili63)

R饂び②以外C牒訥処分涵¢姑括E苓が必要と認めたもの ③ ①及び烈力W這訥処分呑じ船西盲等が必要と認めたもの
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改正後 改正前

別表 18 国税通則法第 22条に規定する書類の提出時期

番号 申請・届出等手続名 根拠規定 輝翠キ悴 発信主義

I 繰上保全差押えをしないことを求める中請
瀧llj幽 38条第4項で餌lする徴収法第159条第 。
4項

2 繰上保全差押えの解除の請求
通則法第38条第4項で準用する徴収法第159条第

゜5項第1項

3 
細の狛予の9暉請倶害．盗難等の事実に基づきそ⑪罰 通則法第46条の2第2項 GiliJII/法第46条第2項

゜税を→与1項柑中rることができないと認められるとき） 前段）

叡の狛予の,,噌i（被災者の納期限未到来の国税に係る
瑯 IJ法第46条の2第2項⑳測法第46条第2項

4 納税の猶予期IIり内に災害を受けたことにより狛予した

゜金の納付力沢きないとき）
後

5 
碑の舒の,,囃暉蒻の磁繹lこ係る国兄を4寺I噴

通削幽46全の2鐙3項 GiliJllJ法第46条第3項） 。
付できないとき）

6 糾説の猶予期間の延長の申請 通H11幽 46条の2第7項僅測法第46条第7項） 。
7 納税の納予億堕iの龍をIU阻りの延是の兜請1こ図克る捕

通りi幽 46の2笛9堕 Q 
花涌知害により提出する99函

§ 緻の船に伴う苔際靭暉 通則法第48条第2項 。
且 寧について提供された担保の変更？下認巾諮 通則法第51条第2項

゜且
瞬 ,11立ての目的となった処分に係る国税q汲収のた

通則法第105条第1項 。
め差し押さえた財産の換価の削IIll

且
異中立ての目的となった処分に係る国税についての

瑯l11呻 105螂 2項 0 
徴収の防予等がh請

旦
饂巾立ての目的となった処分に係る国税について差

通則法第105条第3項

゜押えをしないこと又は差棚解除のり1請

旦
綴煽予郊こ係る担保の提供手続個債、！訪債．社 瑯 lj令第16条第1項樋舅膨祁0条第1号、第 。
細 2号又は第7号）

且
織磯樗に係る担保磯畔続（碍滋、細虹航 瑯怜第16条第2項僅則法第50条第3号から 。
空機等） ＾ 第5号まで）

g 糾説の狛予等に係る担保の提供手続（保証人） 通則令第16条第3項⑳頂I阻啜550条第6号）

゜且i
国税の担保として提供した金銭により納付する旨の欝

通且1rMl)I8条第1項 G皿IJ法第51条第3項）

゜
面の,,,w
賃貸惜哭約により滞納者の財朕を占打していた第三者

n が当該財産の引渡を命ぜられたことに伴い、当駿哭約を
徴収法第59条第3項

゜解除し、かつ、前仏貸料を支払っているときの配当請求

⑪崩翌）引渡を拒んだ第三者）

貸貸借契約により滞納者の財産を占有していた第三者

騒
が当該財産の引渡を命ぜられたことに伴い、当該契約を 徴収法第59条第4項で準用する同法第59条第3

゜解し、かつ、前払賃料を支払っているときの配当請求 項

⑪廊引渡を拒まなかった第三者）

且 差・収益の許可d暉⑪糊渚） 徴収法第61条第1項 0 

迎
懸勁奮磯l・収勘胴暢虚鴨l位の蜘収益

徴収法第61条第2項 0 
をする権利者）

貸貸借契約により滞納者の財産を占打していた第三者

u が当該財産引渡を命ぜられたことに伴い当該拠的を解 徴収法第11条第4項で準用する同法第59条第3
0 

除し、かつ、前払貸料を支払っているときq兄当請求（自 項

珈 l［又は建設機械の引渡を拒んだ第三者）

貸貸借契約により滞納者の財産を占打していた第三者

盆
が当該財産引渡を命ぜられたことに伴い、当該契約匂界 徴収法第71条第4項で準川する同法第59条第4

゜除し、かつ｀前払賃料を支払っているときの配当請求（自 項で準用する同法第59条第3項
動III又は建設機械の引渡を拒まわりヽった第三苔）

盆 姜 l'lll囲寮心滞納者に引渡をすぺさ旨の第三者のIIIIll 徴収法第so条第4項

゜凶 偵権証困を掃納者に引渡しをすぺき旨の第三者の巾出 微収法第80条第5項

゜匝 権利証胄を掃納行に引渡しをすぺき旨の第三者の申出 徴収法第80条第5項 。
盤 自動II熔を滞納者に引渡しをすべき旨の第三者の中W 徴収法第80条第5項 0 

門l[＝'こい三-巴9頑＇忍：IIIIIIIIIニニ“ヤ 二゜

別表 18 国税通則法第 22条に規定する書類の提出時期

番号 預賤キ蒋 発信主義

2-

3
二

4

＿
5-

樹拠規定

韻幽38条第4項嘩用する徴収法第159螂
4項

薗幽38螂 4項嘩用する徴収法第159条第

5項第1項

通則法第48条第2項

通則法第51条第2項

通則法第105条第1項

0
1
0
1
0
1
0
1
0
 

6-

7

＿
 8l 
9

＿
 

通且呻105条第2項

通則法第105条第3項

0
I
O
 

゜
゜

IO
＿
 11二
12-

13
＿
 14＿
 15-

16
＿
 
17
＿
 

卿 IIn第 15条第2瑣伺狽I阻繍46条第3項）

通則令第15条第3項随慎1阻濁46条第7項｝

通則令第16条第1項僅慎I肱第50条第1号、第

2号又は第7号）

通則令第16条第2項団狽I肱第50条第3号から

第5号まで）

躙細16条第3項樋則法第50裂郁号）

通則令第18条第1項随損I阻濁51条第3項）

゜0
1
0
1
0
1
0
1
0
 

゜
゜

18
＿
 9-

20
＿
 
紅

巾請 ・/iil出等刊兒名

繰上保全差押えをしないことを求める申請

繰上保全差押えの解除の請求

納税の猶予に伴う紺刊罪節申請

国税について提供された担保の変更承認申請

饂申立ての目的となった処分に係る置椒滋収のた

め差頃さ紅魂爵別籟の申出

異巾立ての目的となった処がこ係る国税についての

徴収の狛予等の巾請

異"’立ての目的となった勁1こ係る寧について差

押えをしないこと又は辺邪牒切疇

言声言二1=：二二
綴 ”l予の車請暉税9態繹に係る国税を--ll//1鳴
付できないとき）

紺の懇予靡Ifの延長の日I翡

納税の猶予等に係る担保の提供手続⑮隈、地方偵、社

偵

細匹町等に係る揮靭提侭喰渭臨饂、航

仝鳩等）

碑の狛予等に係る担保の提供手続（保証人）

国税の担保として提供した金銭により納iすする旨の書

面の"IIll
貸貸借契約により滞納者の財産を占有していた第三者

が当該財産の引渡を命ぜられたことに伴い、当裟哭約を

螂し、かつ｀＂紅没料を支払っているときの配当請求
I徴収法第59条第3項

⑪柄印引渡を拒んだ第三者）

如 f昔契約により滞納者の財産を占有していた第三者

が当該財産の引渡を命ぜられたことに伴い、当該契約を 徴収法第59条第4項で信用する同法第59条第3

解し｀かつ、前払賃料を支払っているときの配当請求 項

働鰤l渡を拒まなかった第三者）

訊鷲磯・収益硝祠暢暉納者） ・協蘭蟻61条第1項

四度の麟・収協り許覗9請儘押＇郎の螂収益

をする権利者）
徴収法第61条第2項

貸貸fill悶りにより湿訥•石サ財産を占有していた第三者

疇蜘産引渡を餌ら籾こことに伴い直紀縣だ解 1痴艮法第11条第4項呻用する同粗碑怨朽3

除し｀かつ、前払貸料を支払っているときの配当請求（自 項

動1［又は建設懐械の引渡を拒んだ第三者）

賃貸借契約により溜納靭財産を占有していた第三者

が当醐幽l渡を紐ら恥ことに伴い．当輿縣危解 1徴収幽71条第4項呻用する同粗1!59条第4

除し、かつ、前払賃料を支払っているときの配当請求（自 項で準用する同法第59条第3項

動）れ又は建設機械の引渡を拒まなかった第三者）

差州別底等を滞納者に引渡をすぺき旨の第三者の哨IIll

債権証嘗を滞納者に引渡しをすぺき旨の第三者のIIIIll

権和証書を滞納者に引渡しをすぺき旨の第三者の削IIll

自動車等を滞納者に引渡しをすぺき旨の第三者の巾出

゜
゜
゜
゜

盆
一
器
一
述
一

25
＿

徴収法第80条第4項

徴収法第80条第5項

徴収法第80条第5項

徴法第80条第5項

0
1
0
1
0
1
0
 

-9 -



改正後 改正前

迎 l操価の研予IUIIりの延比の巾請 2第4項（徴収法第152条第4項で準川する涌則 I Q 
法第46条第7瑯

33 1 
検価の梢予（換価の研の卿II延即のIII間に関する補 徴収法第152条第4項で準nIする涌削法第46条の

ー 四T畑欝により郡Iする可， 1盆臨碩
C
l
 

迎 I保渕陀えをしないことを求める巾請

盤 I保年卿え⑰陥ぬ荀求

徴収法第159条第4項

徴収法第159麺 5項第1号 。IO

通知 (l11J産の引渡を拒んだ第三者）

盤
財産の引渡命令を受けた第三者の使｝l]収益の請求 (lll/fi.

の引渡を拒んだ第三者）
徴収令第25条第1項償収法第59条第2項）

甚
財産引渡命令を受けた第三者の契約の靡欧をした旨の 徴収令第25条第1項微収法第71条第4項で準
通知 (l11j産の引渡を拒まなかった第三者） 用すろ同法第59条第1項）

並
財痴冽l渡命令を受けた第三名の使眉収益のi佑R(l11産 徴収令第25条第1項磯収法第71条第4項で準
の引渡を拒まなかった第三者） JI]すろ同法第59条第2項）

41 
財産の引渡命令を受けた第三者の契約の節像をした旨 徴収令第25条第1項（徴収法第71条第4項で準

ー の通知（自動車又は建設機械の引渡を拒んだ第三者） ｝［すろ同法第59条第1項）

42 
動産の引渡命令を受けた第三者のIJ!JII収益の請求（自動 徴収令第25条第1項微収法第71条第4項で準

- lII又は建設桟械のうl渡を拒んだ第三者） JI]する同法第59条第2項）
財産の引渡命令を受けた第三者の契約の解除した旨の

位 通知（自動）l（又は建設懐械の引渡を拒まなかった第三
徴収令第25条第1項（徴収法第71条第4項で準

者）
用する同法第59条第1項）

44 
動産の引渡命令を受けた第三者の使｝l］収益の請求（自動 徴収令第25条第1項（徴収法第71条第4項で準

- lII又I皿股機械の引渡を拒まなかった第三者） 用する同法第59条第2項）

45 
茄絹証をしようとする場合に置納呑”図競浅けて

ー いろ旨の屈出手続
徴収令第29条（徴収法第67条第4項ただし雷） 0 

並 紺刑U産 OO浦収は航空機の航行の許可の巾立て 徴収令第31条（徴収法第70条第5項｝ 〇

g 差押財産（自動車・廷設機械｝の運行又は紐用の許可の 徴収令第32条で準用すろ同令第31条（徴収法第

＂！立て 71条第6項） ゜越 交付要求の靡除の請求 徴収令第37条（徴収法第86条第1項） 〇

0
1
0
1
0
1
0
1
0
 
0 

0 

通働産の引渡を拒んだ第三者）

蓮 財産の引渡命令を受けた第三者の使用収益の請求ほ涌f 徴収令第25条第1項 0t収法第59条第2項）

゜
の引渡を拒んだ第三者）

堕
財産引渡命令を受ゆ3こ第三者の契約の腑除をした旨の 徴収令第25条第1項微収法第71条第4項で準

゜
通知働産の引渡を拒まなかった第三者） 用する同法第59条第1項）

盤
財恋巧l箇砕を受けた第竺春り観収益喝求働産 徴収令第25条第1項微収法第11条第4項で準 。
の引渡を拒まなかった第三者） 用する同法第59条第2項）

盤
財産の引渡命令を受けた第三者の契約の雁除をした旨 徴収令第25条第1項微収法第71条第4項で準

゜
のilIDll（自卿［又I逍圏麒の引渡を拒んだ第三者） 用する同法第59条第1項）

迎 動産の引渡命令を受けた第三者の使用収益⑪情求（自動 徴収令第25条第1項⑰t収法第71条第4項で準 。
車又は建設機械の引渡を拒んだ第三者） 川する同法第59条第2項）
揺娼l菌紹泥受け足窮三昔祝憩祝庸除した旨の

徴収令第25条第1項微収法第71条第4項で準 | 
り I細（自蜘籾設饂磯勤引渡を拒ま研っ虚三 | 

゜者）
用する同法第59条第1項）

鰤切引痴鈴を封旅第三都）蹟財匈請求（自動 徴収令第25条第1項微収法第71条第4項で帷 | 

゜
_ 42 ll又は建設機械の引渡を拒まなかっtell匠者） 用する同法第59条第2項）

位
弁をしようとする場合1喝痢堵の承認を受げて

微収令第29条（徴収法第67条第4項tdf.l,掛）

゜
いる旨の届出刊兒

且 別暉産暉又は航空機）の航行の許可の巾立て 徴収令第31条（徴収法第10条第5項｝

゜並
差産（自動l|i・建設機船の運行又は使川の許可の 徴収令第32条で準用する同令第31条（徴収法第

゜
りI立て 71条第6項）

並 交付要求の解除の請求 徴収令第37条（徴収法第85条第1項｝

゜

（注） （省略） （注） （同左）
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別紙

改正後

（注）下線を付した部分が改正部分である。

改正前

別冊2 「徴収事務提要（様式編）」 別冊2 「徴収事務提要（様式編）」

204010-008 滞納区分別税額階層別滞納残高状況表（別紙） （新設）

【様式】

号
窃

i

一
芯
苔
＂
言
賛
一
苔
唱
一
芦
叶

盆
t
-
-
S
也
封
女
苔
唸
g
苓
掟
一i
g困
蛍
蒋
甜
一
—i（
令
凶
写
鋸

！ 
可 ，ヽ 

g
:
"
5
・
Ei"＂[ 

]三拿
H
9
凸
＄
va-I

1 -



改正後 改正前

204010-008 滞納区分別税額階層別滞納残高状況表 204010-008 滞納区分別税額階層別滞納残高状況表

【調理要領】 【調理要領】

1 目 的 1 目的

（省略） （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1)~(3) （省略） (1)~(3) （同左）

凶 （別紙）に、猶予状態区分を表示する。 （新設）

-2 -



改正後

（削除） 204010-012 

改正前

整理済滞納内訳表

【様式】

磁
峯
こ
釜
鎚
淀
武
鉗

マ
苫
紘
畜

-3 -



改正後

（削除）

-4 -

1 

改正前

204010-012 整理済滞納内訳表

【調理要領】

目的

「整理済滞納内訳表」は、指定された期間又は指定月における所属区分別処分対象滞

納の整理済件数及び税額並びに滞納額'’’’’’|)大口のもの及びメエル炒籾和の

の整理済件数及び税額を表示し、「整理済滞納」の詳細を確認するために作成する。

旦調理要領

山 この帳票は、処分対象滞納整理状況表における整理済滞納を集計対象とする。

盟 「①収納」欄、「 1のうち公売等による収納」欄、「②充当」欄、「③課税の減」欄及

び「⑤その他」欄は、次のとおり表示する。

また、整理済合計は、処分対象滞納整理状況表の整理済滞納と一致する。

「1収納」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・集計期間に発生した収納口座の件数、税額を表

示する。

「1のうち公売等による収納」 ・・「①収納」のうち、公売等によるものの件数、税

額を表示する。

「2充当」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・集計期間に充当処理した口座の件数、税額を表

示する。

「③課税の減」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・集計期間に課税減処理した口座の件数、 税額

を表示する。

「④不納欠損」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・集計期間に不納欠損処理した口座の件数、税額

を表示する。

「⑤その他」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・集計期間に督促取消した口座の件数、税額を表

示する。

図整理済滞納の内訳として、同一滞納者について 数の要因がある場合、当該人員は

それぞれの要因ごとに計上するが、「整理済滞納合計」欄の「人員」欄は、実人員を

計上する。

凶 この帳票は、帳票作成日がksk債権管理システムの「月締め処理」前の場合は、

帳票作成日現在で速報集計を行い表示する。



改正後

204010-013 整理区分別税額階層別純滞納残高状況表（別紙）

改正前

（新設）

【様式】

（涎
lig
）
喘
忍
吠
歪
孟
容
烹
志
試
[-g
吏
杢
涯
惑
哀
‘
索
凶
煕
鉗

器
訳
ぷ
序
叫
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改正後 改正前

204010-013 整理区分別税額階層別純滞納残高状況表 204010-013 整理区分別税額階層別純滞納残高状況表

【調理要領】 【調理要領】

1 目 的 1 目的

（省略） （同左）

2 調理要領 2 調理要領

.(1)~(6) （省略） (1)~(6) （同左）

四 （別紙）に、猶予状態区分を表示する。 （新設）
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改正後 改正前

（削除） 204010-016 整理区分別処分対象滞納整理状況表

【様式】
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改正後 改正前

（削除） 204010-016 整理区分別処分対象滞納整理状況表

【調理要領】

上旦＿胆

「整理区分別処分対象滞納整理状況表」は、前年度から繰り越した処分対象滞納につ

いて、事務年度当初に設定された整理区分に区分して、指定した期間における処分対象

滞納の滞納発生及び整理状況並びに期末残高を表示して、自署（局）における滞納整理

状況を把握するために作成する。

2 調理要領

山 この帳票は、事務年座又は単月単位で処分対象滞納を集計対象とする。

（注） 集計期間の（自）は、事務年度の期首である 7月を指定して活用することに

留意する。

なお、集計期間の（自）を期首 (7月）以外に指定して作成することも可能

であるが、新規分の期中増減は前月までの計数を含まないことから、期末残高

との関係で異常値が表示される。

図帳票名の下に、「全局署計」、「局署計」、「局特整計」、「全署計」又は「署計（署別、

部門別）」のいずれかを表示する。

図 「要整理」欄は、次のとおり表示する。

.:i 「期首滞納」欄は、前期（又は前月）の期末残高における整理区分別の人員、税

額を表示する。

口 「期中増減」欄は、指定した期間中における「転ム等」、「徴収の引受」、「延滞税

等確定」、「転出等」、「徴収の引継返屋」及び「分担変更」による処分対象滞納の異

動人員及び税額（併有滞納による新規発生額を含む。）を計上する。

ハ 「①計」欄は、「期首滞納」及び「期中発生」の合計額を表示する。

凶 「整理済滞納」欄は、次のとおり表示する。

1 「処理」欄は、「要整理」一「期末残高」一「滞納処分の停止」により表示する。

口 「左のうち公売等による収納」欄は、処理のうち、「公売」、「差押債権の取立て」、

「交付要求の受入れ」等により減少した人員、税額を表示する。

Iヽ 「滞納処分の停止」欄は、指定期間中に滞納処分の停止を行った人員、税額を表

-8 -



改正後 改正前

示する。ただし、一部停止したものについては、税額のみ計上する。

「②計」欄は、「処理」及び「滞納処分の停止」の合計額を表示する。

固 「整理割合」欄は、「②計」／「①計」の数値を百分率により算出し、小数点第一位

（小数点第二位を四捨五入）まで表示する。

囮 「期末残高」欄は、債権管理システムから受信した「月末現在未納表」の情報を基

に、指定した「作成年月日（至）」が属する月において、処分対象滞納となる徴収決

定口座の件数及び滞納額を集計して表示する。

凹 「整理区分］の「新規分」欄は、指定期間中に新規発生したもの（上記(3)口に係る

ものを除く。）の人員、税額を表示する。

/--

-9 _ 



船
尖
＂
ば
ザ
叩
細
苺
喪
縣
哀
中
或

I-g
令
凶
十
畑
択
叩

i

写
玉
洛

L
l
O
-
O
l
O
v
O
l
 

【
栢
蕊
】

淫孜淋函羅栂撃溶f¥g両rgせ刃捨年面悩

岱船呵

I

O

I

 

瑯
出
洛

（姦
I-H)



改正後 改正前

（削除） 204010-017 処理方針区分別処分対象滞納整理状況表

【調理要領】

1.. 目的

「処理方針区分別処分対象滞納整理状況表」は、前年度から繰り越した処分対象滞納

について、事務年度当初に設定された処理方針別に区分し、指定した期間における処分

対象滞納の滞納発生及び整理状況並びに期末残高を表示して、自署（局）における滞納

整理状況を把握するために作成する。

2 調理要領

山 この帳票は、事務年度又は単月単位での処分対象滞納を集計対象とする。

叫集計期間の（自）は、事務年度の期首である 7月を指定して活用することに

留意する。

なお、集計期間の（自）を期首 (7月）以外に指定して作成することも可能

であるが、新規分の期中増減は前月までの計数を含まないことから、期末残高

との関係で異常値が表示される。

盆帳票名の下に、「全局署計」、「局署計」、「局特整計」、「全署計」又は「署計（署別、

部門別）」のいずれかを表示する。

固 「要整理」欄は、次のとおり表示する。

.i. 漕首滞納」欄は、前期（又は前月）の期末残高の処理方針区分別の人員、税額

を表示する。

ロ 「態中増減」欄は、指定した期間中における「転入等」、「徴収の引受」、「延滞税

等確定」、「転出等」、「徴収の引継返戻」及び「分担変更」による処分対象滞納の異

動人員及び税額（併有滞納による新規発生額を含む。）を計上する。

ハ 「①計」欄は、「期首滞納」及び「期中発生」の合計額を表示する。

凶 「整理済滞納」欄は、次のとおり表示する。

工 「処理」欄は、「要整理」一「期末残高」一「滞納処分の停止」により表示する。

口 「左のうち公売等による収納」欄は、処理のうち、「公売」、「差押債権の取立て」、

「交付要求による受入れ」等により減少した人員、税額を表示する。

Jヽ 「滞納処分の停止」欄は、指定期間中に滞納処分の停止を行った人員、税額を表

示する。
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改正後

.、｀—’

-12 -

改正前

三 「②計」欄は、「処理」及び「滞納処分の停止」の合計額を表示する。

回 「整理割合」欄は、「②計」／「①計」の数値を百分率により算出し、小数点第一位

（小数点第二位を四捨五入）まで表示する。

固 「差引純滞納」欄は、債権管理システムから受信した「月末現在未納表」の情報を

基に、指定した「作成年月日（至）」が属する月において、処分対象滞納となる徴収

決定口座の件数及び滞納額を集計して表示する。

四 「処理方針区分」の「新規分」欄は、指定期間中に新規発生したもの（上記(3)口に

係るものを除く）の人員、税額を表示する。



改正後 改正前

（削除） 204010-022 税額階層別処分対象滞納整理状況表

【様式】
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改正後 改正前

（削除） 204010-022 税額階層別処分対象滞納整理状況表

［調理要領】

上旦旦
「税額階層別処分対象滞納整理状況表」は、前年度から繰り越した処分対象滞納につ

いて、事務年度当初において設定された税額階層別に区分して、指定した期間における

処分対象滞納の滞納発生及び整理状湿並びに期末残高を表示し、自署（局）における滞

納整理状況を把握するために作成する。

2 調理要領

山 この帳票は、事務年度又は単月単位の処分対象滞納を集計対象とする。

叫集計期間の（自）は、事務年度の期首である 7月を指定して活用することに

留意する。

なお、集計期間の（自）を期首 (7月）以外に指定して作成することも可能

であるが、新規分の期中増減は前月までの計数を含まないことから、期末残高

との関係で異常値が表示される。

凶 「税額階層」欄は、期首における滞納額がいずれの税額階層に属するかにより判定

する。

なお、併有発生、延滞税確定及び収納等により、滞納残高が税額階層区分と相違す

ることとなっても、区分の異動は行わない。

凶 「税額階層」区分の「新規分」欄は、指定期間中に新たに処分対象滞納となったも

のを集計し表示する。

出 「要整理滞納」欄は、次により表示する。

1 「前期繰越」欄は、前期（又は前月）の期末残高を計上する。

口 「期中増減」欄は、指定した期間中における「転入等」、「徴収の引受」、「延滞税

等確定」、「転出等」、「徴収の引継返医」及び「分担変更」による処分対象滞納の異

動人員及び税額（併有滞納による新規発生額を含む。）を計上する。

なお、局特整所掌滞納については、徴収の引継ぎを受けた場合は増額し、引受け

の返戻をした場合は減額して計上する。

「幻計」欄は、「期首滞納」及び「期中発生」の合計額を表示する。
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改正後 改正前

固 「整理済滞納」欄は、次により表示する。

工 「処理」欄は、「要整理」一「期末残高」一「滞納処分の停止」により表示す

る゜
口 「左のうち公売等による収納」欄は、「公売」、「差押債権の取立て」及び「交付

要求の受入れ」等に係る収納金額を表示する。

△ 「滞納処分の停止」欄は、滞納処位の停止を行った場合に計上する。なお、一

部停止の場合は、人員に計上されない。

迎 「整理割合」欄は、「整理済滞納の計（①）」+「要整理滞納の計（②）」 X100 

（％）により表示し、小数点第2位を四捨五入し、小数点第 1位まで表示する。

凹 「期末残高」欄は、債権管理システムから受信した「月末現在未納表」の情報を

基に、指定した「作成年月日（至）」が属する月において、処分対象滞納となる徴収

決定口座の件数及び滞納額を集計して表示する。

固 この帳票は、帳票作成日がKSK債権管理システムの「月締め処理」前の場合

は、帳票作成日現在で速報集計を行い表示する。
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改正後

（削除）

改正前

204010-024 業種別処分対象滞納整理状況表

【様式】
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改正後 改正前

（削除） 204010-024 業種別処分対象滞納整理状況表

【調理要領】

...l. 旦一堕

「業種別処分対象滞納整理状況表」は、前年度から繰り越した処分対象滞納について、

事務年度当初において設定された業種別に区分して、指定した期間における処分対象滞

納の滞納発生及び整理状況並びに期末残高を表示し、自署（局）における滞納整理状況

を把握するために作成する。

旦調理要領

山 この帳票は、事務年度又は単月単位での処分対象滞納を集計対象とする。

叫集計期間の（自）は、事務年度の期首である 7月を指定して活用することに

留意する。

なお、集計期間の（自）を期首 (7月）以外に指定して作成することも可能

であるが、新規分の期中増減は前月までの計数を含まないことから、期末残高

との関係で異常値が表示される。

盆 「業種区分」欄は、次表のとおり「業種コード（徴収）」を「業種順番コード」に置

き換えて判定する。

業種コード 業種順番コード

00：製造業 01：製造業

01：卸売業 02：販売業

02 :小売業 02：販売業

03：建設業 03：不動産・建築業

04：運送業 06：その他の事業

05：サービス業 06：その他の事業

06：料理飲食業 04：料理飲食叢

07：金融業 05：金融業

08：不動産業 03：不動産・建築業

09：その他

0910：その他事業 06：その他の事業

0920：その他業種 07：その他

分類不能 06：その他の事業
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改正後 改正前

固 「業種区分」の「新規分」欄は、指定期間中に新たに処分対象滞納となったものを

集計し表示する。

凶 「要整理」欄は、次により表示する。

工 「前期繰越」欄は、前期（又は前月）の期末残高を計上する。

口 「期中増減」欄は、指定した期間中における「転入等」、「徴収の引受」、「延滞税

等確定」、「転出等」、「徴収の引継返戻」及び「分担変更」による処分対象滞納の異

動人員及び税額（併有滞納による新規発生額を含む。）を計上する。

なお、局特整所掌滞納については、徴収の引継ぎを受けた場合は増額し、引受け

の返戻をした場合は減額して計上する。「期中増減」欄は、指定した期間中に発生

した併有分及び確定した延滞税を計上する。

Jヽ 「①計」欄は、「期首滞納」及び「期中発生」の合計額を表示する。

固 「整理済」欄は、次により表示する。

工 「処理」欄は、「要整理」一「期末残高」一「滞納処分の停止」により表示する。

口 「左のうち公売等による収納」欄は、「公売」、「差押債権の取立て」及び「交付要

求の受入れ」等に係る収納金額を表示する。

J¥ 「滞納処分の停止」欄は、滞納処分の停止を行った場合に計上する2 なお、一部

停止の場合は、人員に計上されない。

囮 「整理割合」欄は、「整理済滞納の計（辺）」＋「要整理滞納の計（②）」 X100 (%) 

により表示し、小数点第2位を四捨五入し、小数点第 1位まで表示する。

凹 「期末残高」欄は、債権管理システムから受信した「月末現在未納表」の情報を基

に、指定した「作成年月日（至）」が属する月において、処分対象滞納となる徴収決

定口座の件数及び滞納額を集計して表示する。

凶 この帳票は、帳票作成日がKSK債権管理システムの「月締め処理」前の場合は、

帳票作成日現在で速報集計を行い表示する。
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204010.::.028 

改正後

滞納整理関係事務実施状況表（滞納処分等） 204010-028 

改正前

滞納整理関係事務実施状況表（滞納処分等）

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

204010-028 滞納整理関係事務実施状況表（滞納処分等） 204010-028 滞納整理関係事務実施状況表（滞納処分等）

【調理要領】 【調理要領】

1 目 的 1 目的

（省略） （同左）
． 

2 調理要領 2 調理要領

(1) （省略） (1) （同左）

(2) 処理区分は、次に掲げるところによる。 (2) 処理区分は、次に掲げるところによる。

イ （省略） イ （同左）

口 換価の猶予（申請） 口換価の猶予

国税徴収法第 151条の2の規定による換価の猶予を行った回数及び猶予額を計 換価の猶予を行った回数及び猶予額を計上する。

上する。 なお、国税通則法第 55条第 1項第 1号の規定による納付委託を受けた証券の券

なお、国税通則法第 55条第 1項第 1号の規定による納付委託を受けた証券の 面額の合計を内書に計上する（徴収システムの入力は上記イに同じ）。

券面額の合計を内書に計上する（徴収システムの入力は上記イに同じ）。
／ 

△ 換価の猶予（職権） （新設）

国税徴収法第 151条の規定による換価の猶予を行った回数及び猶予額を計上す

る゜
なお、国税通則法第 55条第 1項第 1号の規定による納付委託を受けた証券の

券面額の合計を内書に計上する（徴収システムの入力は上記イに同じ）。

（省略） Jヽ （同左）

主 （省略） （同左）

ヘ （省略） 主 （同左）

上 （省略） ヘ （同左）

乏 （省略） 上 （同左）

止 （省略） 乏 （同左）

互 （省略） リ （同左）

と （省略） 互 （同左）

旦 （省略） と （同左）

2 （省略） 芝 （同左）
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改正後 改正前

立 （省略） 2 （同左）

ヨ （省略） 左 （同左）

之 （省略） ヨ （同左）

上 （省略） 之 （同左）

ユ （省略） 上 （同左）

之 （省略） ユ （同左）

主 （省略） 之 （同左）

土 （省略） 主 （同左）

ユ （省略） 土 （同左）

ム （省略） ユ （同左）

(3) （省略） (3) （同左）
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改正後

（削除） 204010-030 

改正前

滞納整理関係事務実施状況表（事後監査事務）

【様式】
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改正後

（削除）

-26 -

改正前

204010-030 滞納整理関係事務実施状況表（事後監査事務）

【調理要領】

1.. 目的

「滞納整理関係事 実施状況表（事後監査事務）」は、前事務年度以前に停止決

議を行った事案について、指定された 間において行った事後監査事 の実施状況

及び当該従事日数について、その従事職員の所属区分ごとに表示し、事後監査の進ち

よく状況や投下事務量を把握するために作成する。

旦調理要領

山 「事後監査事務実施状況」は、次のとおり表示する。

エ 「期首停止事案数」欄は、前事務年度以前に停止決議を行った事案のうち、 7

月1日現在で「消滅確認決議を行っていないもの」かつ「当該事務年度において

口 「事後監査前消滅数」欄は、「期首停止事案」のうち、事後監資洛を行う前に、

納税義務消滅確認決議を行った事案数を表示する。

こついて、内書表示する。

施事案数」欄は、指定された期間中に実施した事後監査の事案数

を表示する。

また、事後監査の結果について、「内、停止継続」及び「内、停止取消」に表

示する。

三 「差引事後監査未済」欄は、前事務年度以前に行った停止決議のうち、指定さ

れた期間の末日までに、「消滅確認決議を行っていないもの」かつ「当

度中に事後監査を行っていないもの」の事案数を表示する。また、

について、内書表示する。

盆 「従事事務内容」は、次のとおり表示する。

工 前事務年度以前に行った停止決識に係る事後監査事務に従事した時間につい

て、「出張事務」及び「署内徴収事務」に分けて表示する。



改正後

-27 -

改正前

口 事後監査に従事した時間のうち、

ゑ

に従事した時間を内書表示す

ハ 事後監査に従事した時間を 7.75で除して、人日単位で表示する。



改正後 改正前

204030-002 新規処分対象滞納一覧表 204030-002 新規処分対象滞納一覧表

【調理要領】 【調理要領】

1 目 的 1 目的

（省略） （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1)~(9) （省略） (1)~(9) （同左）

(10) 「処分状況」欄（上段）は、該当する滞納者に、有効な①滞納処分情報、又は② (10) 「処分状況」欄（上段）は、該当する滞納者に、有効な①滞納処分情報、又は②

猶予決議情報がある場合、以下のとおり表示する。 猶予決議情報がある場合、以下のとおり表示する。

なお、複数の情報が存在する場合には、以下の項番で判定した 1件のみを表示 なお、複数の情報が存在する場合には、以下の項番で判定した 1件のみを表示

し、末尾に「＊」を表示する。 し、末尾に「＊」を表示する。

① （省略） ① （同左）

② （省略） ② （同左）

項番 決議種類 略称 項番 決議種類 略称

1 納税の猶予 納税猶予 1 納税の猶予 納税猶予

2 換価の猶予（申請） 換価申請 （新設） （新設） （新設）

3 換価の猶予（職権） 換価職権 2 換価の猶予 換価猶予

4 徴収の猶予 徴収猶予 3 徴収の猶予 徴収猶予

5 納付誓約 納付誓約 土 納付誓約 納付誓約

6 納付受託 納付受託 5 納付受託 納付受託

(1V~(13) （省略） (11)~(13) （同左）
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【調理要領】

1 目的

（省略）

2 調理要領

(1)~(6) （省略）

改正後

204030-008 滞納者一覧表

(7) 「整理区分」欄（上段）は、帳票作成日現在の「整理区分（小区分）」及び「猶予

状態区分」を表示し、「展開日」欄（下段）は、最新の展開年月日を表示する。

(8)~(9) （省略）

(10) 「指定税目総滞納額」欄は、滞納者総合検索画面で指定した税目に係る滞納額

（滞納処分の停止中の額は除く。）を滞納者ごとに表示する。

（削除）

(11) 「税目」欄（上段）は、滞納者の全工の滞納税目を表示し、「全税目総滞納額」欄

（下段）は、滞納者ごとの滞納税額（滞納処分の停止中の額は除く。）を表示する。

一部停止事案については、各欄に停止税額を除いた滞納額を計上するとともに、

「全税目滞納額」欄の左端に「＊」を表示する。

なお、滞納税目の略称については、下記参考のとおり。

(12).(13) （省略）

〈参考〉漢字略称一覧

コード 税目 略称

（省
（省略）

（省

略） 略）

040 地方法人税 チ

042 連結地方法人税 ケ

（省
（省略）

（省

略） 略）
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【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1)~(6) （同左）

改正前

204030-008 滞納者一覧表

(7) 「整理区分」欄（上段）は、帳票作成日現在の「整理区分（小区分）」を表示し、

「展開日」欄（下段）は、最新の展開年月日を表示する。

(8)~(9) （同左）

(10) 「指定税目総滞納額」欄は、滞納者総合検索画面で指定した税目に係る滞納額を

滞納者ごとに表示する。

ュ システム上の都合により、「指定税目総滞納額」には仮口座による滞納を含

み、「全税目滞納額」欄には、仮口座による滞納を含まず表示していることに

注意する。

(11) 「税目」欄（上段）は、滞納者のすべての滞納税目を表示し、「全税目総滞納額」

欄（下段）は、滞納者ごとの滞納税額（滞納処分の停止中の額は除く。）を表示す

る。

（新設）

なお、滞納税目の略称については、下記参考のとおり。

U2) • U3) （同左）

〈参考〉漢字略称一覧

コード 税目 略称

（同
（同左） （同左）

左）

040 会社臨時特別税 会

（新

設）
（新設） （新設）



改正後 改正前

（同
（同左） （同左）

左）

ヽ

-30 -



改正後 改正前

（削除） 204030-009 滞納者管理簿

【様式】
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改正後 改正前

（削除） 204030-009 滞納者管理簿

【調理要領】

上目的

「滞納者管理簿」は、滞納者別に滞納発生年月日、時効完成具込年月日、最新接触年

月日、整理区分等を確認し、所掌する滞納事案の現状を一覧で把握するとともに、今後

の処分方針を検討するために使用する。

2 調理要領

山 この帳票は、帳票作成日現在における処分対象滞納に係る事案を抽出対象とする。

凶 「項番」欄は、一連番号を表示する。

固 「整理番号」欄、「氏名（名称）」欄及び「住所（所在）」欄は、滞納者の情報をそれ

ぞれ表示する。

凶 「担当者」欄は、事案担当者の氏名を表示する。

固 「業種」欄は、滞納者の業種（大区分）を表示する2

迎 「滞納発生年月日」欄は、滞納発生年月日（現在滞納がある口座の最も古い督促年

月日）を表示する。

凹 「最新接触年月日」欄は、当該滞納者の「最新接触年月日」を表示する。

（注） 「接触」とは、「滞納整理事務実繕（滞納処分等）」の「① 猶予」から「⑲

催促」に掲げる処分等の事績があるものをいう 2

③ 「時効見込年月日」欄は、滞納口座の中で、最も早く時効見込年月日が到来する年

月日を表示する。

迎 「初回引受年月日」欄は、現在所掌している滞納者の口座（完結口座を含む。）の

うち、最も古い引受年月日（局特整が引受処理を行った日）を表示する。

」 局引受年月日については、局で出力した場合のみ表示される。

署で出力した場合は、「一」を表示する。

皿 「滞納状況・期首」欄は、当該滞納事案の 7月の期首 (6月末の期末残高）を表示

丈

（注） 6月末の期末残高とは、 6月 30日時点の滞納額ではなく、月締切処理を

行った後の滞納額である。
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改正後 改正前

迎 「滞納状況•新規発生」欄は、事務年度当初から帳票作成日までの処分対象滞納の

新規発生滞納額を表示する ((12)に計上すべきものは除く。）。

滞納発生の計上方法は、「処分対象滞納整理状況表」の「新規発生」から「分担変

更」に準じる。

叫事務年度の途中において発生した滞納事案については、システム上の都合か

ら、期首滞納は「O」で表示されている。

堕 「滞納状況・整理済」欄は、帳票作成日までの処理額を表示する。

処理額の計上方法は、「処分対象滞納整理状況表」の整理済滞納及び上記(13)に準じ

る゜
堕 「滞納状況・滞納残高」欄は、帳票作成日現在の滞納残高を表示する。

堕 「増撼」欄は、次により期首の滞納額と現在の滞納額を比較し、その増減額を表示

する。

なお、マイナス数値については、数字の頭部に「▲」を付す。

（注） システム上の都合により、正確な表示がされていない。

低 「傾向」欄は、期首滞納額と滞納残額の比率（期首比）を表示するとともに、残高

の傾向を以下の条件に基づき矢印で表示する。

「↑ :150％超」

「t:110%~150%」

「→ :90%~110%」

「ヽ： 50%~90%」

「↓ :50％以下」

堕 「整理区分」欄は、次のとおり表示する。

期首：事務年度当初（事務年度の途中に発生した滞納事案は、発生した月の月末時

点のもの）の整理区分を表示する。

現在：帳票作成日現在の整理区分を表示する。

展開年月日：現在の整理区分に展開した年月日を表示する。

皿 「処理方針区分」欄は、次のとおり表示する。

期首：事務年度当初（事務年度の途中に発生した滞納事案は、発生した月の月末時
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改正後 改正前

点のもの）の処理方針区分を表示する。

現在：帳票作成日現在の処理方針区分を表示する。

展開年月日：現在の処理方針区分に展開した年月日を表示する。

⑱ 「指示事項」欄は、最新の指示事項を表示する。

堕 「処理結果」欄は、上記(20)の指示事項について実施済み、又は管理者確認日入力が

行われている場合は、当該実施済（又は管理者確認済）事繕を表示する。
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204030-010 

改正後

滞納者進行管理表 204030-010 

改正前

滞納者進行管理表

【様式】 【様式】
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【調理要領】

1 目 的

（省略）

2 調理要領

(1) （省略）

改正後

204030-010 滞納者進行管理表

(2) 「整理番号」、「氏名（名称）」、「住所（所在）」、「業種」、「現在滞納額」、「整理区分」、

「処理方針区分」、「滞納発生年月日」如「時効見込年月日」及び「最新接触年月日」は、

帳票作成時点の滞納者の情報をそれぞれ表示する。

(3) • (4) （省略）

(5) 「新規発生」欄は、指定期間の各月に発生した新規発生滞納額を表示する。

（削除）

(6) 「整理済」欄は、指定期間の各月における整理済滞納額を表示する。

（削除）

(7) • (8) （省略）

(9) 「管理者指示事項」欄は、「滞納整理事績」の決裁時において入力をした「指示事

項」（又は滞納者概況情報（概況）画面において入力した「管理者指示事項」）のうち、

最新の内容を表示する。

「処理結果」欄には、管理者確認済となった年月日を表示する

(10).(11) （省略）

-36 -

改正前

204030-010 滞納者進行管理表

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1) （同左）

(2) 「整理番号」、「氏名（名称）」、「住所（所在）」、「業種」、「整理区分」、「処理方針区

分」、「滞納発生年月日」及互「時効見込年月日」は、帳票作成時点の滞納者の情報を

それぞれ表示する。

(3) • (4) （同左）

(5) 「新規発生」欄は、指定期間の各月に発生した新規発生滞納額を表示する。

旱システム上の都合により、作成日から 4ヶ月以前の数値については、「O」

で表示されている。

(6) 「整理済」欄は、指定期間の各月における整理済滞納額を表示する。

（注） システム上の都合により、作成日から 4ヶ月以前の数値については、「0」

で表示されている。

(7) • (8) （同左）

(9) 「管理者指示事項」欄は、「滞納整理事績」の決裁時において入力をした「指示事

項」（又は滞納者概況情報（概況）画面において入力した「管理者指示事項」）のうち、

最新の内容を表示する。

(10)・(1U （同左）



改正後

204030-013 猶予事案一覧表

【調理要領】

1 目的

（省略）

2 鯛理要領

(1)~(5) （省略）

(6) 「猶予区分」欄は、猶予決議の種類に応じて次のいずれかを表示する。

納税の猶予．．．．．．納税

換価の猶予（申請）．．．換申

換価の猶予（職権）．．．換職

徴収の猶予．．．．．．徴収

納付受託・・・・・・・受託

納付誓約・・・・・・・誓約

(7)~[3) （省略）

＼ 

‘― 
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改正前

204030-013 猶予事案一覧表

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1)~(5) （同左）

(6) 「猶予区分」欄は、猶予決議の種類に応じて次のいずれかを表示する。

納税の猶予．．．．．納税

（新設）

換価の猶予．．．．．換価

徴収の猶予．．．．．徴収

納付受託・・・・・・受託

納付誓約・・・・・・誓約

(7)~(13) （同左）



改正後

保全財産一覧表204030-016 204030-016 

改正前

保全財産一覧表

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

204030-016 保全財産一覧表 204030-016 保全財産一覧表

【調理要領】 【調理要領】

1 目 的 1 目的

（省略） （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1) この帳票は、自署の差押え、交付要求、参加差押え及び担保徴収をした財産を抽出 (1) この帳票は、自署の差押え、交付要求、参加差押え及び担保徴収をした財産を抽出

対象とする。 対象とする。

なお、滞納処分を解除した場合は表示しない。 なお、滞納処分を解除した場合は表示しない。

（削除） （注） 徴収システムの都合により、滞納処分を解除した財産についても表示され
' 

ている。

(2) （省略） (2) （同左）

(3) 表示項目は次のとおりである。 (3) 表示項目は次のとおりである。

イ 「整理番号」欄は、滞納者の整理番号を表示する。 イ 「整理番号」、「滞納者氏名」、「整理区分」、「処理方針区分」及び「担当者」欄は、

当該帳票の作成時点における、滞納者に関するそれぞれの情報を表示する。

ロ 「氏名（名称）」欄は、滞納者の氏名（名称）を表示する。 口 「要公売指定日」欄は、財産情報入力画面で入力した「要公売指定日」を表示す

る゜
Jヽ 「住所（所在）」欄は、滞納者の住所（所在）を表示する。 /¥ 「財産番号」欄は、財産情報入力画面で設定された財産番号を表示する。

「整理区分」欄は、滞納者の現在の整理区分を表示する。
~ 

「財産種類」欄は、当該財産の財産区分（小分類）を表示する。

ホ 「処理方針区分」欄は、滞納者の現在の処理方針区分を表示する。 ホ 「所在・細目、数量（面積等）」欄は、財産区分に応じて次のとおり表示する。

①～③ （同左）

ヘ 「事案担当者」欄は、滞納者の現在の事案担当者を表示する。 ヘ 「差押、参加差押、交付要求、担保提供」欄は、差押等決議に係る最終決裁年月

日を表示する。

なお、同一の財産に差押等の処分事績が2回以上されている場合は、最も古い差

押年月日等を表示する。

また、処分事績が繰上保全差押え又は保全差押の場合は、最終決裁年月日の前に

「繰」又は「保」と表示する。

卜 「初回滞納発生」欄は、滞納者の初回滞納発生年月日を表示する。 卜 「評定区分」、「評価額」及び「優先担保額」欄は、財産情報入力画面において入

力をした、それぞれの情報を表示する。
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改正後 改正前

土 「決議年月日」欄は、表示された財産に関連する決議の決議年月日を表示する。

なお、処分種類に「担保」が表示される場合は、担保提供年月日が表示される。

リ 「決裁年月日」欄は、表示された財産に関連する決議の決裁年月日を表示する。 リ 「徴収可能額」欄は、「評価額」から「優先担保額」を差し引いた金額を表示する。

ヌ 「差押等滞納額」欄は、差押処分実施時の滞納額を表示する。

ヌ 「処分種類」欄は、表示された財産に関連する決議の処分種類名（略称）を表示

する。なお、解除されていない複数の決議が関連している場合には、優先順位※に

より 1つの処分種類が表示されるとともに、末尾に「＊」が付与される。

※ 決議の優先順位と処分種類の表示は以下のとおり。

優先順位 決議種類 処分種類の表示

1 差押決識 差押

交付要求決議

差押（通知）及び交付要求決議

2 交付要求（滞調法第 10条）決議 交付要求

債権差押通知

債権現在額申立

3 参加差押 参加差押

土 交付要求（国税徴収法第 22条）決 交要 22条

墜

5 繰上保全差押決議 繰保差押

6 保全差押決議 保全差押

7 繰上差押決議 繰上差押

8 担保提供を受けた財産 担保 ） 

ル 「決議書番号」欄は、表示された財産に関連する決議の決議書番号を表示する。 ル 「滞納国税総額」欄は、滞納者の現在の総滞納額を表示する。

ヲ 「財産番号」欄は、表示された財産の財産番号を表示する。 ヲ 「判定」及び「充足率」欄は、次のとおり表示する。

⑪徴収可能額こ②滞納国税総額の場合は、「充」と表示し、①＜②の場合は、「不」

と表示する。

なお、充足率は、上記⑫／②の値を表示する。
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改正後 改正前

（注）徴収システムの都合により、徴収可能額／差押国税額にて表示している。

2 「財産区分」欄は、表示された財産の財産区分（小分類）を表示する。

立 「獣産名称」欄は、表示された財産の財産名称を表示する。

ヨ 「所在地、財産の内容、数量（面積）等」欄は、財産種類に応じて次のとおり表

示する。

⑩這 （省略）

之 「見積価額区分」欄は、表示された財産の見積価額区分（評定／概算／（ブランク））

を表示する。

上 「見積価額」欄は、表示された財産の見積価額を表示する。

ユ 「優先担保（債権）額」欄は、表示された財産の優先債権額を表示する。なお、

複数の財産関係者が存在している場合には、全ての優先債権額の合計値を表示す

る゜
L 「徴収可能額」欄は、「見積価額」から「優先担保（債権）額」を差し引いた金

額を表示する。なお、計算結果がマイナスとなる場合には「0」と表示する。

主 「差押等滞納額」欄は、表示された決議の際に選択された国税の現在の滞納額を

表示する。

土 「痙納国税総額」欄は、滞納者の現在の総滞納額を表示する。

ユ 「判定」欄は、充足率（概算）に応じて、 100％以上は「充」、 100％未満は「不」

と表示する。

ム 「充足率（概算）」欄は、「徴収可能額／差押等滞納額X100」で算出された値（小

数点以下は四捨五入）を表示する。
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改正後 改正前

（削除） 204030-018 所在地別差押財産一覧表

【様式】
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99999欝

改正後 改正前

（削除） 204030-018 所在地別差押財産一覧表

【調理要領】

上旦皇

自署管内にある差押財産等（担保徴取財産を含む。以下同じ。）、自局管内にある自署

差押財産等、他局管内にある自署差押財産等について把握し、財産状況等を管理するた

めに作成する。

2 調理要領

山 この帳票は、自署（局）が差し押さえた財産等を抽出対象とする。

なお、徴収の引継ぎが行われた財産については、引継元署が行った処分であっても

自署（局）が差し押さえた財産等とみなして抽出する。

凶 「所在地」は、財産の種類により、次のとおり表示する。

1 動産等の場合は、滞納者の住所（第＝者が保管している場合は、関係者区分 (Z03:

占有煮（第＝者）の住所（所在地））とする。

旦不動産の場合は、不動産の所在地とする。
/‘ ＇ 

△ その他の不動産等の場合は、滞納者の住所（第＝者が保管している場合は、関係

者区分 (Z03：占有者（第三者）の住所（所在地））とする。

三債撞、振替社債等の場合は、第ゴ責務者の所在地』する。

なお、債権差押えにあたり、第＝債務者に連絡先が設定されている場合は、そ

の連絡先（金融機関の支店など。）とする。 ＼ 

主電話加入権の場合は、設置場所とする。

今第＝債務者のある無体財産権等の場合は、二（債権等）に準じる。

上第＝債務者のない無体財産権等の場合は、登記・登録を要する場合は登記・登録

を行う機関とする。それ以外は、滞納者の住所とする。

迎 「抽出条件」欄は、「所在地」、「執行局署」、「財産種別」のいずれかの区分を表示

丈

凶 「出力区分」欄は、「自署管内」、「自局管内」、「他局管内」のいずれかの区分を表示

する。

なお、税務署で出力する場合は、「自局管内」には自署管内分を除く。
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改正後 改正前

固帳票名の（ ）には、「00署」、「自局」、「他局」のいずれかを表示する。

囮表示項目は次のとおりである。

工 「所在地」欄は、大字単位（所在地コードで識別できる単位）で表示する。

口 「局署整理番号」欄（上段）は、滞納者の局署整理番号を表示する。

△ 「滞納者氏名」欄（下段）は、滞納者の氏名（名称）を表示する。

「執行局署」欄（上段）は、差押等を行った税務署または国税局を表示する。

主 「担当者」欄（下段）は、現在の事案担当者の氏名を表示する。

ヘ 「整理区分」欄は、帳票作成日現在の整理区分を表示する。

上 「処理方針区分」欄は、帳票作成日現在の処理方針区分を表示する。

乏 「財産種類」欄は、当該財産の財産区分（小分類）を表示する。

止 「財産名称」欄は、財産情報入力画面で入力した財産名称を表示する。

互 「評定区分」欄は、各種財産の財産情報入力画面で入力した見積価額区分の「未

判定」、「概算」、「評定」等のいずれかの区分を表示する。

と 「評価額」欄は、各種財産の財産情報入力画面で入力した財産の見積価額を表示

する。

芝 「所在地（細目）」欄は、当該財産の所在地の地番等を表示する。

2 「第＝債務者又は財産の保管場所」欄は、第＝債務者又は財産の保管場所を表示

主

立 「地目又は建物種類」欄は、不動産の場合、地目又は建物種類を表示する。

ヨ 「面積」欄は、不動産の場合に、その面堕を表示する。
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改正後

204030-035 従事・滞納整理事務実績（月報）

【調理要領】

1 目 的

（省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

(3) 「2 滞納整理事務実績」欄は、「滞納整理事務事績」画面で事績選択した処分の

回数と税額を表示する。

なお、各欄の表示内容は次のとおりである。

イ （省略）

口 換価の猶予（申請）

国税徴収法第 151条の 2の規定による換価の猶予を行った回数（上段）及び猶予

額（下段）を計上する。

なお、国税通則法第 55条第 1項第 1号の規定による納付委託を受けた証券の券

面額の合計を内書に計上する。

△ 換価の猶予（職権）

国税徴収法第 151条の規定による換価の猶予を行った回数（上伊） び猶予額

（下段）を計上する。

なお、国税通則法第 55条第 1項第 1号の規定による納付委託を受けた証券の券

面額の合計を内書に計上する。

一 （省略）

主 （省略）

今 （省略）

上 （省略）

乏 （省略）

且 （省略）

互 （省略）

ル （省略）
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【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

改正前

204030-035 従事・滞納整理事務実績（月報）

(3) 「2 滞納整理事務実績」欄は、「滞納整理事務事績」画面で事績選択した処分の回

数と税額を表示する。

なお、各欄の表示内容は次のとおりである。

イ （同左）

口換価の猶予

Iヽ

主

ヘ
上

乏

リ

区

換価の猶予を行った回数（上段）及び猶予額（下段）を計上する。

なお、国税通則法第 55条第 1項第 1号の規定による納付委託を受けた証券の券

面額の合計を内書に計上する．

（新設）

（同左）

（同左）

（同左）

（同左）

（同左）

（同左）

（同左）

（同左）



改正後 改正前

z （省略） 止 （同左）

ユ （省略） 旦 （同左）

左 （省略） ユ （同左）

ヨ （省略） 立 （同左）
、←9-

之 （省略） ヨ （同左）

上 （省略） 之 （同左）

ユ （省略） 上 （同左）

ツ （省略） ユ （同左）

主 （省略） ツ （同左）

土 （省略） 主 （同左）

ユ （省略） 土 （同左）

ム （省略） ユ （同左）

(4) （省略） (4) （同左）
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204030-037 

改正後

特別施策の実施状況表 204030-037 

改正前

特別施策の実施状況表

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

301030-002 引受・転入情報作成エラーリスト 301030-002 引受・転入情報作成エラーリスト

【調理要領】 【調理要領】

1 目 的 1 目 的

（省略） （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1)~(5) （省略） (1)~(5) （同左）

(6) 内部事務担当者は、「引受・転入口座作成エラーリスト」が回付された場合は、 (6) 内部事務担当者は、「引受・転入口座作成エラーリスト」が回付された場合は、以

以下の処理要領に基づいて処理する。 下の処理要領に基づいて処理する。

エラーメッセージ 表示条件 処理方法 エラーメッセージ 表示条件 処理方法

（省略） （省略） （省略） （同左） （同左） （同左）

所轄庁変更対象口 転出・引継局 転入・引受局署の職旦が、移行 （新設） （新設） （新設）

座に、源泉集約口座 署と転入・引愛 ツールメーューの「滞納情報更

が含まれています。 局署との間で、 新」画面から時効完成見込生月日

所轄庁変更処理後、 源泉集約の対象 を確認し、適宜補正入力する。

時効完成見込年月日 口座が異なると

を確認してくださ 立

喜 （新設） （新設） （新設）

処分等決議に係る 転入・引受局 転出・引継局署の職且が、便宜

口座のうち、一部の 署において、引 的に差押解除決議等を行った上

口座が所轄庁変更対 き受けた口座情 で、転入・引受局署の職員が、所

象となっています。 報と逓納処分決 轄庁変更再起動処理及び差押決謙

1転出・引継局署にお 議等にひも付く 等を行う。

いて便宜的に解除決 口座情報が不整

議等を行い、所轄庁 合となるとき

変更再起動処理を行

ってください。決議

番号： NNNNNNNNNNNNN
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【調理要領】

「滞納者概況票」

1 目 的

（省略）

2 調理要領

(1)~(1り （省略）

改正後

303000-003 滞納者概況票

303000-004 滞納者概況票付表

(18) 「猶予状況」欄は、当該滞納者について猶予決議を行った場合において、「年月日」

欄に猶予決議の最終決裁年月日、「決議種類」欄に猶予決議略称（納猶、換申、換職、

徴猶、受託及び誓約）、「猶予期間」欄には当該猶予等に係る猶予期間、「猶予額」欄

は当該猶予決議において猶予した国税の合計を表示する。

なお、「履行」欄は納付計画の全工が不履行となっている場合は「不履行」、一部

履行している場合は「一部履行」、全ヱ履行されている場合は「履行」、判定中の場

合は「未判定」と表示する。

また如「担保」欄は担保を徴している場合（財産入力画面で担保設定している場

合）は「有」、担保を徴してない場合は「無」と表示する。

おって、直近の決裁年月日のものから降順に表示し、この欄を超える接触事績があ

る場合には、「猶予状況」欄に「＊」を記載して次葉に表示する。

(19)~(1i) （省略）

「滞納者概況票付表」

（省略）
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【調理要領】

「滞納者概況票」

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1)~(17) （同左）

改正前

303000-003 滞納者概況票

303000-004 滞納者概況票付表

(18) 「猶予状況」欄は、当該滞納者について猶予決議を行った場合において、「年月日」

欄に猶予決議の最終決裁年月日、「決議種類」欄に猶予決議略称（納猶、塾猶、徴猶、

受託及び誓約）、「猶予期間」欄には当該猶予等に係る猶予期間、「猶予額」欄は当該

猶予決議において猶予した国税の合計を表示する。

なお、「履行」欄は納付計画の主竺工が不履行となっている場合は「不履行」、一

部履行している場合は「一部履行」、主竺エ履行されている場合は「履行」、判定中

の場合は「未判定」と表示する。

また「担保」欄は担保を徴している場合（財産入力画面で担保設定している場

合）は「有」、担保を徴してない場合は「無」と表示する。

おって、直近の決裁年月日のものから降順に表示し、この欄を超える接触事績があ

る場合には、「猶予状況」欄に「＊」を記載して次葉に表示する。

(19)～閥 （同左）

「滞納者概況票付表」

（同左）



305000-010 

改正後

取引状況等の照会について（預貯金等関係用） 305000-010 

改正前

照会書（預貯金等用）

【様式】 【様式】

口
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年 月 R
 

画答君所在地

金醜機関名
、/”‘し

包）

局 醤）担当

回

..記のとおり国答します。
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改正後 改正前

305000-010 取引状況等の照会について（預貯金等関係用） 305000-010 照会書（預貯金等用）

305000-011 回答書（預貯金等関係用） 305000-011 回答書（預貯金等用）

【調理要領】 【調理要領】

1 照会の目的等 1 旦
照会文書の本文中の「 」の空欄には、例えば、「国税等の滞納処分」のよう 「照会書（預貯金等用）」は、滞納者等の預貯金取引、貸付金取引等を調査する

に目的を簡潔に記載する。 ために使用する。

回答期限は、照会対象者数や照会内容等を考慮し、遥切に設定する。

照会文書初葉の※欄に、取引照会に係る根拠条文を記載する。

なお、照会に当たり、回答書の作成等について、照会先へ連絡事項がある場合、その

内容を適宜記載する。

2 照会対象者及び照会対象期間 2 調理要領

山 「照会対象者」欄 この「照会書」は、「回答書」とともに金融機関に送付する。

.:i. 照会対象者の住所・所在地及び氏名・名称（屋号） （カナを含む。）を記載する。

旦 照会対象者が複数名に及ぶ場合は、照会文書初葉の「照会対象者」欄の（ ）書

きを横線で削除するとともに、「照会対象者」欄の「氏名・名称（屋号） （カナ）」

欄に、「別紙のとおり」と記載し、別紙「照会対象者一覧表」を添付する。

△ 別紙「照会対象者一覧表」には、照会対象者の「氏名・名称（屋号）」、「カナ」、

「生年月日（設立年月日）」及び「住所・所在地等」を記載する。

三 CIF番号等、照会先金融機関において顧客を特定できる情報が判明している場

、合は、これを照会内容欄の「口 その他」の括弧内又は別紙「照会対象者一覧表」

の「氏名・名称（屋号）」欄に適宜併記する。

盆 「照会対象期間」欄

照会対象期間を記載する。

3 取引状況等（照会内容）

山 回答の必要な照会内容について、各照会内容の口に、 ■又はレ点をする。

なお、照会内容は、個別の調査の状況に応じ、真に必要なものを選択するよう留意

する。

(2) 相続開始年月日など特定の日の残高や貸金庫等取引の有無が必要な場合は、
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改正後

「 年 月 日」にその特定の日を記載する。

凶 「2 取引状況等（照会内容）」に選択肢として挙げた内容以外の照会を実施する

場合は、「口 その他」を選択し、括弧内にその内容を記載するとともに、回答とし

て必要な書類等についても記載する。

また、照会先に対する連絡事項の記載欄として使用する。

なお、照会内容等について括弧内での記載が困難な場合は、適宜の様式を作成し、

添付しても差し支えない。

4 回登萱

回答書下部の「担当者」欄に調査担当者の氏名等を記載する

5 返信用封筒

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料金

受取人払い」＿を使用する。

-56 -
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改正後 改正前

（削除） 305000-013 回答書（預貯金個別用）付表

【様式】

I稚保： 口滋涵1二如I1竺

ニ一ゴE]
国」旦 残吝 備考

．．．．．．．人．．．．．．．．．．．．~．~・~~ 

孜備考i攪には現也当／占泰り虹！瑣,.！出叫貶笞等9)別ケ記．Jヽl，てFが、9

預貯令・絨"'吋 紀吠
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改正後

（削除）

, -60 -

【調理要領】

1 目的

改正前

305000-012 照会書（預貯金・個別用）

305000-013 回答書（預貯金・個別用）

回答書（預貯金・個別用）付表

回答書（預貯金・個別用）付表 次葉

「照会書（預貯金・個別用）」は、滞納者等の預貯金口座の異動状況を調査する

ために使用する。

旦調理要領

この「照会書」は、「回答書」、「付表」 び「付表 次 」とともに金融機関に

送付する。



改正後

（削除）

改正前

305000-014 回答書（預貯金個別用）付表次葉

【様式】

方、ー又済，＇鋭
隕
は

貸
（

茂穿 I［備考

召 ヤ

環灼々 ・船％9屯 i,＂t 次業
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改正後 改正前

（削除） 305000-014 照会書（自己宛小切手事項用）

305000-015 回答書（自己宛小切手事項用）

【調理要領】

上旦＿抱

「照会書（自己宛小切手事項用）」は、金融機関の振り出した自己宛小切手の取組依

頼人を調査するために使用する。

旦調理要領

この「照会書」は、「回答書」とともに金融機関に送付する。

「＇
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305000-026 

改正後

取引状況等の照会について（証券会社用） 305000-026 

改正前

照会書（証券会社用）

【様式】 【様式】
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改正後

305000-026 取引状況等の照会について（証券会社用）別紙

改正前

（新設）

【様式】

別紙

照会対象者’一覧表

氏名・名称（松刃•) i カ ナ
.4.9半f.lll
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姜）•99
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改正後 改正前

305000-027 回答書（証券会社用） 305000-027 回答書（証券会社用）

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

305000-026 取引状況等の照会について（証券会社用） 305000-026 照会書（証券会社用）

305000-027 回答書（証券会社用） 305000-027 回答書（証券会社用）

【調理要領】 【調理要領】

1 照会の目的等 1 目的

照会文書の本文中の「 」の空欄には、例えば、「国税等の滞納処分」のよう 「照会書（証券会社用）」は、滞納者等の所有する証券等取引口座の有無、保護預か

に目的を簡潔に記載する。 りの有無、信用取引の有無及び累積投資等取引の有無を調査するために使用する。

回答期限は、照会対象者数や照会内容等を考慮し、適切に設定する。

照会文書初葉の※欄に、取引照会に係る根拠条文を記載する。

なお、照会に当たり、回答書の作成等について、照会先へ連絡事項がある場合、その

内容を適宜記載する。

2 照会対象者及び照会対象期間 2 調理要領

山 「照会対象者」欄 この「照会書」は、「回答書」とともに証券会社等に送付する。

工 照会対塾者の住所・所在地及び氏名・名称（屋号） （カナを含む。）を記載する。

旦照会対象者が墾数名に及ぶ場合は、「照会対象者」欄の「氏名・名称（屋号） （カ

ナ）」欄に、「別紙のとおり」と記載し、別紙「照会対象者一覧表」を添付する。

△ 別紙「照会対象者一覧表」には、照会対象者の「氏名・名称（屋号）」、「カナ」、

「生年月日（設立年月日）」及び「住所・所在地等」を記載する。

三 口座番号等、照会先証券会社において顧客を特定できる情報が判明している場合

は、これを照会内容欄の「口 その他」の括弧内又は別紙「照会対象者一覧表」の

「氏名・名称（屋号）」欄に適宜併記する。

盆 「照会対象期間」欄

照会対象期間を記載する。

3 取引状況等（照会内容）

山 回答の必要な照会内容について、各照会内容の口に、 ■又はレ点をする。

なお、照会内容は、個別の調査の状況に応じ、真に必要なものを選択するよう留意

主

盟相続開始年月日など特定の日の預り資産の明細が必要な場合は、「 年 月

日」にその特定の日を記載する。
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改正後

固 「2 取引状況等（照会内容）」に‘択肢として挙げた内容以外の照会を実施する

場合は、「口 その他」を選択し、括弧内にその内容を記載するとともに、回答とし

て必要な書類等についても記載する。

また、照会先に対する連絡事項の記載欄として使用する。

なお、照会内容等について括弧内での記載が困難な場合は、適宜の様式を作成し、

添付しても差し支えない。

4 回答書

回答書下部の「担当者」欄に調査担当者の氏名等を記載する。

5 返信用封筒

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料金

受取人払い」を使用する。

-69 -

改正前



305000-028 

改正後

契約内容の照会について（生命保険・共済用） 305000-028 

改正前

照会書（生命保険契約用）

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

305000-028 契約内容の照会について（生命保険・共済用）別紙 （新設）

【様式】

別紙

照会対象者一覧表

氏名・ 1"，林 カ•/· 住所・所 (f.地

※ 性罪"党欧l:liを意．

（注）．I・灌位）f照全対象名jについては． rtti所・所tl湛店欄況9・全ての住所・所在地につし、てお澤ぺ願います，

rtili吝に＼！ば．ヽ；,-c、照会対象者：：：しに、取引ありの場合は有に〇を、JMit.r.l.if.)摂合は無に0を記栽願し、ます^
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305000-029 

改正後

回答書（生命保険・共済用） 305000-029 

改正前

回答書（生命保険契約用）

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

305000-028 契約内容の照会について（生命保険・共済用） 305000-028 照会書（生命保険契約用）

305000-029 回答書（生命保険・共済用） 305000-029 回答書（生命保険契約用）

【調理要領】 【調理要領】

1 照会区分 1 旦＿胆

照会対象者について、既に照会を行っている場合（過去に行った照会に係る滞納国税 「照会書（生命保険契約用）」は、滞納者等の所有する保険契約の有無及び保険契約

が完結しているものを除く。）には「再照会」の口に、 ■又はレ点をするとともに、「3 の内容を調査するために使用する。

その他特記事項」欄等に、当初照会時の文書番号及び回答日を記載する必要があること

に留意する。

2 照会対象者 2 調理要領

山 照会対象者の住所・所在地及び氏名・名称（カナを含む。）を記載する。照会対象 この「照会書」は、「回答書」とともに生命保険会社等に送付する。

者の「性別」が判明している場合、性別を記載する。

図照会対象者が複数名に及ぶ場合は、「照会対象者」欄の「氏名・名称」欄に、「別紙

のとおり」と記載し、別紙「照会対象者一覧表」を添付する。

別紙「照会対象者一覧表」には、照会対象者の「氏名・名称」、「カナ」、「生年月日」

及び「住所・所在地」を記載する。照会対象者の「性別」が判明している場合、性別

を記載する。

3 その他（特記事項）

「2 照会内容」以外の照会を実施する場合は、「3 その他（特記事項）」にその内

容を記載する。

なお、照会内容等について「3 その他（特記事項）」欄の〔 〕内に記載でき

ない場合には、適宜の様式を作成し、添付する。

4 文書番号

照会に当たり、文書番号を取得し、照会文書（照会用）の右上に記載する。なお、文

書番号は、税務署及び局特整等ごとに管理する（例：麹町・徴第 1号、東局・特整第2

可可。

なお、文書番号は、発送薄又は文書番号を管理するための管理薄等により暦年で管理

する。

旦回登畳
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改正後 改正前

回答書下部の「担当者」欄に担当者の氏名等を記載する。

6 返信用封筒

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料金

受取人払い」を使用する。
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改正後

305000-052 契約内容の照会について（損害保険・共済用）

改正前

305000-052 照会書（損害保険契約用）

【様式】 【様式】

御中

ー第サ

-勺L-月_H

国税局長

税務牲長囲

契約内容の照会について （口 再照会）
頃燿保衷．允渋用9

御多忙9l)ところ悉縮＇ですが、閲税等の滞納処分 5)ため、必感がありま＂・ヤので、..ド記 9r)照会対象者にf系

る IKI余内容をお調べ¢)~K、御[9]符願いKi••S

なお、 fiil答にヽわさましては， rrBl答訊 i、•こ灌i!}、 e,}K、！殿全内容に関する間係資料を浴f;ft，ていただ<

なゼして、 i崩ffil答願います•·

※ :::9)ll¥1会は、国税徴叔法第叫1条の規定に茄づくも0)です鵬≪

．．
 a.5 "^" 

檸

地

生年1)H I ;f• 月 H 

t> 

m 

母

＂ '
‘ 

2 照会内宕
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ •· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ·• ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・” 

ill 保l災契約 i共済契約〕＂'有無 ！＆期中U)配当［割屎紀の有無（配当年月 H

!21 英向d)1薗匂［共済種・煩］ （策炭年）1È；、配当金額渾阻討戻金0.l企額） ｝ 
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改正後 改正前

305000-052 契約内容の照会について（損害保険・共済用）別紙 （新設）

【様式】

別紙

照会対象者・•覧表

氏名・名称 ゾ9 "，ム 生年tln 住所・所在地

憚）．1：沿政） i 照·会対象者．心~99いては、 ii社所・ j所（紐相憫の全ての住Hi·}所在地に’:，し‘てお調•i蜘ヽ・ます．，

Inl沼iご当たって．照会対象者ごとi..、IR'JIあ切の場合1出fずに0を取引なi．の場合は無｛，ゴ(.)を記載願いますぐ
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305000-053 

改正後

回答書（損害保険・共済用） 305000-053 

改正前

回答書（損害保険契約用）

【様式】 【様式】

屈・瑞整理閥

年＿Jl＿ H

国税局長

税務将・民殿

省板

話
敗

淑

＇

ヽ

回
r

ノ

回 答 苫

＂＇一月＿Hi··i• 第 号q)「契約内容（り照会について t損古保験・；t辟珊） J 

i・←丸ヽ て、下記,!)/:おb[9l笞！、ます“
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改正後 改正前

305000-052 契約内容の照会について（損害保険・共済用） 305000-052 照会書（損害保険契約用）

305000-053 回答書（損害保険・共済用） 305000-053 回答書（損害保険契約用）

【調理要領】 【調理要領】

1 照会区分 1 旦直

照会対象者について、既に照会を行っている場合（過去に行った照会に係る滞納国税 「照会書（損害保険契約用）」は、滞納者等に係る植害保険契約の有無、契約内容等

が完結しているものを除く 2)には「再照会」の口に、 ■又はレ点をするとともに、「3 を調査するために使用する。

その他特記事項」欄等に、当初照会時の回答日を記載する必要があることに留意する。

2 照会対象者

山 照会対象者の住所・所在地及び氏名・名称（カナを含む。）を記載する。 2 調理要領

盆 照会対象者が態数名に及ぶ場合は、「照会対象者」欄の「氏名・名称」欄に、「別紙 この「照会書」は、「回答書」とともに損害保険会社に送付する。

のとおり」と記載し、別紙「照会対象者一覧表」を添付する。

別紙「照会対象者一覧表」には、照会対象者の「氏名・名称」、「カナ」、「生年月日」

及び「住所・所在地」を記載する。

3 その他（特記事項）

「2 照会内容」以外の照会を実施する場合は、「3 その他（特記事項）」にその内

容を記載する。

なお、照会内容等について「3 その他（特記事項）」欄の〔 〕内に記載でき

ない場合には、適宜の様式を作成し、添付する。

4 回釜萱
‘̀‘ 

回答書下部の「担当者」欄に担当者の氏名等を記載する。

5 返信用封筒

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料金

受取人払い」を使用する。
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改正後

305000:.065 貯金等照会書（その 1．ー対一窓口用）臨場・郵送共通

【調理要領】

1 目的

（省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

図返信用封筒

通常貯金の取引状況調査（継続紙）

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料

金受取人払い」を使用する。

-79 -

改正前

305000-065 貯金等照会書（その 1・一対一窓口用）臨場・郵送共通

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

（新設）

通常貯金の取引状況調査（継続紙）



改正後

305000-066 貯金等照会書（その2・通常貯金口座等用）取引状況調査（継続紙）

305000-067 税務調査の文書照会に対する回答書

305000-068 取引状況の回答書（貯金等の取引状況）

【調理要領】

1 目的

（省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

固返信用封筒

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料

金受取人払い」を使用する。
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改正前

305000-066 貯金等照会書（その2・通常貯金口座等用）取引状況調査（継続紙）

305000-067 税務調査の文書照会に対する回答書

305000-068 取引状況の回答書（貯金等の取引状況）

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

（新設）



改正後

305000-069 貯金等照会書（その 3．振替口座等照会用）取引状況調査（継続紙）

305000-067 税務調査の文書照会に対する回答書

305000-070 取引状況の回答書（振替口座等の取引状況）

【調理要領】

1 目的

（省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

固返信用封筒

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料

金受取人払い」を使用する。
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改正前

305000-069 貯金等照会書（その 3．振替口座等照会用）取引状況調査（継続紙）

305000-067 税務調査の文書照会に対する回答書

305000-070 取引状況の回答書（振替口座等の取引状況）

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

（新設）



改正後

305000-071 貯金等照会書（その4•小切手等照会用）取引状況調査（継続紙）

305000-067 税務調査の文書照会に対する回答書

305000-072 取引状況の回答書（小切手等の取引状況）

【調理要領】

1 目 的

（省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

凶返信用封筒

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料

金受取人払い」を使用する。
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改正前

305000-071 貯金等照会書（その4•小切手等照会用）取引状況調査（継続紙）

305000-067 税務調査の文書照会に対する回答書

305000-072 取引状況の回答書（小切手等の取引状況）

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

（新設）

、ノ



改正後

305000-073 貯金等照会書（その 5•投資信託取引用）取引状況調査（継続紙）

305000-074 税務調査の文書照会に対する回答書（投資信託取引用）

305000-075 取引状況の回答書（投資信託の取引状況）

【調理要領】

1 目的

（省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

迎返信用封筒

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料

金受取人払い」を使用する。
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改正前

305000-073 貯金等照会書（その 5•投資信託取引用）取引状況調査（継続紙）

305000-074 税務調査の文書照会に対する回答書（投資信託取引用）

305000-075 取引状況の回答書（投資信託の取引状況）

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

（新設）



！～ 

改正後 改正前

305000-076 簡易保険等照会書兼回答書 305000-076 簡易保険等照会書兼回答書

【調理要領】 【調理要領】

1 目 的 1 目的

（省略） （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1) • (2) （省略） (1) • (2) （同左）

図返信用封筒 （新設）

この照会文書を送付する際に同封する返信用封筒は、角 2型の「特定記録扱いの料

金受取人払い」を使用する。
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改正後

305000-0078ー血 出入（帰）国記録の照会について（依頼）

改正前

305000-0078 出入国記録等に関する照会について

【様式】 【様式】

平成年月 H

東京入団管理局長殿

税務薯長

財務専務官

出人（帰）国記録の照会について（依頼）

欅題r)こじについてはJ訂税滞納姐分において必粟があるため、 •Ff収）とおり対象者に係る出人（帰）

園記録を御回答顆います，

記

1 照会対象記録 口 t1本人出帰団記録 □外国人出入r月記録

2 11i拠法令 国税漱収法第 l46条の2

3 対象者

(li 国指吟

図氏名

⑱ 91；年月 H

i4i tl；別

｛5) そ (f•• 他

4 対象期 It] （西暦） 年月日から

（照会可1詣期間以前について1il答を亜する規合はそげ）咄山）

5 特記事項

年月 H まで

東京入閂管理冴炭殿

祝務讐艮
阻襄事務官

出入国記録等に国する照会等について

祷紅中恐籍ですがヤ閂狡，讚訥処分のだ，ぷ森凛があ勺安すmで、閂税撒収法t46条

r)2に基づき下記の名七

きまして嗣回答ダAださるようお願いします4

記

1．出入国配鉛寄
U3奴．名

(2)性別

（約本籍地
サ国籍

a3住丙地

岱） 名ゾ芽`爵 9;

（6)鰈会する鎖問

t
 

月J‘
 ・甜，A

)
 

ヽヽ

船月 9 ，～ 打；月往i

il. 外国人登磁訊蕩代§¥_.）の交付中精

終閂入登総騎渾

（万し）の要否

3. 臆会理出

旧紀調査対象＃屯海外渡航L‘ている玩いがあり｀その瓢向を把握するため出入閂
等が）記録埠；；＇必姿である．

口苔 口憂 部

II!!.当者）

連絡先（ 姐喝
電話 、B

9
,

＼， 
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改正後 改正前

305000-0078—迎1 出入（帰）国記録の照会について（依頼） 305000-078 出入国記録等に関する照会について

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1) 「出入（帰）国記録等に関する照会について」は、東京入国管理局（出入・登録照 (1) 「出入国記録等に関する照会について」は、東京入国管理局（出入・登録照会担当）

会担当）宛に送付する。 並工に送付する。

（注） 持込による照会ができないため、郵送する。 （注） 持込による照会ができないため、郵送する。

(2) 「1 照会対象記録」 (2) 「1出入国記録等」欄

照会する記録について、いずれかを選択する。 1 「氏名」、「性別」欄は、「照会文書作成」入力時に設定した氏名、性別を表示す

る゜
なお、性別が未入力の場合は、空欄表示となるため適宜の形で補正する。

ロ 「本籍地」、「住所地」及び「生年月日」は、「照会文書作成」入力時に設定した

住所及び生年月日を表示する。ただし、「（国籍）」は空欄表示となるため適宜の

形で補正する。

Iヽ 「照会する期間」は、「照会文書作成」入力時に指定した期間を表示する。

三 この他、判明している場合には、旅券番号、出帰国年月日、出帰国港、在留カー

ド番号等を記載する。

凶 「3 対象者」 (3) 「3外国人登録原票（写し）の交付申請」欄

ー照会文書につき、対象者は一人とする。 平成 24年7月9日以前における外国人登録原票又は外国人登録記録を取得する場

ただし、対象者が複数人であり、これらの者について同時に回答を要する等特段 合に、「要」欄にチェックを付し、必要部数を記載する。

旦
理由がある場合は、「 3対象者」以下に「別紙のとおり」と記載した上、別紙様式

「照会対象者一覧」（様式 305000-0078-004)を使用して差し支えない（この場合、

照会文書と別紙に割印を押なっすることに留意する。）。

.:i 国籍等

旦照会対象記録が「日本人出帰国記録」の場合

「日本」と記載する。また、判明している場合は、本籍地を併せて記載する。

(n) 照会対象記録が「外国人出入国記録」の場合
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改正後 改正前

対象者の国籍を記載する。また、判明している場合は、台湾、香港、北朝鮮等

の地域名を記載する。

旦氏条

皿 日本人及び下記 (n)以外

対象者の氏名を、英字 (LastName、FirstName(、MiddleName)の順）で

記載する。

但中国人及び韓国人・朝鮮人

対象者の氏名を、英字及び漢字（姓名 (LastName、FirstName))で記載す

る゜
なお、通称名のみ記載した場合は、回答されないことに留意する。

△ 生年月日

対象者の生年月日を西暦で記載する。

三饂

対象者の性別を記載する。

主歪疇

“L 照会対象記録が「日本人出帰国記録」の場合

判明している場合は、旅券番号、出帰国年月日、出帰国港等を記載する。

但照会対象記録が「外国人出入国記録」の場合

判明している場合は、出入国年月日、出入国港、出入国記録番号 (ED番号）、

在留カード番号、特別永住者証明書番号、外国人登録番号を記載する。 （新設）

凶 「4 対象期間」 ， 

照会日の属する年の 1月1日を起点として、 5年前から当年の照会日の前日まで

の間について照会可能であるため、このうち回答が必要な期間を記載する。

なお、照会可能期間以前について回答を要する場合は、その期間及び回答の必要

性を記載する。）。

固 「5 特記事項」

特に緊急を要する場合は、緊急である旨及びその理由を記載する。

(6) その他留意事項
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改正後 改正前

1 照会者（所属長）の官職及び氏名を記載の上、官印を押なっする。

なお、照会文書が塑数枚に及ぶ場合は割印、訂正箇所がある場合は訂正印が必要

であることに留意する。

口 担当者の氏名（難読氏名である場合は、ふりがなを付す。）及び電話番号（内線

番号を含む。）を記載する。

,J 

-88 -



改正後

305000-0078-002 外国人登録記録等の照会について（依頼）

改正前

（新設）

【様式】

平成年月 n

東京．Al.1汗j唄局仕渋

悦窃母仕

財務亭務官

外は J、在紐記録等0) 照知、一、·,＼・ヽ •r: （依頼；

標栢釘心．・・’:i.. 、汎ヽて；ニ、国悦滞訥処分i:• おいてぶ•要が 1•9 るため、下00況9 ．し：お 9）対象者9•1系る外国人

£ff.ill.j;＊な御lnl答又は外国）、立仕Iギ嶼り）＃1ぇiべci寸廂いま1,

甜

1 照；；；対象記録 □．外国人・登録記録 口．外国人登録用隈fJ".9写 L

2 ilt栴怯令 国r北伝収法苓 1祁・・伶d.92

者

等

名

n
別

他

"・9. 
”3 

羞
a

象

f

年

囚

氏

t
性

そ

J
 

k
 

ぃ
i
心
切
｝
固

3
 

4 外囚人廿録l＋磁u：＇開会「当た :"l"I笞な,llf・t,るま項及び理山

ilI |d笞を咲する事項

（旧外国）、且録法.lf!.J 条宅 1 項．各 9: ．つFめそ，事項等 oJ'） うち，和 ',t旨字•ヤる宰項）

u同応I'澤・ヤる国：t．おけるi杓，）「又は居所（ 7g•I U 出生lth(8乃I

n臓宅：． 9サ） n麻券配サ：．IQサ）

II旅券堵i-j-9,9年4n :11号： 11上訟許可9:9年Hn n2号：

II -.!-/If土である壻合；ーは、 -:tt措匂杓成する廿J.i氏．t、出生り．I年Hn、囚栢如、咋屯土とJ)忙俯 9:3号｝

u和 1;i.＿あるな汲ひ：む偶如．ぽ：：名。出＇瞑冴サ in如汗叩葎 (19g: 
U 勤務yli．文ば零務HiV9も称及G'eli/¥.ltl!(20-lj-l 

□ 7点 口牲．t
＇’:： 指宗するギ屯：こ”)いて回．答る要する坪由

1.,1: (1, ¼l- 、 15 号， 19 サ． 29) サ及び写哀を持：こI廿定 1,ie．堤臼の理山ffi'.j心 9.＞参・出例：

困税滞泊処分に当たと、収人状況9.）i紺忍木邦家族v)存（T-、而按時：．こお11".,．人物持字、そ・げ）

他関連すろ字9如•I哀認するダ・要があるた烈

5 特記ギ項

1担当'It)
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改正後 改正前

305000-0078-002 外国人登録記録等の照会について（依頼） （新設）

【調理要領】

上 目 的

「外国人登録記録等の照会について」は、滞納者等の外国人登録記録等を確認するた

めに使用する。

2 調理要領

山 「外国人登録記録等の照会について」は、東京入国管理局（出入・登録照会担当）

宛に送付する。

」塁持込による照会ができないため、郵送する。

図 「1 照会対象記録」

照会する記録についていずれかを選択する。

迎 「3 対象者」

ー照会文書につき、対象者は一人とする。

ただし、対象者が複数人であり、これらの者について同時に回答を要する等特段の

理由がある場合は、「3対象者」以下に「別紙のとおり」と記載した上、別紙様式「照

会対象者一覧」（様式305000-0078-004)を使用して差し支えない（この場合、照会文

書と別紙に割印を押なっすることに留意する2)。

工国匿笠

対象者の国籍を記載する。また、判明している場合は、台湾、香港、北朝鮮等の

地域名を記載する。

旦兵条

皿中国人及び韓国人・朝鮮人

対象者の氏名を、英字及び漢字（姓名 (LastName、Firs t Name)）で記載す

る゜
なお、通称名のみ記載した場合は、回答されないことに留意する。

皿 （イ）以外

対象者の氏名を、英字 (LastName、FirstName(、MiddleName)の順）で

記載する。

ハ生年月日
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改正後

対象者の生年月日を西暦で記載する。

三饂

対象者の性別を記載する。

主歪謳

且L照会対象記録が「外国人登録記録」の場合

判明している場合は、外国人登録番号、居住地を記載する。

迎L照会対象記録が「外国人登録原票の写し」の場合

判明している場合は、外国人登録番号、居住地、外国人登録原票の閉鎖年月

日、閉鎖理由及び最終登録地を記載する。

凶 「4 外国人登録原票の写しの照会に当たり回答を要する事項及び理由」

1 回答を要する事項

照会対象記録が「外国人登録原票の写し」の場合、旧外国人登録法第4条第 1項

各号に定める事項、写真及び署名のうち回答を要する事項を選択する。

口 指定する事項について回答を要する理由

(1)において選択しだ事項について回答を要する理由を記載する。

固 「5 特記事項」

特に緊急を要する場合は、緊急である旨及びその理由を記載する。

囮その他留意事項

工照会者（所属長）の官職及び氏名を記載の上、官印を押なっする。

なお、照会文書が複数枚に及ぶ場合は割印、訂正箇所がある場合は訂正印が必要

であることに留意する。

ロ 担当者の氏名（難読氏名である場合は、ふりがなを付す。）及び電話番号（内線

番号を含む。）を記載する。

-9 l -

改正前



改正後

305000-0078-003 在留カード記録•特別永住者証明書記録等の照会について（依頼）

【様式】

平成年月日

東京入団笠理屈長殿

柑務署矢

財務亭務店

(£留；1-lヽ＇記録・待別永住．者証 1}]藝dd録等iT)照会について（依栢）

憐題，·乃ことについては、国税滞訥迅分において必要が1？るため｀下ieグjとおり対象苔i~係る(£留h

一刃記録•特別永住·者証明華i』鉗9 :J）ヽh'.寅）を1雑固笞願いよす，

配

1 照会対象記録 口在招かーヽ・記録・衿月IJ永i*-者証明苫記錢

U {E留カーゞ記録•特けIJ 永住．吝証明雀記録がヴ·真

2 根祖法令 国税係＇収法笞 lll) 条 v.•2

：う対象者

Il1 国粍苓

12l 氏名

13, 生年 H日

i1I 性別

13! キ o;、他

4 写在を必要とする理由

l'il柑滞伯処分r 当たり、写~i~ よる対象者I/、)j.;人 h嵐記を行う：I~要があるため．

5 特記事瑣

［担当者］
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（新設）



改正後 改正前

305000-0078-003 在留カード記録•特別永住者証明書記録等の照会について（依頼） （新設）

【調理要領】

...l..旦一胆
「在留カード記録•特別永住者証明書記録等の照会について（依頼）」は、滞納者等

の在留カード記録•特別永住者証明書記録等を確認するために使用する。

2 調理要領

山 「在留カード記録•特別永住者証明書記録等の照会について（依題）」は、東京入

国管理局（出入・登録照会担当）宛に送付する。

（注） 持込による照会ができないため、郵送する。

盆 「1 照会対象記録」

照会する記録について、いずれか又は両方を選択する。

固 「3 対象者」

ー照会文書につき、祖象者は一人とする。
I 

ただし、対象者が複塾人であり、これらの者について同時に回答を要する等特段の

理由がある場合は、「3対象者」以下に「別紙のとおり」と記載した上、別紙様式「照

会対象者一覧」（様式 305000-0078-004)を使用して差し支えない（この場合、照会文

書と別祗に割印を押なっすることに留意する。）。

工旦璽笠

対象者の国籍を記載する。また、判明している場合は、台湾、香港、北朝鮮等の

地域名を記載する。

旦兵企

Jil. 中国人及び韓国人・朝鮮人

対象者の氏名を、英字及び漢字（姓名 (LastName、FirstName)）で記載す

る゜
なお、通称名のみ記載した場合は、回答されないことに留意する。

血 （イ）以外

対象者の氏名を、英字 (LastName、FirstName(、MiddleName)の順）で

記載する。
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改正後

△ 生年月日

対象者の生年月日を西暦で記載する

三麟

対象者の性別を記載する。

杢至疇
判明している場合は、外国人登録番号、居住地、在留カード番号、特 lj永住者証

明書番号を記載する。

凶 「4 写真を必要とする理由」

在留カード記録•特別永住者証明書記録の写真について照会を行う場合は、写真を

要する理由を記載する。

国 「5 特記事項」

特に緊急を要する場合は、緊急である旨及びその理由を記載する。

囮その他留意事項

.:i 照会者（所属長）の官職及び氏名を記載の上、官印を押なっする。

なお、照会文書が数枚に ぶ場合は割印、訂正箇所がある場合は訂正印が必要

であることに留意する。

口 担当者の氏名（難読氏名である場合は、ふりがなを付す。） び電話番号（内線

番号を含む。）を記載する。
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改正前



改正後 改正前

305000-0078-004 照会対象者一覧 （新設）

【様式】

（別紙）

照会対象者一覧

対象者
国措等 氏名

牛＿年月 H
性別 そ•(}）他

番号 ：西暦：

l 

2 

3 

4 

5 
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【調理要領】

1 目 的

改正後

305000-0078-004 照会対象者一覧

「照会対象者一覧」は、「出入（帰）国記録の照会について（依頼）」（様式 305000

-0078-001)、「外国人登録記録等の照会について（依頼）」（様式 305000-0078-

002) 、「在留カード記録•特別永住者証明書記録等の照会について（依頼）」（様式

305000-0078 

-03)において、対象者が複数人である場合に別紙として使用する。

旦調 理 要 領

「出入（帰）国記録の照会について（依頼）」（様式305000-0078-001)、「外国人登

録記録等の照会について（依頼）」（様式 305000-0078-002) 、「在留カード記録•特別

永住者証明書記録等の照会について（依頼）」（様式 305000-0078-003)の調理要領に

準じて処理する。
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改正後 改正前

307010-082 徴収の猶予取消決議書 307010-082 徴収の猶予取消決議書

307010-083 徴収の猶予取消決議書（副本） 307010-083 徴収の猶予取消決議書（副本）

307010-084 徴収の猶予取消通知書 307010-084 徴収の猶予取消通知書

「徴収の猶予取消決議書」 「徴収の猶予取消決議書」

1 目 的 1 目 的

（省略） （同左）

2 調理要領 2 調理要領

（省略） （同左）

「徴収の猶予取消通知書」 「徴収の猶予取消通知書」

1 目 的 1 目 的

（省略） （同左）

2 調理要領 2 調理要領

各欄の記載要領は、上記「徴収の猶予取消決議書」に準ずる。 山各欄の記載要領は、上記「徴収の猶予取消決議書」に準ずる。

図 「徴収の猶予取消通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関

するお知らせ」が印字される。
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＇ 納付誓約書 ． 
年 )j 

＂ 
税務射貶殴

fti吋｛所在地）

氏名 9法人名） 俎t

私 {;gi．いが、本 H現在において滞納じ（いる下記国税労については、右納トt3HIii 脊 付 計 画

のとおり納／、且、ますぐ 年 月 t:i 納付金額

また｀今後．納・jlJI限が保来する困税等については、期丑内に納1孔、ます．．
円

゜H..、納付ぷ1項 合あるいは新たな滞納を発佐させた均合には、抵押え

目又は公完処分を受けることについて、 1分に；を明を受け、承知しく・います，・

なお、窟税通貝Ii法第60条の規定による廷滞税についてもあわせて納付します（換価
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＇ 納 付 誓 約 書

税務惑長殿 仔． 月 t1 

住所（i封tt:Jl!l> 納 付 計 訓

年 Jl f・1 納付金韻
氏名｛法）、名｝ ⑲ 

円

私（酋社）が．＊ i:i現在において措納しているF記因税等については．右紡付計繭

の1::お’'納付1．ます， ゜また．今後、納期限が到来する浬税等については、期限内に納付します＞ 目． ガ•••••、朝付が・ト寸§.fi となった場合あるいは新たな滞納を経 Jt：させた場合には染·押え
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改正後 改正前

307010-085 納付誓約書 307010-085 納付誓約書

【調理要領】 【調理要領】

1 目 的 1 目 的

「納付誓約書」は、納税者から滞納国税を一時に納付することが困難である旨の申 「納付誓約書」は、納税者から短期間内（おおむね3か月以内）に完納する納付計

出がある場合において、納税について誠実な意思を有すると認められ、かつ、次のい 画の申出があり、かつ、その履行が確実と認められる場合において滞納者に記載させ

ずれにも該当するときに使用する。 ゑ

① おおむね3月以内に完納する計画であること。

盈 納税者の事業の状況、収支や財産の状況その他の事情からみて確実な履行が見込

まれること。

盈分割納付の期間中に新たな滞納の発生が見込まれないこと。

2 調理要領

(1) 「納付誓約書」は、各局において、当該様式をひな型として原本及び写しによる 2 調理要領

複写式用紙を刷成し使用することとして差し支えない。 (1) 「納付誓約書」は、各局において、当該様式をひな型として原本及び写しによる

(2) 次に掲げる項目は、塾壁査本人巫記載主ゑ。 複写式用紙を刷成し使用することとして差し支えない。

イ 「年月日」欄は、納付誓約書を作成する年月日を記載丈ゑ。 (2) 次に掲げる項目は、浬納査本人に記載させる。

ロ 「住所（所在地）」欄は、住所（所在地）を記載丈ゑ。 イ 「年月日」欄は、滞納者が納付誓約書を作成する年月日を記載室竺ゑ。

Iヽ 「氏名（法人名）」欄は、氏名（名称）を記載上、押印主ゑ。 口 「住所（所在地）」欄は、滞納者の住所（所在地）を記載室共ゑ。

「納付計画」欄は、納付予定日及び納付金額を記載主ゑ。 /¥ 「氏名（法人名）」欄は、滞納者の氏名（名称）を記載立~押印窒共ゑ。

ホ 「滞納国税等」欄は、この様式の作成日現在において滞納となっている国税笠 「納付計画」欄は、納付予定日及び納付金額を記載させる。

を記載丈ゑ。なお、この欄を超える場合は、別紙として滞納国税目録を添付する ホ 「滞納国税等」欄は、滞納者の滞納国税を記載立竺ゑ。なお、この欄を超える

こととして差し支えない。 場合は、別紙として滞納国税目録を添付することとして差し支えない。

ヘ 「延滞税」欄は、この様式の作成日現在において確定延滞税がある場合は、当

該税額を記載する。ただし、未確定延滞税の場合は、「（要す）」と記載主ゑ。 ヘ 「延滞税」欄は、この様式の作成日現在において確定延滞税がある場合は、当

固 「墜務署整理欄」は、徴収システムの「猶予決議・猶予取消決議」画面において 該税額を記載させる。ただし、未確定延滞税の場合は、「（要す）」と記載立共ゑ。

納付誓約の内容を入力することにより自動付番される決議書番号を記載する。 （新設）

出 「連絡先」欄は、担当の所属する部門名、氏名、電話番号及び内線番号を記載す

る。 固 「連絡先」欄は、担当の所属する部門名、氏名、電話番号及び内線番号を記載す

固 この様式を収受した場合は、写しを作成し、提出されたものと写しのいずれにも る。
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改正後

収受印を押印して、その写しを納税者へ交付する。

原本は、滞納処分票に編てつし、適切に保管する。

（削除）

-101 -

改正前

凶 この様式を収受した場合は、写しを作成し、提出されたものと写しのいずれにも

収受印を押印して、その写しを滞納者へ交付する。

原本は、滞納処分票に編てつし、適切に保管する。

(5) 郵便又は信書便で提出された場合は収受印の日付によらず、通信日付が提出の日

となる。



改正後 改正前

307020-002 滞納処分の停止適否点検表（その 2) 307020-002 滞納処分の停止適否点検表（その2)

【様式】 【様式】
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改正後

307020-001 滞納処分の停止適否点検表（その 1)

307020-002 滞納処分の停止適否点検表（その 2)

【調理要領】

1 目的

（省略）

2 調理要領

(1)~(4) （省略）
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改正前

307020-001 滞納処分の停止適否点検表（その 1)

307020-002 滞納処分の停止適否点検表（その 2)

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

(1)~(4) （同左）



307020-004 

改正後

滞納処分の停止決定調査書（ 1-その 1) 307020-004 

改正前

滞納処分の停止決定調査書（ 1-その 1)

【様式】 【様式】 ヽ
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改正後 改正前

307020-004 滞納処分の停止決定調査書（ 1-その2)個人用 307020-004 滞納処分の停止決定調査書（ 1-その 2)個人用

【様式】 【様式】
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307020-004 

改正後

滞納処分の停止決定調査書（ 1-その 2)法人用 307020-004 

改正前

滞納処分の停止決定調査書（ 1-その 2)法人用

【様式】 【様式】

g
i
ィ
岨

{
"
{
f
和
9
ご

-106 -



改正後 改正前

307020-004 滞納処分の停止決定調査書（ 1_その 3) 307020-004 滞納処分の停止決定調査書（ 1-その 3)

【様式】 【様式】
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改正後

307020-004 滞納処分の停止決定調査書 1

【調理要領】

1 目 的

（省略）

2 調理要領

「（ 1-その 1)」

(1) 「滞納処分の停止税額及び収納状況」欄の「処理済額の内訳」欄は、次により記

載する。

イ 「納付」欄は、「公売等受入」欄に記載した以外の全工の現金収入（租税条約等

に基づく徴収共助により相手国等から送金を受けた額（為替差益に相当する額を

除く。）を含む。）を記載する。

口 「公売等受入」欄は、差押財産の売却代金、第三債務者等から給付を受けた金

／＼ 

銭及び交付要求（参加差押えを含む。）により交付を受けた金銭による収入金額を

記載する。

「課税取消し」欄は、課税の取消し（予定中間充当、課税減賦課、課税減管

塑に基づく減少金額を記載する。

「その他」欄は、上記イ～ハに掲げる区分以外のもの、例えば、還付金等の充

当金額等を記載する。

(3) （省略）

(4) （省略）

「（ 1-その 2)個人用」

（省略）

「（ 1-その 2)法人用」
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改正前

307020-004 滞納処分の停止決定調査書 1

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

「（ 1-その 1)」

(1) 「滞納処分の停止税額及び収納状況」欄の「処理済額の内訳」欄は、次により記

載する。

イ 「納付」欄は、「公売等受入」欄に記載した以外の丈竺工の現金収入を記載す

る。

口 「公売等受入」欄は、差押財産の売却代金、第三債務者等から給付を受けた金

銭及び交付要求（参加差押えを含む。）により交付を受けた金銭による収入金額を

記載する。

/¥ 「課税取消し」欄は、課税の取消しに基づく減少金額を記載する。

(2) 

「その他」欄は、上記イ～ハに掲げる区分以外のもの、例えば、還付金等の充

当金額等を記載する。

(3) （同左）

(4) （同左）

「（ 1-その 2)個人用」

（同左）



改正後

（省略）

「（ 1-その 3)」

(1)~(5) （省略）

-109 -

「（ 1-その2)法人用」

（同左）

「（ 1-その3)」

(1)~(5) （同左）

改正前



改正後

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（2-その 2)

改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2＿その 2)

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2-その 3)個人用 307020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2-その 3)個人用

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2-その 3)法人用 307020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2-その 3)法人用

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2-その4) 3070020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2-その4)

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（2-その 5) 307020-005 滞納処分の停止決定調査書（2-その5)

［様式】 【様式】
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改正後 改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（2-その7) 307020-005 滞納処分の停止決定調査書（2_その 7)

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2-その 10) 307020-005 滞納処分の停止決定調査書（ 2-その 10)

【様式】 【様式】
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改正後 改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書（2-その 11) 307020-005 滞納処分の停止決定調査書（2-その 11)

【様式】 【様式】
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【調理要領】

1 目 的

（省略）

2 調理要領

「（ 2-その 1)」

改正後

307020-005 滞納処分の停止決定調査書2

(1) 「滞納処分の停止税額及び収納状況」欄の「処理済額」欄は、次により記載す

る。．

イ 「納付」欄は、「公売等受入」欄に記載した以外の全ヱの現金収入（租税条約

等に基づく徴収共助により相手国等から送金を受けた額（為替差益に相当する額を

除く。）を含む。）を記載する。

ロ～二 （省略）

(2) （省略）

「（ 2-その 2)」

(1) （省略）

(2) （省略）

(3) 「処理済額の内訳」欄は、次により記載する。

イ 「納付」欄は、「差押財産の換価等」欄及び「交付要求等による受入」欄に記載

した以外の全工の現金収入（租税条約等に基づく徴収共助により相手国等から送

金を受けた額（為替差益に相当する額を除く。）を含む。）を記載する。

ロ～ホ （省略）

「（ 2-その 3)個人用」

（省略）

「（ 2-その 3)法人用」

（省略）
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改正前

307020-005 滞納処分の停止決定調査書2

【調理要領】

1 目的

（同左）

2 調理要領

「（ 2-その 1)」

(1) 「滞納処分の停止税額及び収納状況」欄の「処理済額」欄は、次により記載す

る。

イ 「納付」欄は、「公売等受入」欄に記載した以外のすべての現金収入を記載す

る。

ロ～二 （同左）

(2) （同左）

「（ 2-その 2)」

(1) （同左）

(2) （同左）

(3) 「処理済額の内訳」欄は、次により記載する。

イ 「納付」欄は、「差押財産の換価等」欄及び「交付要求等による受入」欄に記載

した以外の主竺工の現金収入を記載する。

ロ～ホ （同左）

「（2-その 3)個人用」

（同左）

「（ 2-その 3)法人用」



改正後 改正前

（同左）

「（ 2-その4)」

（省略）

「（2-その4)」

（同左）

「（ 2-その 5)」

一（ 

「（2-その 6)」

（省略）

「（2-その 7)」

(1)~（5) （省略）

(6 

「（2-その 5)」

(1 

り
1

侶

「（ 2-その 6)」

（同左）

「（ 2-その 7)」

(1)~(5) （同左）

一(6 

「（ 2-その8)」

（省略）

「（ 2-その 8)」

（同左）
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「（ 2-その 9)」

（省略）

「（ 2-その 10)」

(1)~(4) （省略）

「（ 2-その 11)」

(1) （省略）

(2) 

改正後

-120 -

「（ 2-その 9)」

（同左）

「（ 2-その 10)」

(1)~(4) （同左）

（新設）

（新設）

「（2-その 11)」

(1) （同左）

(2) 

改正前



307020-021 

改正後

滞納処分の停止事後監査てん末書 307020-021 

改正前

滞納処分の停止事後監査てん末書

【様式】

3 
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改正後 改正前

307020-021 滞納処分の停止事後監査てん末書（次葉） 307020-021 滞納処分の停止事後監査てん末書（次葉）

【様式】 【様式】
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改正後

307020-021 滞納処分の停止事後監査てん末書

滞納処分の停止事後監査てん末書（次葉）

改正前

307020-021 滞納処分の停止事後監査てん末書

滞納処分の停止事後監査てん末書（次葉）

【調理要領】

（省略）

2 調理要領

~ (1)-:(3) （省略）

(4 

【調理要領】

（同左）

2 調理要領

(1)~(3) （同左）

(4 

（新設）

四

ロ・ハ （省略） ロ・ハ （同左）
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平 成 年 月
住

日

所 入 札 等 を な か っ た も のとした 旨の通知 書

氏
税務署 長

゜財務事務官 印 屋名

殿
r、3

年 月 日に実施した公売において、おなた（黄社）が下記の財産について行った入札・買受けの申込みを、別紙「処分理由」により、 〒《=
なかったものとしたので通知します。 ま

滞 住所

（所在）

捕こ
納

氏名

者
（名称）

売却区分番号 名 称 数 量 性 質 及 び 所 在 内
入札の対象と 付 廷なった財産 ゞ 臣u 
入 札 を な か っ た 汗 涼
ものとした理由

国税徴収法第108条第1項第 号事由により同法第108条第2項に該当 g 

備 考
あなたが納付した公売保証金 円は、国税徴収法第IDB条第3項の規定により国庫に帰属します。 s 

R-
あなた（貴相がこの処分について不服があるときは、この通知乞乏けた日の翌日から起算して2月以内に、 に対する異議申立てと国税王服症泡！函長に祉土 c 

る症丘嗜宝れQい士むか丘墨返することができます。 汗
捉 ただし、国税徴収法第171条第1項の規定による期限の方が上記の期限よりも早いときは、その早い方の期限までに異譲申立てを口ょければなりません。

暉
粒 I文 直席国税症追I官 s なむ―公処必tiづ吐主王丘臨；近~\rQ槌起に関土る班項に:'.2いヤは裏面とユ臣立ださい

連絡先 （ 部門 担当
） <電話 局 番 内線
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目
T .... 

住
平成 年 月 日

所 入札等をなかったものとした旨の通知書

氏
税務署 長

゜財務事 務官 印 屋名

底
r、3

年 月 日に実施した公売において、あなた（貝社）が下記の財産について行った入札・買受けの申込みを、別紙「処分理由」により、 〒C二9
なかったものとしたので通知します。 ま

滞 住所

（所在）

こ捕
納

氏名

者 （名称）

売却区分番号 名 称 数 量 性 質 及 び 所 在 肉
入札の対象と 付 痣なった財産

しゞ

臣u 
入 札 を な か っ た 汗 帯
ものとした理由

国税徴収法第108条第1項第 号事由により同法第108条第2項に該当
岱

備 考
あなたが納付した公売保証金 円は、国税徴収法第108条第3項の規定により国庫に帰属します。 s 

n 
あなたがこの処分について不服があるときは、 税務署長に対して、この通知を受けた日，，翌日から起算して 2月以内 て

に異議申立，国て税をすることができます。 汗
ただし、 徴 収 法 第 l7l条 第 1項の規定による期限の方が上記の期限よりも早いときは：その早い方の期限までに異議申立てを

暉しなければなりません。
連絡先 （ 部門 担当

） s 電話 局 番 内線

<



【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1) （省略）

改正後

308020-054 入札等をなかったものとした旨の通知書

(2) 「入札等をなかったものとした旨の通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消し

の訴えの提起に関するお知らせ」を担主する。

(3) （省略）
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【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1) （同左）

改正前

308020-054 入札等をなかったものとした旨の通知書

(2) 「入札等をなかったものとした旨の通知書」には、「不服申立て又は取消しの訴え

の提起に関するお知らせ」を匝位する。

なお、「 税務署長」の空白部分には、処分を行った徴収の所轄庁の署名を記載

し、「 国税不服審判所首席国税審判官」の空白部分には、当該署を管轄する国税

不服審判所名を記載する。

(3) （同左）



改正後 改正前

308020-062 不動産等の最高価申込者の決定等通知決議書 308020-062 不動産等の最高価申込者の決定等通知決議書

308020-063 不動産等の最高価申込者の決定通知書 308020-063 不動産等の最高価申込者の決定通知書

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1)~(7) （省略） (1)~(7) （同左）

凶 「不動産等の最高価申込者の決定通知書」は、裏面に「公売についての不服申立 （新設）

て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」を印字する。

迎 （省略） 固 （同左）
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改正後

308020-064 不動産等の最高価申込者の決定取消通知決議書

308020-065 不動産等の最高価申込者の決定取消通知書（最高価申込者用）

308020-066 不動産等の最高価申込者の決定取消通知書（滞納者・利害関係人用）

【調理要領】

「不動産等の最高価申込者の決定取消通知書」（最高価申込者用）

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(4) （省略）

(5) 「不動産等の最高価申込者の決定取消通知書」の裏面に、「不服申立て又は取消

しの訴えの提起に関するお知らせ」を印刷する。ただし、徴収法 114条により通知

書を送付する場合は、行審法第 57条による教示は手作業により二重線で抹消し、

「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」についても添付を要しな

しと。

(6) （省略）

「不動産等の最高価申込者の決定取消通知書」（滞納者・利害関係人用）

1 • 2 （省略）
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改正前

308020-064 不動産等の最高価申込者の決定取消通知決議書

308020-065 不動産等の最高価申込者の決定取消通知書（最高価申込者用）

308020-066 不動産等の最高価申込者の決定取消通知書（滞納者・矛ll害関係人用）

【調理要領】

「不動産等の最高価申込者の決定取消通知書」（最高価申込者用）

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(4) （同左）

(5) 「不動産等の最高価申込者の決定取消通知書」の裏面に、「不服申立て又は取消し

の訴えの提起に関するお知らせ」を印刷する。ただし、徴収法 114条により通知書

を送付する場合は、行審法第 57条による教示は手作業により二重線で抹消し、「不

服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」についても添付を要しない。

なお、印刷方法については、調理要領（共通事項）の4(2)《教示文の印刷方法》

を参照。

(6) （同左）

「不動産等の最高価申込者の決定取消通知書」（滞納者・利害関係人用）

1 • 2 （同左）



改正後 改正前

308020-075 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定等の公告 308020-075 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定等の公告

【様式】 【様式】

第 号 第 号

売却 広 告 第 号 売 却 公 告 第 号

広告によって行う随意契約による 広告によって行う随意契約による

買受申込者の決定等の公告 買受申込者の決定等の公告

売却広告第 号によって行う随意契約による売却に係る買受人となるべき者を下記のとお 売却広告第 号によって行う随意契約による売却に係る買受人となるべき者を下記のとお
り決定しました。 り決定しました。

国税徴収法第 10 9条第 4項の規定により公告します。 国税徴収法第 10 9条第 4項の規定により公告します。

記 記

売却区分番号 売却区分番号

売却財産の名称・ 売却財産の名称・

性質及び所在 性質及び所在

数 屈

｝ 
数 最

｝ 買受価額 買受価額
（売却価額） （売却価額）

買受人となるべき者 買受人となるべき者

の氏名又は名称 の氏名又は名称

買受人となるべき者 買受人となるべき者
の決定年月日 の決定年月日

売却決定日時 売却決定日時

売却決定場所 売却決定場所
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改正後 改正前

308020-074 広告によっで行う随意廻内l:J:る買要且碍報法定等功造•昧調刊 308020-074 広告こkって行う随醗薙勺l:ctる買要且硝貶沫定即訟告昧繭刊

308020-075 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定等の公告 308020-075 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定等の公告

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1) 「売却広告第号」及び「売却広告第 号によって行う随意契約による～」には、 (1) 「売却公告第 号」には、公告の一連番号が表示される。

「公売実施決議情報」画面において付番された公売公告番号を表示する。

（削除） 盆 「売却公告第 号によって行う随意翌約による～」には、「公売実施決議情報」画

面において付番された公売公告番号を表示する。

盆 （省略） 固 （同左）

図 （省略） 凶 （同左）

凶 （省略） 固 （同左）

固 （省略） 固 （同左）

囮 （省略） 凹 （同左）

~ヽ
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冨
邑

| | 
《゚=
菩
Fヽ3

年月日 〒C二9
広告によって行う随意契約による 己
買受申込者の決定通知決議書

晶t 
u 

売却旦．告第 号の広告によって行う随意契約による売却1こ係る売却財産の買受人となるべき者を下記のとおり決定しました．

ゴ4I 
国税徴収法第109条第4項の規定により通知します．

売の
住 所 、)r

却所
（所在）

＇ 
財育

氏 名 痣産者
（名称）

星売却区分番号 売却財産の名称・性質及び所在 数量
買受価額

買受 人と なる ぺき 者の 氏名 又は 名称
（売却価額）

E 円

別紙財産明細のとおり

買受人となるべき者の 日時 年 月 8 時 分

売却決定
決定年月日 場所

備考 買受申込者が上記換価財産を取得するのは原則として売却決定した後代金を完納したとき（代金納付期限 平成 年 月日） で す．

連絡先 ( 
担当

） 電話
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団.... 
匿゚
『

年 月日 〒C=9 
広告によって行う随意契約によ る 己
買 受 申 込 者の決定通知決議書

品[ 
u 

売却盆．告第 号の広告によって行う随意契約による売却に係る売却財産の買受人となるぺき者を下記のとおり決定しました．

ゴ4I 
国税徴収法第109条第4JJiの規定により通知します．

住 所
売の

ぽ 在 ）
、l•

却所

＇ 
財有

氏 名 廷産者
（名称）

臣
売却区分番号 売 却 財 産 の 名 称 ・ 性 貝 及 び 所 在 数凪

買受価額
買受人と なるぺき 者の氏名 又は名称 茸1売却価額）

円

別紙財産明細のとおり

買受人となるべき者の I売却決定

8時 年 月 日 時分

決定年月日 均所

備考． 買受申込者が上記換価財産を取得するのは原則として売却決定した後、代金を完納したとき 1代金納付期限 平成年月 日）です 。

連絡先 （ 担当
） 電話



目.... 
屑氏名住 〒 広もによって行う随箪契約による

年月日

屋゚
r 

>
殿

買受申込者の決定通知書

且
百

売却旦告第 号の広告によって行う随意契約による売却に係る売却財産の買受人となるべき者を下記のとおり決定しました。 9.-
国税徴収法第109条第4項の規定により通知します． u 
売の

住 所 d -II 却所
（所在）

財有
氏 名 ¥.JI 

産者
（名称）

i 
痣

売 却 区 分 番 号 売却財産の名称・性質及び所在 数呈
買受価額

買受人となるぺき者の氏名又は名称

旦1売却価額）

円

百
別紙財産明細のとおり 9,-

心

買受人となるぺき者の I売却決定

8時 年 月 日 時 分 昌
決 定 年 月 日 場所 丑ト

§ 
備 考 ： 買受申込者が上記換価財産を取得するのは，原則として売却決定した後，代金を完納したとき（代金納付期限 平成年 月日） で す． | 第 号 I

連絡先 （ 
担当

） <篇電話
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言
年月日

． 頂氏名 〒 広告によって行う随意契約 9ごよる

匿゚
Fヽつ

苔
殿

買受申込者の決定通知書

旦
百

売却公告第 号の広告によって行う随意契約9こよる売却9こ係る売却財産の買受人となるべき者を下記のとおり決定しました。 ％ 
国税徴収法第109条第4項の規定により通知します． u 
売の

住 所

d -II 却所
硼 在 ）

財有

産者 氏 名 ¥JI 
（名称）

！ 
廷

売 却 区 分 番 号 売 却 財 産 の 名 称 ・ 性 質 及 び 所 在 数呈
買受価額

買受 人と なる ぺき 者の 氏名 又は 名称 臣（売却価額 1

円
茸

別紙財産明細のとおり
百
％・ 
心i

買受人となるぺき者の

売邦決定

日時 年 月 日 時分 晨
決定 年月 日 湯所 母

備考： 買受申込者が上記換価財産を取得するのは原則として売却決定した後、代金を完納したとき（代金納付期限 平成年月日 ）です。 | 第 号 I
連絡先 （ 

担当
） 電話



改正後 改正前

308020-076 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知決議書 308020-076 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知決議書

308020-077 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知書 308020-077 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知書

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1)~(7) （省略） (1)~(7) （同左）

固 「広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知書」は、裏面に「売却 （新設）

についての不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」を印字する。

迎 （省略） 固 （同左）
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改正後

308020-081 売却決定取消通知決議書

308020-082 売却決定取消通知書（買受人用）

308020-083 売却決定取消通知書（滞納者・利害関係人用）

【調理要領】

「売却決定取消通知書」（買受人用）

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(5) （省略）

(6) 「売却決定取消通知書（買受人用）」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの

提起に関するお知らせ」を印刷する。

(7)・(8) （省略）
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改正前

308020-081 売却決定取消通知決議書

308020-082 売却決定取消通知書（買受人用）

308020-083 売却決定取消通知書（滞納者・利害関係人用）

【調理要領】

「売却決定取消通知書」（買受人用）

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(5) （同左）

(6) 「売却決定取消通知書（買受人用）」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの

提起に関するお知らせ」を印刷する。なお、印刷方法については、調理要領（共通

事項）の4(2)《教示文の印刷方法》を参照。

(7) • (8) （同左）



改正後

308020-086 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知決議書

308020-087 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(5) （省略）

改正前

308020-086 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知決議書

308020-087 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(5) （同左）

(6) 「次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書」の裏面は、「不服申立て I(6) 「次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書」の裏面は、「不服申立て

又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」を印刷する。
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又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」を印刷する。

なお、印刷方法については、調理要領（共通事項）の4(2)《教示文の印刷方法》

を参照。



改正後 改正前

308020-088 広告によって行う随意契約による売却通知書（決議用） 308020-088 広告によって行う随意契約による売却通知書（決議用）

308020-089 広告によって行う随意契約による売却通知書 308020-089 広告によって行う随意契約による売却通知書

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1) • (2) （省略） (1) • (2) （同左）

g 「広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知書」は、裏面に「売却 （新設）

についての不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」を印字する。

凶 （省略） 図 （同左）

固 （省略） 凶 （同左）

囮 （省略） 固 （同左）
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荼
洪
】

殿

平成

委託売且瞑よる売却通知苓
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濫税徴！投法第19)9条第 1項第2号，r.,埠定；こより、取引族のIll瑞q9あろ下記の財痘滋：、そiりUの相磁で雑意梼的により必却（委託．却｝する：こと

l-L.；だしたので、岡条第4項9)規定により通知します，．

はい売却に係祉屯税等を完納したときは、遠やかに、盗税・務愕徴収捏当（ ）まで、領9阻証笞を添えて申し出てくださいし

なお．委託光却実肱期間の初目以後は．唄を国税を完納した怜9刈瑣iがあった湯合でも、罪頂'i=しで知ll手対虹Ji：まりません；▲

ー・と’

H 

委托売却実胞期間 ；弘成年月 日から平成年月 目まで

允巽if.9方法 販替懐関又はr1座管理械閑に対して売却を委託する＾

ゥも却決定g耳3 金融商品取引所において光却財産9)光買が成治：した日

売却｛＼：金の女払期限 売却決定の日から起算して4取ら1HR(!)（平成 年 月 H) 時 分

その他•!）・事項

売
年度 税日 納期限 本 税 加荘税 延滞税 和1子税 滞納処分費 罰埒

莉1吾I 円 円 円 円 F 
：こ税
99C9,や．， 

る

羹表
梵雄区分醤り・ 銘及び致』 売却価額

財森・ヘ£ホ．．← 

む

紺怖現在額infr.雀9) あなたがt祀売却財章．t．に有している 権によ吋用染されろ餌権についての債権現在額ItバrAtを
提出についての催宕• 上記の光却決定9)［3,1）i¥lit'．l<Kでに当税務符長に提出じでください，
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一
住
所
一
氏
名
＿ 殿一

あなた（貴社）が．この処分について不●があるときは．この●●を受けた日 q

翌8から●鼻して2n以内に． 9こ計する●●●立てと●＂不●●祠●長 9こ
＂する●●●力とのいずれかを選訳することができます．

••• または． ．．．.... 
なお、この●分』こ＂する仔政●訟の●● 9こ胃する事項については．別砥をご●<

ださ"・

平成年月

委託売却による売却通知書

国税徴収法第109条第1項第2号の規定により、取引所の相場のある下記の財産を、その日の相場で随意契約により売却（委託売却）すること

としましたので、同条第4項の規定により通知します。

委託売却実施期間 平成年月 日 か ら 平 成年月 日まで

売却の方法 振替機関又は口座管理機関に対して売却を委託する。

売却決定の日 金融商品取引所において売却財産の売買が成立した日

売却代金の支払期限 売却決定の日から起算して4取引日目の（平成 年 月 日） 時 分

その他の事項

芦9し
年度 税目 納期限 本税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 備考

却国 円 円 円 円 円
に税

係等

る

売 売却区分番号 銘柄及び数 売却価額
雄表

:示
の

債権現在額申立書の あなたが上記売却財産上に有している 権により担保される債権についての債権現在額申立書を

提出についての催告 上記ll)売却決定の日の前日までに当税務署長に提出してください。

（注）売却に係る国税等を完納したときは、速やかに、当税務署徴収担当（ ）まで、領収証書を添えて申し出てください。

なお、売却実施期間の初日以後は、当該国税を完納した旨の申し出があった場合でも、原則として売却決定は取り消しません。
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【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

改正後

308020-092 委託売却による売却通知決議書

308020-093 委託売却による売却通知書

(1)~(8) （省略）

(9) 「委託売却による売却通知書」は、裏面に「売却についての不服申立て又は取消

しの訴えの提起に関するお知らせ」を印字する。

(10) （省略）

-137 -

改正前

308020-092 委託売却による売却通知決議書

308020-093 委託売却による売却通知書

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(8) （同左）

(9) 「委託売却による売却通知書」には、「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関す

るお知らせ」を添付する。

なお、「 税務署長」の空白部分には、処分を行った徴収の所轄庁の税務署名

を記載し、「 国税不服審判所首席国税審判官の」空白部分には、当該署を管轄す

る国税不服審判所名を記載する。

(10) （同左）
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改正後 改正前

501000-003 納付指導対象者一覧表 （新設）

【調理要領】

上目的

期限前納付指導対象者の抽出処理結果を確認し、電話による期限前納付指導の基礎

資料にするとともに電話による期限前納付指導事績の記録をするために出力する。

2 出力時期

納付指導月の前月末から当月初旬までに出力する。

3 出力基準

抽出された納付指導対象者について、区分ごとに帳票を出力する。

【納付指導区分】

辺集中電話催告システム対象者

期限前納付指導対象者のうち、集中電話催告センター室での納付指導対象者の

みを表示する。

盈集中電話催告システム対象者及びはがき・電話催告（署）対象者

集中電話催告センターでの納付指導対象者で、かつ、はがきも発送する納付指

導対象者を表示する。

⑱ はがき・電話催告（署）対象者（集中電話催告システム対象の基準金額以上の者）

はがきの発送対象者のうち、納付指導対象税額が集中電話催告システム対象の

基準金額（連絡下限金額）以上の者を表示する。

函 はがき・電話催告（署）対象者（集中電話催告システム対象の基準金額未満の者）

はがきの発送対象者のうち、納付指導対象税額が集中電話催告システム対象の

基準金額（連絡下限金額）以下の者を表示する。

＠集中電話催告システム対象者 はがき・電話催告（署）対象者似外の対象者

納付指導対象者のうち、上記①～④のいずれにも該当しない者を表示する。

なお、帳票は、『帳票ダウンロード』業務（業務：管理）により「帳票転送」ボタン

をクリックすると、『帳票出力』画面の『帳票一覧』ダイアログボックスに帳票名が表

示されるので、『帳票出力』業務により出力する。

叫 『帳票ダウンロード』画面では、「表示」に「他部門」を選択する。
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改正後 改正前

また、期限前納付指導対象者の抽出時に除外設定された署や対象者が存在

しない署（納付指導区分）については、帳票は出力されない。

4 表示内容

表示内容については、次によるほか、様式に掲げるところによる。

山 「納付指導対象者情報」欄

期限前納付指導の対象者及び対象口座を表示する。

図 「徴収決定情報」欄

納付指導対象者の納期限の到来した徴定口座のうち、確定申告分及び中間申告分

を対象に最大3口座分の直近口座情報を表示する。

図 「税歴」欄

直近口座の納付状況を表示する。

1 ：未納

2:期限内完納

3 ：督促前完納

4 ：督促後 1月以内完納

5 ：督促毯 1月超完納

虹 「滞納J欄

納付指導対象者の滞納の有無を表示する2

固 「ウエイト」欄

庁管理運営課で設定するウエイト値の合計値を表示する。

書
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亮についての不服申立て又は取消しの訴えの提起に間するお知らせ

この度、 付売却広告 号僚却区分誉号 ）記舷の財産を売却することとなりました。この財産の

売手紐につきましてほ、 、却甲双は〇買受申込者の決定並びに⑪売却決定の各処分に対して，以下のとおり不服申立て又困困月しの訴え

を捐起することができます．

1 異紐串立て

〇 あなた（貧社）が、上記①から@(/)処分について不服があるときは、それぞれ①売却灌的がされたとき、②買受串込者の決定がされたとき、③売却決定が

されたときの翌日から起算して2月以内に 税務署長に対する輿屈ま立て・

も母立面Ja哄‘ずれかを行うことができます。

〇 ただし、国税徴収法第171条第1項（澤納処分に閏する不服申立て等の期浪の特例）の規定による期誤が上記の期限より早く到釆するとき

は、同条の期浪までに不服軍立てをしな；灯滋なりません。

2 奢査請求

饂串立て（法定の異協串立翔間経退後にされたものその他その串立てが適法になされていないものを除く.)についての決定があった場合

において、当絃決定を経た後の処分になお不賑があるときは翼証決定讐の甑本0)送達があった日の翌日から起算して 1月以内に国税不展審判所

長頃出先は、 国税不服審判所首席国税審判官 ）に対して審査請求をすることができます．

3 箪しの訴え

0 番・＊についての裁決があった湯合において、当該哉決を経た後(/)処分Kなお不既がぁるときは‘当該審査請求をした方は管柑裁判所に

対して：：：憂につしての取消しの訴え (J;!,'"ff取消訴訟」とし、います.)を提起することができます。

0 ：：：の処分に係る取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者法務大臣）となります．

〇 この処分に係る取消訴訟は、鉄決があった：：：とを紐った日の翌日から起算して6月を経過したとき又は裁決の日の翌日から起算して1年を経

過したときは、筵起することができませふ

〇 なお、この処分についての取消訴訟は、審査請求による裁決を経た後でなければ提起することができませんか、次飢ヽずれかに該当するとき

は、帯紐＊に対する裁を経ずして収涸阻公を提起することができます。

(1)薔紐‘・ された日の翌日から起算して3月を珪過しても裁決がないとき，

（2)異脹申立てにつしての決定若しくは書土請水についての裁決を経ることにより生ずろ著しヽヽ損詈を避けるため繋急の必巽があるとき、その

他その決定又は裁決を経なV‘ことについて正当な理由があるとき．
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売却についての不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ

この度． 付売却広告 号（売却区分番号 ）記載の財産を売却することとなりました。この財産の

売却手続につきましては、①布却広告又は②買受申込者の決定並びに③売却決定の各処分に対して、以下のとおり不服申立て又は取消しの訴え

を提起することができます。

1 異議申立て

〇 あなた（貴社）が、上記①から③の処分について不服があるときは、それぞれ①売却広告がされたとき、②買受申込者の決定がされたとき、③売却決定が

されたときの翌日から起算して2月以内に 税務署長に対する異議申立て ｀ -

も密査聞求mrいずれかを行うことができます。

〇 ただし、国税徴収法第 17 1条第 1項（滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例）の規定による期限が上記の期限より早く到来するとき

は、同条の期限までに不服申立てをしなければなりません。

2 審査請求

異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法になされていないものを除く。）についての決定があった場合

において．当該決定を経た後の処分になお不服があるときは異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して 1月以内に国税不服審判所

長（提出先は、 国税不服審判所首席国税審判官 ）に対して審査請求をすることができます。

3 取消しの訴え

〇 審査請求についての裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服があるときは、当該審査請求をした方は、管轄裁判所に

対してこの処分についての取消しの訴え（以下「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

〇 この処分に係る取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。

〇 この処分に係る取消訴訟は．裁決があったことを知った日の翌Bから起算して6月を経過したとき又は裁決の日の翌日から起算して 1年を経

過したときは、提起することができません。

〇 なお、この処分についての取消訴訟は、審査請求による裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するとき

は、審査請求に対する裁決を経ずして取消訴訟を提起することができます。

II) 審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

121異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その

他その決定又は裁決を経ないことについて正当な理由があるとき。

5
0
4
0
0
0
-
0
0
5
 

熔
引

X

痣
臣
菩



売却についての不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお鉗らせ

この患 暉却広告 号僚渕区分番号 ）記載!I)財産を完却する：：：ととなりました．：：：の財産の

売却手綬につきましては、①苓且障知文は〇買受串込者の決定並びに③売却決定の各処分に吋じて、以下!1)とおり不服1f!立て叉は取消し!1)訴え

を提起することができます．

1 異議申立て

〇 あなた償社）が、上記①からRの処分について不服があるときは、それぞれ〇売却漏約がされたとき、②買受串込者の決定がされたとき、③売却決定が

されたときの翌日から起算して2月以内に 税務署長に対する異議申立てと国税干殿審判所長（提出先は、 国税不服審判所首席国税春判官 ）に対す

る審査請求のいずれかを行うことができます．

〇 ただし、国税徴収法第171条第1項（涌納処分に開すろ不服串立て苓の期展の特例）の規定によろ期炭が上記の抱限より早く到釆するとき

は會同条の期展までに不服申立てをしな｝灯ればなりません．

2 普蜘求

異議串立て（法定の異誼串立期笥経過後にされたものその他その串立てが適法になされていないものを除く．）につしヽ ての決定があった湯合

に訊ヽて，当卸紐を経た後の処分になお不服があるときは異議決定香の歴木の送遠があった日/J)翌日から起算して1月以内に国税不服香判所

長（提出先は 国税不服審判所首席国税帯判官 ）に対して警主請水をすることができます．

3 取消し!/)訴え

〇 審査藷求についての裁決があった湯合において、当該哉決を経た後の処分になお不服があるときは、当・舎査請氷をした方は、管iI裁判特に

対して：：：の処分についての取消しの訴えは｛下閏消訴設jといいます。）を提起することができます．

0 ：：：の処分に係る取消訴訟の被告とすぺき者は国（代表者法務大臣）となります．

0 ：：：の処分に係る取消訴訟は、裁決があったことを紐った日の翌日から起算して6月を経過したとき又は裁決の日の翌日から起算して1年を経

過したときは、提起することができません．

〇 なお、この処分についての取消訴訟は、書査請求による裁決を経た後でなけ松討提起することができませんが、次ll)いずれかに該当するとき

は、薔土藷水に対する裁を経ずして取消訴蕊を提起することができます。

(l)審査請求がされたB/J)翌日から起算して3月を経過しても裁決がな＂、とき．

(2)異請串立てにつ‘‘ての決定若しくは審査請求についての裁決を経ることにより生ずろ著し、、横害を避けるため緊急の必菩があるとさ、そIJ)

他そ1J)決定又は裁決を経なし‘ことにつしヽ て正当な理由があるとき．

廷
円
涼

1
4
2
 

売却についての不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ

この度、 付売却広告 号（売却区分番号 ）記載の財産を売却することとなりました。この財産の

売却手続につきましては、①寄却広告又は②買受申込者の決定並びに③売却決定の各処分に対して、以下のとおり不服申立て又は取消しの訴え

を提起することができます。

1 異議申立て

〇 あなた（貴社）が．上記①から③の処分について不服があるときは、それ土迫豆翌却広告がされたとき、②買受申込者の決定がされたとき、③売却決定が

されたときの翌日から起算して 2月以内に 税務署長に対する異議申立てと国税不服審判所長（提出先は． 国税不服審判所首席国税審判官 ）に対す

る審査請求のいずれかを行うことができます。

〇 ただし．国税徴収法第 I7 1条第 1項（滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例）の規定による期限が上記の期限より早く到来するとき

は、同条の期限までに不服申立てをしなければなりません。

2 審査請求

異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法になされていないものを除く。）についての決定があった場合

において．当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、異議決定書の謄本の送達があったHの翌Hから起算して 1月以内に国税不服審判所

長（提出先は、 国税不服審判所首席国税審判官 ）に対して審査請求をすることができます。

3 取消しの訴え

〇 審査請求についての裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服があるときは．当該審査請求をした方は、管轄裁判所に

対してこの処分についての取消しの訴え（以下「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。

〇 この処分に係る取消訴訟の被告とすぺき者は国（代表者 法務大臣）となります。

〇 この処分に係る取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき又は裁決のHの翌Hから起算して 1年を経

過したときは、提起することができません。

〇 なお、この処分についての取消訴訟は、審査請求による裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するとき

は、審査請求に対する裁決を経ずして取消訴訟を提起することができます。

111審査請求がされたHの翌Hから起算して3月を経過しても裁決がないとき。

121異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その

他その決定又は裁決を経ないことについて正当な理由があるとき。

痣
臣
吾



改正後 改正前

504000-005 教示文 504000-005 教示文

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

この帳票は、下記様式に応じてパターンを変更して調理する。 この帳票は、下記様式に応じてパターンを変更して調理する。

行響法57条 行訴法46条 行喜法57条 行訴法46条

No. 様式番号 様式名 教示文 穴埋箇所の挿入句 教示文 ぬ 様式番号 様式名＇ 敦示文 穴嬰箇所の挿入句
敦示文

バターン バターン バターン バターン

1305000-082 捜索調書（その2) C 保管命令 B 1305000-082 捜案圃書（その2) C 保管命令 B 

2306010-001 羞押調書11本（動産・有llilil券ffl) A 差押え及び保管命令（又は搬出） B 2306010-002 差押羅書員本（動産・有値証券用） A 差押え及び保管命令（又は檄出） B 

3306010-004 財産の引渡命令書 C 引渡命令 B 3306010-004 財産の引渡命令書 C 引渡命令 B 

4 306010-006 財産の引渡命令書（占有者用）・ C 引渡命令 B 4 306010-006 財産の引渡命令書（占有者用） C 引渡命令 B 

5306010-013 差押財産の使用等許可申立書 C 許可（不許可） B 5306010-013 差押財産の使Ill等許可申立書 C 許可（不許可） B 

6306010-017 差押調書匿本（債権用） A 差え A 6306010-017 差押1111書11本（債11111) A 差押え A 

7 306010-018 債権差押通知書 C 差押え A 7 306010-018 債権差押通知書 C 差押え A 

8 306010-020 差押調•II* （電子記鰈債権用） A 差押え A 8306010-020 羞押調書員本（電子記録債櫂Ill) A 差押え A 

9306010-022 債権差押通知書（電子記鰈債権ffl• 第三債務者あて） A 差押え A 9306010-022 債櫂差押通知書（電子記録債11111• 第＝債務者あて） A 差押え A 

10 306010-036 差押調書匿本（第三債務者等がある無体財産櫂用・滞納者用） B 差押え A 10306010--036 差押1111書J1本（第三債務者等がある儒体財産権用・滞納者用） B 差押え A 

（削除） 111箇10417 差控眉璽11室復i=fl匿童匿がある且位且産撞即 B 差 A 

ll 306010-038 差押通知書（第＝債務者等がある無体財産櫂用） B 紐え A }1306010-038 差押通知書（第＝債欝者等がある憮体財産権用） B 差押え A 

11306010-040 差押調書謄本（振彗社債等用） B 紐え A 且306010--040 差押調書暑本（振彗社債等用） B 差押え A 

且306010-1142 差押通知書（振11社債尊用・翌丘蓋あて） B 輝え A 14 30601日42 差押通知書（振彗社債等月•第＝債精者あて） B 差押え A 

且 306010—叫 差押調曇謹ふ（電話加入権用） A 差押え B 且306010-044 差押1111書11本（電話加入11111) A 差押え B 

且306010-048 退社の予告通知書（滞納者用） C 通知 B 且306010-048 退社の予告通知書（滞納者用） C 通知 B 

且306010-051 組合員等の持分の払戻等＂求の予告通知書 C 通知 B ll 306010-051 Ill合員等の持分の払戻等讀求の予告通知書 C 通知 B 

Jl 306010-053 姐合員等の持分の払戻等請求書 C 通知 B 且306010-053 組合員等の持分の払戻等讀求書 C 通知 B 

且306010-055 組合員等の持分の払戻等＂求書（法定脱退 Ill) C 通知 B 19306010-055 Ill合員等の持分の払戻等舅求書（法定脱退Ill) C 通知 B 

且306010-058 差押書（不動産等及び第三債楕名笥がない憮体財産権等用） 8 差押え A 践306010-058 差押書（不動産等及び第＝債務者等がない憮体財産櫂笞用） B 差押え A 

践306010-067 差押財産占有圃書謄本 C 保管命令 B 21306010-067 差押財産占有調書11本 C 保詈命令 B 

21 306020-004 交付要求通知書（滞納者用） C 交付要求 B 22306010-004 交付嬰求通知書（滞納者用） C 交付婁求 B 

22 306020-011 国税徴収法第22条による交付要求通知書（教示文あり） C 交付要求 8 俎306020-011 国税微収法第22条による交付墨求通知書（教示文あり） C 交付lll!求 B 

23 306020-023 参力0差押通知書（動産・有価証券用） C 参加差押え B 24 306020-023 参加差押通知書（動産・有伍1f券用） C 参訊差押え B 

Z4306020-026 参加差押通知書（電話捕入櫂ffl) C 参加差押え B 紐306010-0庖 参加差押通知書（電話柵入櫂用） C 参加差押え B 

廷 306020-032 参力0差押通知書（不動産等用） C 参加差押え B 屈306020-032 参加差押通知書（不動産等用） C 参姐差押え B 

姓306020-041 参力0差押財産引受調書11本 C 許可（不許可） B 2I 306020-041 参加差押財産引受謂書11本 C 許可（不許可） B 

27 306030-009 交付要＊・解駐臣否通知書 C 解除＂求の拒否 8 屈306030-009 交付要求解除拒否通知書 C 鯖除謂求の拒否 B 

2! 306030-029 参加差押解除臣否通知書 C 解除＂求の拒否 B 姓306030-029 参加差押鯖験拒否通知書 C 解験覇求の拒否 B 

2.9_306030-032 差押換拒否通知書 C 差押換えの拒否 B 趾306030-032 差押換拒否通知書 C 差押換えの拒否 B 

孤 307010-012 納税の猶予許可通知書（教示文あリ） C 納税の道予許可 B 31307010-012 納税の猶予許可通知書（敦示文あり） C 納税1J)猶予許可 B 

31 30701D-D18 納1l!(/)措予許可通知書（相互協重用） C 納税の道予許可 B 32307010-018 納税の猶予許可通知書（相互協昌用） C 納税の遺予許可 B 

辺307010-023 納税の道予不許可通知書 C 納税の措予不許可 B 拉307010-023 納税ll)Ill予不許可通知書 C 納税の遺予不許可 B 

俎307010-028 納税の猶予不許可通知書（相互協饉用） C 納税の議予不許可 B 3ヽ307010-028 納税の猶予不許可通知書（相互協11/II） C 納税の猶予不許可 B 

_34307010-033 納税の議予取消通知書 C 納税の猶予取消 B 紐307010-033 納税1l)Ill予取消通知書 C 納税の嶺予取消 B 

紐307010-038 納税の猶予取消通知書（相互協眉用） C 、 納税の猶予取消 B 36307010-038 納税の猶予取消通知書（相互畠塵用） C 納税の猶予取消 B 

36307010-043 納税の謹予期間延長許可通知書（教示文あり） C 納税の道予期間延長許可 B 37307010-043 納税の猶予謂同延長許可通知書（敦示文あり） C 納税の猶予期閏延長許可 B 

紅 307010-049 納税の道予期間延長不許可通知書 C 納税の猶予期閏延長不許可 B 俎307010-049 納税の猶予Ill同延長不許可通知書 C 納税の構予期同延長不許可 B 

迎307010-054 納税（換1li)の措予期間短縮通知書 C 納税（換fli)の猶予期間短縮 B 迎307010-054 納11!（換ii)の猶予111問短緯通知書 C 納税（換籠）の猶予1111同短縮 B 

31307010-056-3 納税（換fli)の猶予の納付計画変更通知書 C 納税（換価）の猶予の納付計画変更 B dO 307010-056-3 納税（換il)IJJ猶予IJ)納付It酉変更通知書 C 納税（換値）の猶予の納付計画変更 B 
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改正後

位307010--05い9換伍の遺予許可通知書（教示文あり） C 換価の猶予許可 B 
41307010--056-24 饒価1/)道予不許可通知書 C 檎価の道予不許可 B 
且307010-056-28檎Iiiの置予"Ill廷長許可通知書（教示文あり） C 換flifl)猶予罰屑延長許可 B 
位307010-156-33換Iiiの道予期扁廷長不許可通知書 C 換価の猶予期Ill逗長不許可 B 

44 1Q7OIIHI.;9 納匿Q置王直置更逼回I C 納料の肩予訂印" B 
45307010-071 換価の道予取消通知書 C 換!Iii/JIii予取消 B 

（削験）

46307010-107 納付逼書（保征人用） C 告知 B 
且307010-111 差挿解験拒否通知書 C 逼知 B 
48307010-112 担保変更（増I!!保）夏求通知書 C 逼 B 
4.i 307020-016 碑処分の停止駐肖通員書 C 蒻処分の停止奮ll B 
5Jl307030--003 延渭税匂怜J畜旬書（教示文あり） C 廷税免駐 B 
且308020--040 公亮通知書 C 
泣30聞20--054 入IL等をなかったものとした旨の通知書 B 処分 I A 

閲308020--063 不動産等II)最高価串込者の決定通知書 C 
S430船20-165 不動崖等の最高価串込者の決定取消通知書（最高価申込者用） B 決定取消 I A 

55300020--072 不動産等の次順位買受申込者の決定取消通知書（次順位買受申込者JII)

== 
56308020--077 広告によって行う随鼠契約による買受申込者の注定通旬書

5730肌to480 亮却決定通知書

謡3080to→8t 亮111決定取消通知書（買受人用）

5! 3080i0-1187 次順位買受串込者に対して亮紐決定をした旨の通知書

趾308010--089 広告によって行う随息契l'Jによる亮紐通知書

61Hlll-1191 蜃E四且iーよる豆紐樋国●

62 308030--002 配当計算書11本（滞納者用） B 配当 A 

63308030-003 配当計算書11本（配当119'，者1/1) B 配当 A 

64308030-001 配当計算●更正通知書（滞納者用） B 配当 A 

65308030--008 配当計算書l!i下涌旬書（配当帽利者用） B 配当 A 

66308030--011 充当通知書 C 充当 B 
67309000--002 蔓押（通知）書及び交付嬰求書 C 差押え及び交付累求 B 
68309000-019 微収通知書 C 通知 B 
69310000-0D2 lti保全翡鰭践細• C 決定 B 
70310000--007 保全蓬得金額決定通知書 C 決定 B 
71310000-014 保全1!!保提供命令書 C 襲供命令 B 
72310000-015 保全但保に係る抵当帽控字通句書 C 通知 B 
73310000--018 繰上舅求書 C 繰上翡求 B 
74311000-008 納付通知書（第一次納税覆務者交付用） C 告知 B 
75111000--027 塁渡但保櫂者に対する告知書（讀清旧倅権者Ill) C 告知 B 
76311000--033 納付催告書 B 督促 A 

77 311000--034 強制換Iiiの場合の消費税等の徴収通知書 1納税者用） C 通知 B 

（注） 1 「No．迎ー納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書」については、納税者に

不利益となる分割納付計画の変更を行った場合のみ、教示文を添付する。

2 「No．旦公売通知書」の教示文は、法律の定めにより添付するものではない

が、公売を公告した事実を通知するとともに、不服申立て又は取消しの訴えを

提起する機会を与えるために添付する。
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改正前

41307010-056-19 慎fl(!)Ill予許可通知書（散示文あり） C 檎1の璽予許可 B 
且!07010-056-14IllIIf)盪予不許可通知1 C 慎値のIll予不許可 B 
位30701D-056-t8負値11)!11予閂閏廷長許可通知II敦示文あリ） C 換値のIll予問剛巨長許可 B 
44307010-056-ll 慎値の111予閂閏延長不許可逼知1 C 慎値の置予罰圃延長不許可 B 

（新設）

45 307010-071 慎値(/)Ill予取肩通知● C 檎1iの胄予取消 B 
46l罰1i-!！4 盪図Q這王裏眉ii国I C 曾『，，胄予＂＇育 B 
4730101トIOI 納付ii知書（保I!人用） C 告知 B 
48 307010-II I 差押脩籍拒否通知書 C 通知 B 
49 307010ー112 I!!保変更（増I!!保）蔓求通知書 C 通9l B 
50307020・016 滑納処分1/)停止m消逼知書 C ill納処分の停止取消 B 
且301030-003 匡湯税魚鯰通知1（敦示文あり） C 筵清税負験 B 
且308020-040 公児通知書 C 
5330B020-054 入札尊をなかったものとした旨の通知● B 処分 B 
凶308020-0il 不島匿等の最畠儡串込者の決定ii知書 C 
団30B020-065 不島産等の最寓儡皐込者の決定取阻通知書（最高儡串込者1111 B 決定取消 B 
匝30,。10-011 不動匿等の次順位11受申込者の決定取消通知書（次順位胃曼串込者用）

＝ 
紅30IO20-077 広告によって行う騎息員約による買更申込者の決定通知書

趾308020-080 亮知決定通知●

泣 308020•082 亮紐決定取肩ii知● （員受人用）

60 308020-081 次順位買受申込者に対して亮紐決定をした旨の直知●

61301020-08! 広告によって行う随慧異的による亮紐逼知書

（新設）

62308030-002 配当計算●員本（湯納着用） B 記当 A 
63308030-003 配当計算●員本（配当(Itl看1111 B 配当 A 
64 30803D-001 配当計算●更正通知● (ill納肴/II) B 配当 A 
6530803ト008 配当It算書I!正通知書（記当119I者1111 B 配当 A 
6630803い11 充当通知1 C 充当 B 
6)309000-002 差挿（通知）書及び交付置東I C 差押え及び交付舅求 B 
68 309000-019 徴収通知書 C 過紅l B 
69310000-002 11上保全匿樗金履決定逼知書 C 決定 B 
70ll0000-007 保全差押金11決定逼知書 C 決定 B 
71310000-014 保全揖保提供命令書 C 提供命令 B 
72 3¥0000-015 保全1!!保に係る籠当11111定通知● C 這知 B 
73310000-018 11上11或書 C IIlII東 B 
74311000-008 鯖付通知書（第二次納税畠惰者交付用） C 告知 B 
75 31 1000-021 覆渡但保糧者に対する告知● Ill濃但保11着1111 C 告知 B 
76311000・033 絹付催信書 B 督促 B 
77 31 1000-034 強制換IIの場合の消費税笥の微収通知● （納税肴用） C 通知 R 

（注） 1 「No.1.Q_納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書」については、納税者に不

利益となる分割納付計画の変更を行った場合のみ、教示文を添付する。

2 「No．並公売通知書」の教示文は、法律の定めにより添付するものではない

が、公売を公告した事実を通知するとともに、不服申立て又は取消しの訴えを

提起する機会を与えるために添付する。


